
随意契約の公表
（令和7年4月分）

番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

1 政策課
大阪・関西万博 香川
県自治体催事ブース
出展業務委託

令和7年4月1日
 株式会社OIKAZE

丸亀市通町35番2号
¥1,507,000 第2号

株式会社OIKAZEは、丸亀市の地域商社として、地域の特産品や観光
資源など様々な地域資源を発掘し、商品開発などを通してプロデュー
スするとともに、作り手に代わり新たな販路開拓を行い、地域の稼ぐ力
やそのブランド力向上を担っている。
今回の香川県自治体催事は、丸亀らしさ溢れる特産品や観光資源等
を国内外に発信する絶好の機会であるとともに、販路開発・拡大につ
ながるものであることを踏まえ、市内唯一の地域商社である株式会社
OIKAZEと一者随意契約を締結した。

2 政策課
令和７年度 万博国際
交流プログラム推進業
務委託

令和7年4月1日
 株式会社OIKAZE

丸亀市通町35番2号
¥2,200,000 第2号

 株式会社OIKAZEは、姉妹都市サンセバスティアン市との食の交流を
図るために制定した４月９日「チャコリの日」の趣旨に賛同しており、(一
財)丸亀市観光協会の業務委託による「まるがめピンチョス祭り」の開催
や自発的なサンセバスティアン市への訪問など、両市の交流活性化に
協力・寄与していただいている。
今回、万博国際交流プログラムに採択された内容は、上記の取組を深
化するものであり、また、株式会社OIKAZEが万博国際交流プログラム
推進事業終了後も自走・継続していく意向であることに鑑み、同社と一
者随意契約を締結した。

3 秘書課
令和7年度広報まるが
め版下製作業務

令和7年4月1日
杉山紙業有限会社
丸亀市土居町三丁目12番6号

\15,400/頁 第2号

版下製作に関しては、「広報まるがめ」のデザイン性を維持しながら、
短期間の締め切りにも遅延なく正確に業務を遂行しなければならな
い。また、急な差し替えにも迅速に対応してもらう必要があるため、経
験や人員確保の観点から、本市版下製作に実績のある杉山紙業有限
会社と随意契約を締結した。

4 秘書課
令和7年度丸亀市ホー
ムページ更新・運営保
守業務

令和7年4月1日
福泉株式会社
愛媛県松山市雄郡一丁目1番
32号

¥3,459,500 第2号
契約相手の福泉株式会社は、令和4年度に更新したホームページ構
築業者であり、運用保守も構築業者でなければ対応できない。よって、
同社と随意契約を締結した。

5 秘書課
丸亀市公式LINEアカ
ウントシステム運用保
守業務

令和7年4月1日

東武トップツアーズ株式会社
高松支店
高松市寿町2-2-10高松寿町
プライムビル8階

¥1,980,000 第2号
契約相手の東武トップツアーズは、令和５年度に市公式LINEアカウン
トシステム構築業務を請け負った事業者であり、運用保守も構築業者
でなければ請け負うことができないため、同社と随意契約を締結した。
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6
デジタル
活用推進課

R-Cloud Proxy for
kintone ライセンス契約

令和7年4月1日

岡山市南区豊成二丁目７番１
６号
株式会社　両備システムズ
代表取締役　松田　敏之

¥1,849,320 第2号

　Ｋｉｎｔｏｎｅ（キントーン）とは、サイボウズ（株）が提供しているＷｅｂデー
タベース型の業務アプリアプリケーションを構築するためのクラウドサー
ビスであり、マウス操作で直感的にシステムが作成できるほか、豊富な
ＡＰＩ（アプリケーションプログラミングインターフェース）を通じて他シス
テムとの連携が図れるものである。
　地方自治体におけるＫｉｎｔｏｎｅ（キントーン）の利用にはＬＧＷＡＮ経
由での接続が前提となるが、自治体向けの情報サービスを手がける
（株）両備システムズがＬＧＷＡＮ上で、サイボウズ（株）が提供するＫｉｎ
ｔｏｎｅ（キントーン）で作成した業務アプリケーションを利用できるサービ
ス「R-CloudProxyforkintone」を提供しているため、同社と随意契約を
締結した。

7
デジタル
活用推進課

LoGoフォームライセン
ス調達契約

令和7年4月1日

香川県高松市春日町１７３５番
地３
株式会社STNet　代表取締役
小林　功

¥2,072,400 第2号

　コロナウイルス感染症の流行以降、住民の利便性向上を目的として、
Webフォームを用いたオンライン申請が注目を集めている。
　今回契約するLoGoフォームは、以下の点で他製品に比べ優位性が
あると考えている。
　➀インターネット側とLGWAN側双方からアクセスでき、一気通貫で処
理できる
　➁マイナンバー連携やクレジット・Paypay決済などの豊富なオプショ
ン
　➂添付ファイル無害化などの強固なセキュリティ対策
　また、今年度、保育所入所申請、丸亀産おいでまい配付申請におい
て、本市の業務への親和性も実証済みであるため、正式導入を進めた
い。
　契約の相手方については、LoGoフォームの開発元である株式会社ト
ラストバンクから販売代理店として指定されている株式会社STNetと随
意契約を締結した。

8
デジタル
活用推進課

デジタルワークスタイル
基盤窓口支援業務委
託

令和7年4月1日

広島県広島市中区中町8番12
号
株式会社大塚商会　広島支
店　支店長　真子　健

¥5,940,000 第2号

　現在、庁内のデジタルワークスタイル基盤(Microsoft365)の環境を構
築しているが、Microsoft365を初めて使用する職員も多く、本格稼働後
に職員からの問い合わせが多数発生することが想定される。
　しかし、デジタル活用推進課の職員のみでは分からないことも多く、
同時に複数の問い合わせが発生すると対応できず業務が滞る可能性
がある。
　よって本事業では、本庁にて外部の専門員を招集し、直接もしくは電
話での対応を可能とする支援窓口の設置を行うものである。
　契約の相手方については、デジタルワークスタイル基盤の導入業者
であり、Microsoft365の内容を熟知している株式会社大塚商会広島支
店と随意契約を締結した。
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9
デジタル
活用推進課

情報系端末機（T24系）
導入支援業務委託

令和7年4月1日

香川県丸亀市土器町東八丁
目５３７番地１
シコク・システム工房株式会社
代表取締役社長　竹森　貴年

¥12,025,200 第2号

　本市では、令和7年2月末に現行のT21以前の端末（以下旧端末とい
う。）の後継機650台を調達したところである。
　また、令和7年3月末にGW・メールを含む庁内インフラ環境を、
Microsoft365によって構成されるデジタルワークスタイル基盤に移行し
たところである。
　しかし、旧端末では、デジタルワークスタイル基盤での推奨スペックを
満たしておらず、性能の劣る互換機能を使わなければいけない問題が
生じている。
　また、新端末と旧端末で利用環境が異なるため、職員への指導・案
内の内容が複線化している問題も生じている。
　そこで、本事業において、後継機650台に必要な設定をキッティング
し、約3ヶ月の短期間において端末入替を完了することで、デジタル
ワークスタイル基盤の本来の利便性を発揮し、職員の更なる生産性向
上を図るものである。
　契約の相手方については、本市の端末構成を熟知した昨年度の新
端末構築の受託事業者であるリコージャパン株式会社マーケティング
本部香川支社と随意契約を締結した。

10
デジタル
活用推進課

丸亀市ＤＸ推進計画に
伴う推進支援業務委託

令和7年4月1日

東京都港区虎ノ門五丁目１３
－１
株式会社 Anotherworks　代
表取締役　大林　尚朝

¥1,100,000 第2号

　各自治体においては情報技術や標準化された共通基盤を用いたス
マート自治体への急速な転換が求められており、デジタル技術の推進
や安定的な行政運営を継続していくためには、デジタル化に向けた動
きは不可避であるため、令和６年度に丸亀市ＤＸ推進計画を策定した
ため、その計画に基づいたＤＸ推進を実施するために、専門的な知識
や他自治体での実績を有する会社に業務支援を委託するものである。
　契約の相手方については、国が推奨する「地方創生人材支援制度
（デジタル専門人材）」を活用して他自治体での導入実績やヒアリング
により選考し、令和６年度に丸亀市ＤＸ推進計画策定支援を実施した
「株式会社AnotherWorks」と随意契約を締結した。

11
デジタル
活用推進課

AI-OCRライセンス調
達契約

令和7年4月1日

香川県高松市観光通１丁目８
番地２
ＮＴＴビジネスソリューションズ
株式会社　香川ビジネス営業
部　部長　北川　智之

¥1,760,000 第2号

　AI-OCRは、OCR(文字認識)技術にAI(人工知能)を加えて、印字文
字や手書き文字を高精度で認識してデジタル化する技術で高精度か
つ素早くデータ化することができるため業務効率化に効果がある。
　今回契約するAI-OCR(製品名：DX Suite)は、令和３年９月から導入
し、既に税務課・福祉課・子育て支援課・幼保運営課、会計課、高齢者
支援課、教育部総務課などにおいて稼働しており、業務効率化に役
立っている。
　契約の相手方については、DX Suiteの開発元であるNTTグループの
販売窓口であり、テクニカルヘルプデスクの取扱窓口であるＮＴＴビジ
ネスソリューションズ株式会社香川ビジネス営業部と随意契約を締結し
た。
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12
デジタル
活用推進課

RPA・AI等運用サポー
ト支援業務委託

令和7年4月1日

香川県丸亀市土器町東八丁
目５３７番地１
シコク・システム工房株式会社
代表取締役社長　竹森　貴年

¥1,980,000 第2号

　ＲＰＡは、ソフトウェア型ロボットを利用して定型業務やルーチンワーク
を自動化するもので、業務の効率化や職員の負担軽減など導入により
大きなメリットがあり、ＡＩ－ＯＣＲはＡＩ技術を組み合わせて手書き文字
をデジタル化するもので、スキャナーで読み取った請書などの文字を
高水準の認識精度によりデジタルデータに変換することができ、入力
作業を効率的に行うことができる。
　現在、本市においてはＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲを利用した業務を実施して
おり、今後も継続的な運用及び新規開発をしていかなければならない
が、その利用にあったては高度な技術を必要とするほか、職員の異動
に関わらずこれらのシステムを安定的に運用・管理するサポート体制
や開発に関するコンサルティングが重要となることから、専門業者に運
用サポート支援業務を依頼した。
　契約の相手方については、本市の庁内システムにおいて開発・導入
実績があり、ＲＰＡやＡＩについても他の自治体や企業に導入実績があ
り、先進的なＤＸ導入にあたりシステムインテグレータ（開発から保守ま
で）として一貫した業務が行えるシコク・システム工房株式会社と随意
契約を締結した。

13
デジタル
活用推進課

丸亀市総合情報ネット
ワーク保守業務委託

令和7年4月1日

香川県高松市観光通１丁目８
番地２
西日本電信電話株式会社 香
川支店　支店長　徳永　久雄

¥2,339,700 第2号

　丸亀市総合情報ネットワークにおける通信回線サービスについて
は、ネットワークの重要性や安全性を考慮して閉域網ネットワーク（イン
ターネット接続とは分離されたセキュリティが確保されたネットワーク）を
利用しており、その通信回線サービスを利用したネットワークを安定し
た稼動状態に維持するため、当該業務委託を締結した。
　なお、契約の相手方については、当該閉域網ネットワーク（ビジネス
イーサワイド及びフレッツＳＤｘのサービス提供会社である西日本電信
電話株式会社（ＮＴＴ西日本）と随意契約を締結した。

14
デジタル
活用推進課

丸亀市統合型GIS保守
点検業務委託

令和7年4月1日

香川県高松市今里町２丁目１
９番地７
国際航業　株式会社　高松支
店　支店長　新明　昇治

¥2,970,000 第2号

　本業務の受託者には、コンピュータシステムに対し、専門的な知識と
技術力を有するとともに、丸亀市統合型GIS（以下、「本ソフトウェア」と
いう。）に精通し、本業務の目的である「本ソフトウェアに障害が発生し
た場合に、速やかな障害の除去と修復」を達成できることが必要とされ
る。
　契約の相手方については、本業務にて保守点検を委託する本ソフト
ウェアを開発した国際航業株式会社高松支店が唯一目的を達成でき
ることから、同社と随意契約を締結した。
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15
デジタル
活用推進課

情報系ＬＡＮサーバ機
器等運用管理業務委
託

令和7年4月1日

香川県高松市古新町１番地７
株式会社四国電子計算セン
ター　代表取締役　山﨑　訓
康

¥10,032,000 第2号

　新庁舎の総合情報ネットワークは、総務省が推進する電子自治体の
さらなる推進のために情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、行政サービスの
向上・職員への事務負担の軽減や利便性向上による効率的・効果的
な自治体を整備するために極めて重要なインフラである。
　新庁舎の総合情報ネットワーク構築においては、最新のＩＣＴ技術（Ｓ
ＤＮ＝ソフトウェア定義ネットワーク）を採用しており、ＳＤＮはネットワー
クを仮想化して論理的に分割することにより、ネットワーク全体の効率
的な運用管理や安全性の向上を図るものである。
　現在、総合情報ネットワークでは、「情報系情報システム・基幹系情
報システム・個別系情報システム・利用者用パソコン等」が稼働してお
り、これらのシステムを日々安定的に運用することが最も重要な業務で
ある。
　契約の相手方については、ＳＤＮを利用したネットワーク運用には高
度な知識を必要とするため、新庁舎の総合情報ネットワーク構築に携
わっており、当該ネットワークの構成や稼働中のサーバ機器・各種ス
イッチ等の構成を熟知している株式会社四国電子計算センターが最も
適しているため、同社と随意契約を締結した。

16
デジタル
活用推進課

情報系ネットワーク構
成機器保守業務委託

令和7年4月1日

香川県高松市古新町１番地７
株式会社四国電子計算セン
ター　代表取締役　山﨑　訓
康

¥1,358,016 第2号

　新庁舎の総合情報ネットワークにおいては、ネットワーク構成機器
（サーバ関連装置及びネットワーク接続関連装置）を株式会社四国電
子計算センターより導入しているが、当該ネットワーク構成機器を正常
な稼働状況に保つため情報系ネットワーク構成機器保守業務委託契
約を締結した。
　契約の相手方については、ネットワーク構成機器の仕様・性能などに
関して高度な技術力や知識があり、機器の故障や操作上による不具
合などの予期せぬトラブルの障害対策について一元的な管理ができ、
復旧作業及び原因究明等の迅速な管理体制が必要であるため、当該
ネットワーク構成機器を導入し、情報系LANサーバ等運用管理業務に
携わっている株式会社四国電子計算センターが最も適しているため、
同社と随意契約を締結した。

17
デジタル
活用推進課

議事録作成支援シス
テムライセンス更新契
約

令和7年4月1日

東京都新宿区市谷砂土原町
一丁目２番地３４
株式会社　会議録研究所　代
表取締役　小池　好子

¥1,056,000 第2号

　当該システムは、会議や打ち合わせなどの録音された音声を基に自
動でテキスト化することができるため、議事録や記録資料等を短時間
で効率よく作成することができることから令和３年３月に導入しており、
今年度についても継続的に利用するものである。
　契約の相手方については、当該システム導入に携わっており、ライセ
ンス契約について速やかな連携が図れる株式会社会議録研究所と随
意契約を締結した。

18
デジタル
活用推進課

行政手続の事前申請
及び申請書発行シス
テムライセンス契約

令和7年4月1日

香川県高松市上之町一丁目
９番９号
四国行政システム株式会社
代表取締役　上岡　正人

¥2,265,120 第2号

　本市では令和5年度より、窓口での滞在時間の短縮や行政サービス
の向上を目的とした、申請書の事前作成システムを導入している。
　システムの概要としては、LINEを用いて市民に必要項目を事前に入
力してもらい、  入力が完了するとQRコードが作成され、そのQRコード
を市役所内にある専用端末にかざすことで、申請書が印刷される。
　また、QRコードを作成していない場合でも、マイナンバーカードを読
み取ることで、マイナンバーカードに格納されている情報を申請書に反
映させることも可能となる。
   本システムにおいては、令和5年度にシステム構築に携わっており、
システムの提供も行っている四国行政システム株式会社と随意契約を
締結いたした。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）
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19 職員課
一般健康診断業務委
託契約

令和7年4月1日
香川県市町村職員共済組合
高松市福岡町二丁目3番4号

一件当たり\7,027 第2号

平成20年4月1日より高齢者の医療の確保に関する法律第21条第2項
の規定に基づく一般健康診断（特定健康診断）が施行されたことに伴
い、香川県市町村職員共済組合人間ドック等利用規則が改正され、保
険者に義務付けられた特定健康診断と、市の定期健康診断を合わせ
て受診できるとともに、職員が共済組合の助成を受けることができるた
め、共済組合と随意契約をした。

20 職員課
令和7年度雇入時健康
診断業務委託

令和7年4月1日
公益財団法人
香川県予防医学協会
高松市伏石町2129番地2

一件当たり\8,910 第2号

雇入れ時健診は、個人の健康保持増進に資すること及び労働安全衛
生に関与し、今後の一般健康診断の健診結果との比較や継続した
データ管理が必要な特殊な業務であることから、一般健康診断を委託
している予防医学協会との随意契約した。

21 庶務課
公用車バス運転及び
管理業務派遣委託

令和7年4月1日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団
丸亀市大手町2-1-20

\2,154/時間
(税別)

第2号
公用車バス運転及び管理業務に当たり、業務管理上、適切な対応が
求められるため、同種業務において良好な実績を有する同事業団と契
約を締結した。

22 庶務課

丸亀市役所庁舎総合
案内、整理用発券機
及びフロア案内業務派
遣委託

令和7年4月1日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団
丸亀市大手町2-1-20

フルタイム労働者：
\2,377/時間

短時間労働者：
\2,186/時間

（税別）

第2号
総合案内や中央記載台にて整理用発券機・フロア案内を行うコンシェ
ルジュは、来庁者に対し適切かつきめ細やかな対応が必要であり、同
種業務において良好な実績を有する同事業団と契約を締結した。

23 庶務課
市役所内電話交換補
助業務派遣委託

令和7年4月1日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団
丸亀市大手町2-1-21

\2,221/時間
（税別）

第2号
市役所内電話交換補助業務に当たり、適切かつきめ細やかな対応が
求められるため、同種業務において良好な実績を有する同事業団と契
約を締結した。

24 庶務課
全国市長会市民総合
賠償補償保険

令和7年4月1日
全国市長会
東京都千代田区平河町2-4-2

¥2,276,302 第2号
全国の自治体向けに実施されている損害保険事業であり、相互救済
事業として、低負担で高補償を見込めるため。地方自治法第263条の2
の規定による。

25 庶務課 道路賠償責任保険 令和7年4月1日

公益社団法人全国市有物件
災害共済会
 東京都千代田区平河町2-4-
1

¥1,137,260 第2号
公益社団法人全国市有物件災害共済会は、地方自治法第263条の2
の規定に基づき創設され、相互救済事業として、低負担で高補償を見
込めるため。

26 庶務課
丸亀市公共施設等包
括管理業務委託　年
度別契約

令和7年4月1日
日本管財株式会社
兵庫県西宮市六湛寺町9-16

¥294,369,220 第2号
丸亀市公共施設等包括管理業務委託の公募型プロポーザルにおい
て受託候補者が特定されたため。
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27 庶務課
丸亀市庁舎ごみ収集
運搬業務委託

令和7年4月1日
株式会社モンテサービス
丸亀市柞原町375

¥1,108,800 第2号
庁舎清掃業務と密接に関わることから、庁舎供用開始から清掃業務の
実績を有する同事業者と契約を締結した。

28 庶務課 法律顧問契約 令和7年4月1日
籠池法律事務所
丸亀市塩飽町7番地2

¥1,800,000 第2号

籠池法律事務所は従来より本市の法律顧問であり、これまで市の法律
課題に対し多種多様な助言及び本市係争案件を誠実に遂行した豊富
な実績を有しており、本市の実情をよく理解されている唯一の相手方
であるため、籠池法律事務所と随意契約を締結した。

29 庶務課
例規立案検索システム
賃貸借

令和7年4月1日
株式会社クレステック
静岡県浜松市中央区東三方
町69

¥1,557,600 第2号

現行の例規立案検索システムについては、平成20年度に機能性、操
作性、価格等の評価項目にてプロポーザルに準じた選定を行い、平
成21年度から随意契約により契約を締結し、利用しているところであ
る。本システムは、(株)クレステックを相手方としなければ使用できない
ものであることから、今年度も引き続き(株)クレステックと随意契約を締
結した。

30 庶務課
丸亀市文書収受及び
発送業務委託

令和7年4月1日
公益社団法人
丸亀市シルバー人材センター
丸亀市塩屋町五丁目6番1号

¥330,300/月
(年額¥3,963,600)

第3号

高齢者雇用の観点から、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第
37条に規定するシルバー人材センターとし、重要文書を取り扱うことか
ら、これまで確実かつ適正に業務を履行してきた実績を有する公益社
団法人丸亀市シルバー人材センターと随意契約を締結した。

31 庶務課
丸亀市文書等逓送業
務委託契約（単価契
約）

令和7年4月1日

社会福祉法人
いいのやま福祉会
丸亀市飯山町東坂元字楠見
1987番地1

\6,050/回 第3号

法令等により契約の相手方は特定信書便事業者である必要があり、ま
た障害者支援の観点から障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業
（同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支
援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を行
う施設を運営するものを選定することとし、これら条件を満たし、これま
で確実かつ適正に業務を履行してきた社会福祉法人いいのやま福祉
会と随意契約を締結した。

32 庶務課
文書管理・電子決裁ｼ
ｽﾃﾑ及びｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
利用契約

令和7年4月1日
富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
高松市磨屋町8-1

\520,191/月
（年額¥6,242,292） 第2号

令和5年度に公募型プロポーザル方式によるヒアリング審査を行い構
築したｸﾗｳﾄﾞ型ｼｽﾃﾑに対する利用契約であり、構築事業者である富士
ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社を相手方としなければ利用で
きないものであることから、今年度も引き続き随意契約を締結した。

33 庶務課
文書管理・電子決裁ｼ
ｽﾃﾑ運用支援業務委
託

令和7年4月1日
富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
高松市磨屋町8-1

\1,009,360
第2号

令和5年度に公募型プロポーザル方式によるヒアリング審査を行い構
築したｸﾗｳﾄﾞ型ｼｽﾃﾑに対する運用支援業務であることから、ｼｽﾃﾑの構
築事業者であり、ｼｽﾃﾑ機能及び状況を最も把握している富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社と随意契約を締結した。

34 財務課
財務書類作成支援業
務委託

令和7年4月10日

株式会社　地域科学研究所
香川事務所

高松市林町2217-15

¥1,983,300 第2号

本市では、株式会社地域科学研究所の固定資産台帳システムを導入
しており、データ移行に必要となる経費や時間を削減できることから、
財務書類の作成についても同社の財務書類作成システムを利用して
いる。財務書類の作成には、本市一般会計のほか地方公営事業会計
や関連団体に係る決算状況をもとに、多くのデータを整理、仕訳、確
認して同システムに入力する必要があることから、国の示す「統一的な
基準による地方公会計マニュアル」の内容に加え、同システムの操作
方法を熟知していることで、正確かつ円滑に業務を実施できるため、株
式会社　地域科学研究所　香川事務所と随意契約を締結した。
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35 財務課
月極駐車場管理業務
委託

令和7年4月1日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団
丸亀市大手町2-1-20

¥4,143,000 第２号
市内10か所の月極駐車場は、未利用地を活用した暫定的な施設で、
年度途中の形態変更の可能性もあり、入札に適さないことから、同種
業務について良好な実績を有する同法人と契約を締結した。

36 財務課
令和7年度固定資産台
帳異動更新等業務
サービス利用

令和7年4月1日

株式会社地域科学研究所
香川事務所
高松市林町2217-15
香川産業頭脳化センタービル

¥4,265,800 第２号

この業務は、導入済の固定資産台帳の作成支援業務に関連するもの
であり、令和6年度までデジタル活用推進課が契約を結んでいた株式
会社地域科学研究所のLGWAN-GISシステムの利用（令和7年度より
財務課及び選挙管理員会に限定されたため、令和7年度よりこの契約
に含む）を通じて固定資産台帳の異動更新に関する支援を受けている
ことから、その契約相手方である株式会社地域科学研究所と随意契約
により契約を締結した。

37 人権課
人権フェスティバル等
交流事業業務委託

令和7年4月1日

部落解放同盟丸亀市連絡協
議会

丸亀市土器町東八丁目３１９
番地

¥3,300,000 第２号

人権同和問題に精通しており、通常の団体活動でも委託事業に沿っ
た内容を実施している団体であることから、本業務の目的を達成するた
めに最も適任であると考えられるので、部落解放同盟丸亀市連絡協議
会と随意契約を締結した。

38 人権課
人権問題推進活動事
業業務委託

令和7年4月1日

部落解放同盟丸亀市連絡協
議会

丸亀市土器町東八丁目３１９
番地

¥6,640,000 第２号

人権同和問題に精通しており、通常の団体活動でも委託事業に沿っ
た内容を実施している団体であることから、本業務の目的を達成するた
めに最も適任であると考えられるので、部落解放同盟丸亀市連絡協議
会と随意契約を締結した。

39 人権課
地域福祉活動推進事
業業務委託

令和7年4月1日

部落解放同盟丸亀市連絡協
議会

丸亀市土器町東八丁目３１９
番地

¥1,560,000 第２号
委託事業に沿った活動を通常の活動の中でも実施している団体であ
ることから、本業務の目的を達成するのに適任であると考えられるの
で、部落解放同盟丸亀市連絡協議会と随意契約を締結した。

40 税務課
固定資産評価事務等
業務委託

令和7年4月10日

国際航業株式会社
高松支店

高松市今里町二丁目19番地7

¥15,887,300 第2号

導入済みの固定資産支援システムは国際航業株式会社が開発、保持
している。本業務は当システムを使用し、時点修正鑑定に伴う路線の
再計算及び新規路線計算、路線価図の作成を行うのもである。また、
令和9年評価替えに向けての基礎調査も行うものであり、当システムの
調達相手方以外の者から調達をした場合、便益を享受するのに著しい
支障が生ずる恐れがある。
国際航業株式会社はこれまでの路線状況等の業務を受託し、本市の
街路状況にも深く精通しており、コスト面や評価の整合性からみても妥
当であるので同社を契約の相手方として選定し、随意契約を締結し
た。
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41 税務課
令和7年度中西讃地区
共同空中写真撮影作
成業務委託

令和7年4月21日

三豊市

三豊市高瀬町下勝間2373番
地1

¥7,185,000 第2号

本業務は、中西讃地区の3市4町が共同で空中写真撮影及びデジタル
オルソ画像作成を行う業務であり、共同して実施することにより、スケー
ルメリットを受けることができる。今回、事業主体が三豊市であり、全体
予算計上及び契約事務等を取りまとめる。契約金額は三豊市が積算し
た全体の設計金額に対し、面積按分等を用いて算出されており、三豊
市と随意契約を締結した。

42 税務課
事務応援業務派遣委
託

令和7年4月1日

公益財団法人
丸亀市社会福祉協議会

丸亀市大手町二丁目1番20号
¥1,124,789 第2号

本業務の業務内容は、市民税担当内業務の補助を行う職員の派遣業
務委託である。4～7月は個人住民税の当初課税に向けての準備や、
法人市民税の申告書受付など膨大な業務量となるため派遣業務委託
を行う。受託者は、公的機関での事務経験に基づく熟練した人材が豊
富であり、良質な業務対応の実績があることから随意契約を締結した。

43 市民課
桜谷聖苑　火葬業務
委託

令和7年4月1日
株式会社五輪
富山市奥田新町12番３号

¥27,695,000 第2号

桜谷聖苑の火葬炉設備は、㈱宮本工業所が設計施工したものであり、
県内外のほとんどで㈱五輪が火葬業務を行っているため、設備の保
守・点検・調整等細部にわたり精通している。また、事故などが生じた
時も県内他市町からすぐ交代要員を派遣できることから㈱五輪と契約
を締結した。

44 市民課
桜谷聖苑　霊柩輸送
業務委託

令和7年4月1日
琴参バス株式会社
丸亀市土器町北2丁目77番地

¥11,088,000 第2号

霊柩輸送業務は、ご遺体の尊厳を守り、円滑な輸送を行うために、霊
柩車の運転管理及び機械類の操作についての知識が必要である。琴
参バス株式会社は、平成17年10月から委託しており、業務の特殊性か
ら事故などが生じた時、すぐに交代要員を派遣できる業者は、琴参バ
ス㈱しかないことから契約を締結した。

45 市民課
桜谷聖苑及びやすら
ぎ公園清掃等管理業
務委託

令和7年4月1日
公益社団法人丸亀市ｼﾙﾊﾞｰ
人材ｾﾝﾀｰ
丸亀市塩屋町五丁目6番1号

¥6,918,000 第3号

当業務は、桜谷聖苑の火葬棟・待合棟1,177㎡、火葬棟・待合棟（ｶﾞﾗｽ
面積）600.3㎡及び建物周辺の清掃、庭園及びやすらぎ公園の植栽の
管理・害虫防除・剪定作業、斜面の草刈り及び溝掃除、噴水の清掃で
あり、高齢者が行う作業として最適であり、公益社団法人丸亀市シル
バー人材センターに業務委託することにより、生きがい対策の一環とし
て福祉行政に寄与でき、又、金額も低廉で有利であるため契約を締結
した。

46 市民課
桜谷聖苑内受付等業
務派遣委託

令和7年4月1日

公益財団法人　丸亀市福祉
事業団
丸亀市大手町二丁目１番20
号

 2,341円/時間（消費税別）
賞与有り

第2号

桜谷聖苑における火葬事務は、御遺族の心情を理解した接遇のもと、
施設の運営・保守管理等に努める必要がある。開苑日は１月１日及び
友引に当たる日を除いた日となっている。そのため、事務の特殊性と
業務が多岐にわたることから、受付案内等の業務を行う職員の配置が
求められる。丸亀市福祉事業団は公益財団法人としてその公益性が
保証され、個人情報保護の観点等にも信頼性が持てることから、利用
者に満足いただける施設の運営体制が構築できると思われるため、公
益財団法人丸亀市福祉事業団と契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

47 市民課
葬祭具等運搬・設置業
務委託

令和7年4月1日
有限会社かたおか
丸亀市天満町二丁目２番１１
号

¥1,782,000 第2号

葬祭具等貸付業務は、祭壇の飾付や棺の運搬を行うもので、業務の
特殊性から多くの知識が必要となる。ご遺族に対する接遇も良く、市内
で適合する業者が他にないため、有限会社かたおかと契約を締結し
た。

48 市民課
桜谷聖苑　構内警備
業務委託

令和7年4月1日

セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前１丁目５
番１号

各年\369,600
（R5-R7年度

長期契約）
第２号

桜谷聖苑の警備システムはセコム株式会社が設置したものであり、施
設構造や現場、システムの状況等、細部にわたり精通しているためセ
コム株式会社と契約を締結した。

49
綾歌市民総合
センター

宿日直業務委託 令和7年4月1日

公益社団法人　香川県シル
バー人材センター連合会
高松市福岡町二丁目２番２－
５０２号

¥1,025,000 第3号

本契約は、守衛（会計年度職員）の年休取得時の夜間等受付業務で
あり、市民からの諸届け等個人情報を扱う面でも、守秘義務の遵守に
関して信頼が置け、また、高齢者の雇用促進にも役立つことから、委託
先として公益社団法人香川県シルバー人材センター連合会と随意契
約を締結した。

50
飯山市民総合
センター

宿日直業務委託 令和7年4月1日

公益社団法人　香川県
シルバー人材センター
連合会

高松市福岡町二丁目2番2号

¥1,025,000 第3号

本契約は、守衛(非常勤職員)の年休取得時に宿日直業務の委託先と
して、公益社団法人香川県シルバー人材センター連合会と随意契約
を締結した。
（市民からの諸届け等個人情報を扱うことから、守秘義務の遵守に関し
て信頼の置ける公的団体を契約の相手方とする）

51
飯山市民総合
センター

公用車バス運転及び
管理業務派遣委託

令和7年4月1日

公益社団法人
丸亀市福祉事業団

丸亀市大手町二丁目１番20
号

￥2,177/時間
（税別）

第2号
公用車バス運転及び管理業務に当たり、業務管理上、適切な対応が
求められるため、同種業務において良好な実績を有する同事業団と随
意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

52 地域づくり課

離島航路（丸亀～広島
航路）毎月２０日航路
運賃無料デー実施業

務委託

令和7年4月16日

備讃フェリー株式会社
代表取締役　天野　雄二郎

香川県丸亀市福島町１２７－１
６

第2号

年間を通して定期的な離島への誘客を進め、島のPRと活性化を図る
ため、離島航路の毎月20日航路運賃無料デーを設けている。当該業
務は、丸亀～広島航路を運航する備讃フェリー株式会社以外では業
務遂行できないことから、備讃フェリー株式会社と随意契約を締結し

た。

単価表　　円/人
（丸亀～江の浦）

・大人（片道）　\580
・大人（障がい者）（片道）\290

・小人（片道）　\290
・小人（障がい者）（片道）\150

（丸亀～青木）
・大人（片道）　\650

・大人（障がい者）（片道）　\330
・小人（片道）　\330

・小人（障がい者）（片道）　\170
（丸亀～小手島）

・大人（片道）　\710
・大人（障がい者）（片道）　\360

・小人（片道）　\360
・小人（障がい者）（片道）　\180

（丸亀～手島）
・大人（片道）　\780

・大人（障がい者）（片道）　\390
・小人（片道）　\390

・小人（障がい者）（片道）　\200
（江の浦～青木）

・大人（片道）　\240
・大人（障がい者）（片道）　\120

・小人（片道）　\120
・小人（障がい者）（片道）　\60

（江の浦～小手島）
・大人（片道）　\340

・大人（障がい者）（片道）　\170
・小人（片道）　\170

・小人（障がい者）（片道）　\90
（江の浦～手島）

・大人（片道）　\430
・大人（障がい者）（片道）　\220

・小人（片道）　\220
・小人（障がい者）（片道）　\110

（青木～小手島）
・大人（片道）　\150

・大人（障がい者）（片道）　\80
・小人（片道）　\80

・小人（障がい者）（片道）　\40
（青木～手島）

・大人（片道）　\330
・大人（障がい者）（片道）　\170

・小人（片道）　\170
・小人（障がい者）（片道）　\90

（小手島～手島）
・大人（片道）　\250

・大人（障がい者）（片道）　\130
・小人（片道）　\130

・小人（障がい者）（片道）　\70



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）
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53 地域づくり課

離島航路（本島～丸亀
航路）毎月２０日航路
運賃無料デー実施業
務委託

令和7年4月16日

本島汽船株式会社
代表取締役　山下　周市

香川県丸亀市福島町１２７－１
６

単価表　　円/人

（丸亀～本島）
・大人（片道）　\560

・大人（障がい者）（片道）　\280
・大人（往復）　\1,070

・大人（障がい者）（往復）　\560
・小人（片道）　\280

・小人（障がい者）（片道）　\140
・小人（往復）　\540

・小人（障がい者）（往復）　\280

（丸亀～牛島）
・大人（片道）　\490

・大人（障がい者）（片道）　\250
・大人（往復）　\940

・大人（障がい者）（往復）　\500
・小人（片道）　\250

・小人（障がい者）（片道）　\130
・小人（往復）　\480

・小人（障がい者）（往復）　\260

（本島～牛島）
・大人（片道）　\250

・大人（障がい者）（片道）　\130
・小人（片道）　\130

・小人（障がい者）（片道）　\70

第2号

年間を通して定期的な離島への誘客を進め、島のPRと活性化を図る
ため、離島航路の毎月20日航路運賃無料デーを設けている。当該業
務は、本島～丸亀航路を運航する本島汽船株式会社以外では業務
遂行できないことから、本島汽船株式会社と随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

54 地域づくり課

離島航路（児島～本島
航路）毎月２０日航路
運賃無料デー実施業
務委託

令和7年4月16日

六口丸海運有限会社
代表取締役　西原　正博

岡山県倉敷市大畠一丁目20
番14号

単価表　　円/人

（児島～本島）
・大人（片道）　\650

・大人（障がい者）（片道）
\320

・大人（往復）　\1,230
・大人（障がい者）（往復）

\640
・小人（片道）　\320
・小人（往復）　\610

第2号

年間を通して定期的な離島への誘客を進め、島のPRと活性化を図る
ため、離島航路の毎月20日航路運賃無料デーを設けている。当該業
務は、児島～本島航路を運航する六口丸海運有限会社以外では業
務遂行できないことから、六口丸海運有限会社と随意契約を締結し
た。

55 地域づくり課 本島観光業務委託 令和7年4月1日

本島ガイドクラブ　会長　信原
清

丸亀市本島町生ノ浜604番地

¥1,230,000 第2号

本島におけるガイド活動は、自らの専門的知識を活かし、多方面から
本島の魅力を語るものであり、より個人的で唯一無二の本島観光に資
するものである。本業務は、本島のガイド活動の維持、発展を目的とし
たものであることから、島内でガイド活動を行う唯一の団体である「本島
ガイドクラブ」と随意契約を締結した。

56 まなび文化課
令和7年度丸亀市文化
振興事業協議会実施
業務委託

令和7年4月1日

丸亀市文化振興事業協議会
会長　秋山　彩

丸亀市大手町二丁目4番21号

¥7,500,000 第2号

　契約の相手方である丸亀市文化振興事業協議会は、丸亀市民の
あらゆる文化活動への意欲を高めるとともに、文化振興に寄与す
ることを目的に、市内の文化、芸術、社会奉仕等に関する団体に
より組織された協議会であることから、各種団体とのつながりを
有しており、文化事業を円滑に実施できる。また、過去の事業に
おいて豊富な経験を持ち、適切に業務を履行できることから同協
議会と随意契約を締結した。

57 まなび文化課
丸亀市民会館開館準
備業務委託

令和7年4月1日

公益財団法人
丸亀市福祉事業団
理事長　植村　利克

丸亀市大手町二丁目1番20号

¥114,600,000 第2号

　本業務は、新しい市民会館の開館に向けて、会館の運営や実施
体制の構築及び事業実施に関する準備業務を行うものであり、施
設を管理運営する指定管理者でなければ履行できない業務であ
る。
　契約の相手方である公益財団法人丸亀市福祉事業団は、令和5
年丸亀市議会12月定例会において、地方自治法244条の2第62項の
規定による議会の議決があり、丸亀市公の施設における指定管理
者の指定手続等に関する条例第7条第1項の規定により、指定管理
者として指定した。
　このことから、本事業の目的を達成する唯一の相手方であるた
め随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地
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地方自治法施
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58 まなび文化課
丸亀市文化芸術推進
サポーター養成講座
開催業務委託

令和7年4月4日

特定非営利活動法人　　　iサ
イト
代表理事　井上　優

宮崎県宮崎市鶴島二丁目9番
地6　みやざきNPOハウス

¥3,498,000 第2号

　本業務は、文化芸術や生涯学習に興味がある方や社会参画に積
極的な方など、主体的な市民活動の協働による運営管理の仕組み
を作ることを目的としている。業務の実施にあたっては、市民セ
クターと行政のそれぞれの特徴を理解し、公共文化施設の管理運
営や行政との協働事業に経験があり、ボランティアや協働の考え
方を熟知し、専門的な知識が求められる。
　特定非営利活動法人ｉさいと（代表理事　井上　優）は、宮崎
県立西都原考古博物館の運営支援業務を行い、行政とボランティ
アとの中間支援業務を担い、協働による管理運営業務を15年以上
も継続して関わっている。また、代表理事の井上氏は、非営利活
動法人宮崎文化本舗の副代表として、宮崎市内の宮崎アートセン
ターの管理運営や宮崎市内における文化芸術イベントを開催する
ほか、宮崎県ＮＰＯ市民活動支援センターでの相談業務、協働
コーディネーターとしての実績もあり、全国各地で市民活動や協
働の理解、普及を目的とした講演会などの豊富な経験を有してお
り、本業務の目的を達成するために相応しい法人である。
　また、本市においても、令和元年度より当該業務を受託し、そ
の業務成果は良好であり、現段階での適切な業務遂行が見込まれ
るため、随意契約を締結した。

59 まなび文化課
令和7年度瀬戸内国際
芸術祭関連グッズ制作
業務委託

令和7年4月8日

一般財団法人　丸亀市観光
協会
理事長　髙濵　和則

香川県丸亀市新町6番地2

¥1,050,000 第2号

　本業務は、瀬戸内国際芸術祭2025の開催に合わせ、その来訪の記
念となるとともに、本市のＰＲとなる魅力ある商品を開発・制作するもの
である。商品の開発にあたっては、島に関連するものや瀬戸内国際芸
術祭の会期以外でも活用できるものをコンセプトに前年度から取り組ん
でいる。
　今年度の業務は前年度から引き続き行うものであるため、業務の継
続性や一貫性を考慮すると、前年度の契約相手先である一般社団法
人丸亀市観光協会と引き続いて契約することが最適であると考えられ
ることから、随意契約するものである。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地
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60 まなび文化課
丸亀市民会館ﾛｺﾞﾏｰｸ
及びマニュアル作成業
務委託

令和7年4月11日

株式会社　ソーリツ　代表取
締役　田中　唯二

東京都杉並区荻窪5-16-14
カパラビル3F

¥1,430,000 第2号

　本業務は、丸亀市民会館の愛称「THEATRE MAdo」が市民に愛さ
れ親しまれるよう、かつ対外的に会館を効果的にアピールできる
ようロゴマークの作成を行うものである。また、会館を象徴する
重要な要素であるロゴマークのイメージ統一を図るため、ロゴ
マークの使用方法等について基準を定めたマニュアルを作成する
ことを目的としている。業務の実施にあたっては、デザインにお
ける専門性や経験値に加え、会館のコンセプトや特徴、愛称に込
められた意味を十分に理解していることが求められる。
　株式会社ソーリツ（代表取締役　田中唯二）は、他市の公共文
化施設のロゴデザインやマニュアル作成の実績が豊富であり、ロ
ゴマーク及びマニュアル作成における専門性や経験値を有してい
る。また、丸亀市民会館のサインデザインや、共用空間の備品設
計に携わっており、本施設の理念やコンセプト、意匠を十分に理
解し、会館全体として統一感を持ったロゴマークの制作が可能で
ある。さらに、選考委員として愛称の選考に関わり、愛称に込め
られた意味を反映したロゴマークデザイン案の検討業務に前年度
から携わっている。今年度の業務は前年度から引き続き行うもの
であるため、業務の継続性や一貫性を考慮すると、当該法人は、
本業務の目的を達成するために相応しい相手方であるため、随意
契約を締結した。

61 図書館
図書館資料データ
作成業務委託
(新刊全件ＭＡＲＣ)

令和7年4月1日

株式会社図書館流通セン
ター

東京都文京区
大塚三丁目1番1号

¥2,464,000 第2号

株式会社図書館流通センターの書誌情報等資料データは、全国の公
共図書館でも広く利用されており、本市図書館のシステムに対応した
資料データ（ＭＡＲＣ）であるため、株式会社図書館流通センターと随
意契約を締結した。

62 図書館
丸亀市立飯山図書館
施設総合維持管理
業務委託

令和7年4月1日

公益財団法人
丸亀市福祉事業団

丸亀市大手町
二丁目1番20号

¥3,011,670 第2号

公益財団法人丸亀市福祉事業団は、管理してきた飯山総合学習セン
ターの内、図書館部分以外が指定管理者となっていることから、同一
業者に委託することが合理的かつ経済的であり、他業者に管理業務を
委託することは困難である。以上のことから、業務を的確に遂行できる
公益財団法人丸亀市福祉事業団と随意契約を締結した。

63 図書館 図書等回送業務委託 令和7年4月1日

株式会社丸亀急配

丸亀市土器町
北一丁目38番地

単価契約
市立図書館(3館）間1回あたり

￥7,810
学校図書館間

1回あたり
￥660

第2号

当該業務は市立図書館3館と市内学校図書館への図書等の配送を行
うものである。仕様書に基づく業務への参入業者が他になく一者のみ
であり、これまでの確実かつ適正に業務を履行してきた実績を有する
当該業者と随意契約を締結した。

64 図書館
定住自立圏内図書館
回送業務委託

令和7年4月1日

株式会社丸亀急配

丸亀市土器町
北一丁目38番地

単価契約
1回あたり

￥7,810
第2号

当該業務は定住自立圏内2市3町の公立図書館間の図書等回送業務
を行うものである。仕様書に基づく業務への参入業者が他になく一者
のみであり、これまでの確実かつ適正に業務を履行してきた実績を有
する当該業者と随意契約を締結した。
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65 図書館
丸亀市立図書館用
図書等購入契約

令和7年4月1日
丸亀書籍組合

丸亀市葭町118番地

【書籍関係】
・付帯装備あり

(本体価格×103％)×1.1
・付帯装備なし

(本体価格×95％)×1.1
【CD・DVD関係】

・付帯装備あり
(本体価格×100％)×1.1

・付帯装備なし
(本体価格×100％)×1.1

第2号

図書館に納入される資料には、利用者の利便性のために丸亀市立図
書館資料納入仕様書等に基づく付帯装備（バーコードラベル・背ラベ
ル・ブックコート）が必要であることから、これまでの納入実績があり信頼
がおける丸亀書籍組合と随意契約を締結した。

66 図書館
セカンドブック事業用
図書購入

令和7年4月20日
丸亀書籍組合

丸亀市葭町118番地

単価契約

　950円/冊
～1,805円/冊

第2号
当該業務は、地域社会に貢献する公益性の高い事業であり、市内業
者で組合をつくり、また長年にわたり図書館で購入する図書の納入業
者で、その内容も誠実かつ迅速であることから随意契約を締結した。

67 スポーツ推進課
土器川公園管理業務
委託

令和7年4月1日
公益財団法人
丸亀市スポーツ協会
丸亀市金倉町924番地1

¥10,000,000 第2号

　土器川公園は県の施設で、丸亀市が指定管理者となり管理運営を
行なっているが、施設管理や有効活用の観点から、利用する競技団体
との意見交換や綿密な連絡調整が不可欠であることから、管理業務の
一部について各種競技団体と密接に関わりを持つ(公財)丸亀市ス
ポーツ協会に再委託して契約を締結した。

68 スポーツ推進課
飯山・綾歌土器川公園
管理業務委託

令和7年4月1日
公益財団法人
丸亀市スポーツ協会
丸亀市金倉町924番地1

¥1,794,650 第2号

 土器川公園(飯山)は県の施設で、丸亀市が指定管理者として管理運
営を行っている。
また土器川公園(綾歌)は国から土地を借り受けて、綾歌土器川公園と
して丸亀市が管理運営を行っている。
ともに施設管理や有効活用の観点から、利用する競技団体との意見
交換や綿密な連絡調整が不可欠であるため、管理業務の一部につい
て各種競技団体と密接に関わりを持つ(公財)丸亀市スポーツ協会に再
委託して契約を締結した。

69 スポーツ推進課
土器川公園メリケントキ
ンソウ除去種子集積業
務委託

令和7年4月4日
株式会社二大緑化産業
丸亀市中府町一丁目6番62号

¥1,694,000 第2号

　 南米原産のメリケントキンソウは、近年わが国においてもグラウンドや
公園など、急激にその生息地を拡大させている。果実に硬い棘があ
り、土器川公園の安心・安全な施設利用にも影響を及ぼしている。
利用者が怪我をすることがないよう、機を逸することなく、果実が結実
する前に早急に除去作業に取り掛からなければならない。
　本委託業者は、これまでにもメリケントキンソウの除去・集積作業を行
い、現場の状況も熟知している。
また、これまでの作業状況も良好であることから、引き続き同委託業者
と随意契約を締結した。
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70 福祉課
令和7年度丸亀市重層
的支援体制推進業務
委託

令和7年4月1日
社会福祉法人丸亀市社会福
祉協議会
丸亀市大手町二丁目１番７号

¥33,700,000 第2号

本業務は地域福祉施策全般に精通し、かつ行政との協力体制が不可
欠である。丸亀市社会福祉協議会は、本市と連携して様々な福祉関
連業務を行っており、業務委託の受託実績も豊富である。さらに同者
は令和4年度から令和6年度に、本業務に密接に関連する業務を受託
している。これらのことから他者に代えがたいため、丸亀市社会福祉協
議会と随意契約を締結した。

71 福祉課
社会福祉法人指導監
査等支援業務委託

令和7年4月1日
塚本　秀和
丸亀市風袋町9番地2

¥2,362,800 第2号

本業務は、社会福祉法第56条第1項の規定に基づく指導監査、同法
第59条の規定による現況報告書の審査等を行なうにあたって、会計状
況の監査等が含まれることから、専門知識、監査実績があり、日本公認
会計士協会四国会香川県部会から推薦され、効率的かつ継続的な指
導監査を行える塚本秀和と随意契約を締結した。

72 福祉課
自立相談支援事業業
務委託・家計改善支援
事業業務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人
丸亀市社会福祉協議会
丸亀市大手町二丁目1番7号

¥26,510,000 第2号

平成25年度から自立相談支援ﾓﾃﾞﾙ事業に取り組んでおり、相談支援
体制が整っているだけでなく実績もある。また、市内の社会資源や地
域住民等との連携が図れており、民生委員等を通じて地域における要
支援者に対し、寄り添いながらの支援が期待できる。
それから、家計改善支援事業については、相談窓口と同室に社会福
祉協議会貸付担当がいて金銭貸付の相談がすぐできるだけでなく、法
律相談、食糧支援（独自事業）事業も活用できるなど、複数のメリットが
期待できるため丸亀市社会福祉協議会と随意契約を締結した。

73 福祉課
就労準備支援事業業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人
萬象園
丸亀市川西町北字龍王1685
番地1

¥4,900,000 第2号

社会福祉法人 萬象園は、就労準備支援の実績があり、地域福祉の
ﾆｰｽﾞ把握や関係機関との連携が図れている。平成26年度からﾓﾃﾞﾙ事
業に本格的に取り組んでおり、支援体制が整っている。また、支援実
績もある。内職や農作業等、就労準備のための場所を確保できるだけ
でなく、生活のﾘｽﾞﾑを整えることや社交性向上等の効果も見込まれる
ため萬象園と随意契約を締結した。

74 福祉課
就労準備支援事業業
務委託

令和7年4月1日
特定非営利活動法人
さぬき自立支援ﾈｯﾄﾜｰｸ
丸亀市浜町10番地1

¥5,000,000 第2号

平成26年度からﾓﾃﾞﾙ事業に本格的に取り組んでおり一般就労に繋
がった支援実績もある。
また、ﾊﾟｿｺﾝ教室・職業適性診断・履歴書の書き方指導等、一般就労
に向けての準備支援の体制が整っている。指導者としてｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾄの資格所有者を配置し、生活困窮者支援を前提とした企業見学の受
け入れ交渉の成果もあり、事業効果が見込まれるためさぬき自立支援
ﾈｯﾄﾜｰｸと随意契約を締結した。

75 福祉課
生活困窮世帯の子ども
に対する学習・生活支
援事業業務委託

令和7年4月1日
公益財団法人
丸亀市福祉事業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

¥3,476,000 第2号

平成26年度からﾓﾃﾞﾙ事業に本格的に取り組んでおり支援体制が整っ
ている。
また、事業所として放課後留守家庭児童会支援事業を実施しており、
講師や学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの確保ができる。小学生・中学生それぞれ週1回
実施していたが、平成30年度からは高校中退者・中学既卒者等への
対象者を拡大し、実施日に小学生・中学生問わず参加できる（最大週
2回)事業提案もあり、子どもの貧困対策に効果が見込まれるため丸亀
市福祉事業団と随意契約を締結した。
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76 福祉課
生活保護等版レセプト
管理クラウドサービス
委託業務

令和7年4月1日
四国行政ｼｽﾃﾑ株式会社
高松市今里町6番地15

¥2,211,000 第2号

本事業については、ｼｽﾃﾑ導入業者であるためシステムに精通してお
り、緊急時にもすばやく対応できる。また、別の業者と契約するようにな
れば初期導入手続き及びID登録等の経費が必要となるため、随意契
約を締結した。

77 福祉課

障害福祉における報
酬請求システムのサー
ビスコード修正に伴う
システム改修業務委託

令和7年4月8日
株式会社アール・シー・エス
高松市錦町1丁目4番3７号

¥1,100,000 第2号

本市では、平成15年から同業者の福祉システムを導入しており、この
システムを細部にわたり熟知し、緊急時にも迅速に対応できる業者は
同社以外にない。
また、業者においてもこれまでの経験と実績があり信頼できる。以上の
ことから（株）アール・シ－・エスと随意契約を締結した。

78 福祉課
丸亀市障害者虐待防
止センター相談等業務
委託

令和7年4月1日
社会福祉法人
萬象園
丸亀市川西町北１６８５番地１

¥1,500,000 第2号

障害者虐待防止センターは、障害者虐待の相談・通報を24時間365日
受理できる 体制と、相談・指導及び助言、また、緊急性が認められた
場合には速やかに緊急一時保護を実施する必要がある。萬象園は、
救護施設を有する社会福祉法人 で、身体や精神に障がいがある人に
対する日常生活における支援に関して豊富な経験と実績があり、一時
保護となる支援施設を有していることや、資格を有する支援員が複数
いるなど、相談支援体制も充実していることから萬象園と随意契約し
た。

79 福祉課
戦没者特別弔慰金事
業に係る労働者派遣
委託

令和7年4月1日
公益財団法人
丸亀市福祉事業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

￥2018/時間（消費税別）
社会保険加入者

第2号

本業務は、戦没者の特別弔慰金請求に係る受付及び事務補助を行う
もので、受付においては個人情報を取り扱う業務であり、正当な請求
者かどうかの内容確認や迅速かつ的確に行う必要がある。
そのため、個人情報を取り扱う業務を受け負った実績があり、良質な業
務対応の実績がある丸亀市社会福祉事業団と随意契約を締結した。

80 福祉課
自立相談支援事業業
務委託・家計改善支援
事業業務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人
丸亀市社会福祉協議会
丸亀市大手町二丁目1番7号

¥26,510,000 第2号

平成25年度から自立相談支援ﾓﾃﾞﾙ事業に取り組んでおり、相談支援
体制が整っているだけでなく実績もある。また、市内の社会資源や地
域住民等との連携が図れており、民生委員等を通じて地域における要
支援者に対し、寄り添いながらの支援が期待できる。
それから、家計改善支援事業については、相談窓口と同室に社会福
祉協議会貸付担当がいて金銭貸付の相談がすぐできるだけでなく、法
律相談、食糧支援（独自事業）事業も活用できるなど、複数のメリットが
期待できるため丸亀市社会福祉協議会と随意契約を締結した。

81 福祉課
就労準備支援事業業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人
萬象園
丸亀市川西町北字龍王1685
番地1

¥4,900,000 第2号

社会福祉法人 萬象園は、就労準備支援の実績があり、地域福祉の
ﾆｰｽﾞ把握や関係機関との連携が図れている。平成26年度からﾓﾃﾞﾙ事
業に本格的に取り組んでおり、支援体制が整っている。また、支援実
績もある。内職や農作業等、就労準備のための場所を確保できるだけ
でなく、生活のﾘｽﾞﾑを整えることや社交性向上等の効果も見込まれる
ため萬象園と随意契約を締結した。
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82 福祉課
就労準備支援事業業
務委託

令和7年4月1日
特定非営利活動法人
さぬき自立支援ﾈｯﾄﾜｰｸ
丸亀市浜町10番地1

¥5,000,000 第2号

平成26年度からﾓﾃﾞﾙ事業に本格的に取り組んでおり一般就労に繋
がった支援実績もある。
また、ﾊﾟｿｺﾝ教室・職業適性診断・履歴書の書き方指導等、一般就労
に向けての準備支援の体制が整っている。指導者としてｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾄの資格所有者を配置し、生活困窮者支援を前提とした企業見学の受
け入れ交渉の成果もあり、事業効果が見込まれるためさぬき自立支援
ﾈｯﾄﾜｰｸと随意契約を締結した。

83 福祉課
生活困窮世帯の子ども
に対する学習・生活支
援事業業務委託

令和7年4月1日
公益財団法人
丸亀市福祉事業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

¥3,476,000 第2号

平成26年度からﾓﾃﾞﾙ事業に本格的に取り組んでおり支援体制が整っ
ている。
また、事業所として放課後留守家庭児童会支援事業を実施しており、
講師や学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの確保ができる。小学生・中学生それぞれ週1回
実施していたが、平成30年度からは高校中退者・中学既卒者等への
対象者を拡大し、実施日に小学生・中学生問わず参加できる（最大週
2回)事業提案もあり、子どもの貧困対策に効果が見込まれるため丸亀
市福祉事業団と随意契約を締結した。

84 福祉課

丸亀市に係る香川県
後期高齢者医療レセ
プト
情報等作成業務委託

令和7年4月1日

香川県後期高齢者医療広域
連合会
広域連合長　大西　秀人
高松市福岡町二丁目３番２号

¥777,150 第2号
丸亀市に係るレセプト情報ほか本契約に必要な情報を保有する唯一
の機関であるため、同機関と随意契約を締結した。

85 福祉課
丸亀市福祉ホーム事
業委託

令和7年4月1日

社会福祉法人　朝日園
代表者　理事長　中村　久美
代
高松市前田東町585番地5

社会福祉法人　香川県社会
福祉事業団
代表者　理事長　進　和彦
丸亀市飯山町東坂元３６６７

（福祉ホーム朝日ヶ丘）
　1人あたり月額　\２８，７１０

（香川県ふじみ園）
　1人あたり月額   \２０，０７０

第2号
福祉ホームを運営する法人は香川県内に2法人しかなく、また、当該事
業所はこれまでの経験と実績、豊富な人材も備わっており、事業を適
正に行える事業所であるため、2法人と随意契約を締結した。

86 福祉課
丸亀市身体障害者訪
問入浴サービス事業業
務委託

令和7年4月1日

セントケア四国株式会社
代表取締役社長　高橋　都子
高松市中新町11-1
合同会社ハイブリッジおふろ
やさん丸亀
代表社員　高橋　将三
丸亀市郡家町3442番地プル
ミエールアライA1

利用時間１回当たり/\12,500
第2号

契約の相手となる事業所の要件については、要綱第2条に規定してい
るところである。事業所としての豊富な経験や実績と、本事業を適正に
行える委託事業所であることから随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

87 福祉課 相談支援事業委託 令和7年4月1日
医療法人社団三愛会

丸亀市柞原町366
¥10,164,000 第2号

中讃西部圏域での精神相談支援事業所「はなぞの」は市民に対して、
精神障害の相談支援事業所として質の高い活動を継続しており、県下
でも先進的な相談支援事業所である。市民とも良好な関係を築いてお
り、相談の継続性からも他の相談支援事業所では対応が困難であるた
め継続して随意契約を締結した。

88 福祉課 相談支援事業委託 令和7年4月1日

社会福祉法人　いいのやま福
祉会

丸亀市飯山町東坂元1987番
地1

¥10,164,000 第2号
身体障がい者の相談支援事業を受託する相談支援事業所が「野の
花」以外にないため、随意契約を締結した。

89 福祉課
地域活動支援センター
Ⅰ型事業委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　若竹会

坂出市川津町1826番地19
¥953,642 第2号

障害者総合支援法に基づく多機能型事業所であり、精神障害者の地
域活動支援センターとして質の高い活動をしており、市民とも良好な関
係を築いているため随意契約を締結した。

90 福祉課
地域活動支援センター
Ⅰ型事業委託

令和7年4月1日
医療法人社団　五色会

坂出市加茂町963番地
¥656,250 第2号

医療法人としての基盤があり、精神障害者の地域活動支援センターと
して質の高い活動を継続しており、市民とも良好な関係を築いているた
め随意契約を締結した。

91 福祉課
地域活動支援センター
Ⅲ型事業委託

令和7年4月1日

特定非営利活動法人　Ｃsクリ
エーション

丸亀市綾歌町岡田下545番地

¥2,045,455 第2号

地域活動支援センター機能強化事業実施要綱第３条に規定している
要件を全て満たす事業所であり、今後も利用者が見込まれるため随意
契約を締結した。

92 福祉課
地域活動支援センター
Ⅲ型事業委託

令和7年4月1日

特定非営利活動法人　中讃
聴覚障害者協会
仲多度郡まんのう町買田４９７
番地１

¥1,428,571 第2号
地域活動支援センター機能強化事業実施要綱第3条に規定している
要件を全て満たす事業所であり、今後も利用者が見込まれるため随意
契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

93 福祉課
地域活動支援センター
Ⅱ型事業委託

令和7年4月1日

社会福祉法人
鵜足津福祉会
デイサービスセンター丸亀
綾歌郡宇多津町浜五番丁53
番地11

第2号
地域活動支援センター機能強化事業実施要綱第3条に規定している
要件を全て満たす事業所であり、継続利用者が見込まれるため、身体
障害者デイサービスセンター丸亀と随意契約を締結した。

94 福祉課
地域活動支援センター
Ⅱ型事業委託

令和7年4月1日

社会福祉法人
鵜足津福祉会
デイサービスセンター坂出
綾歌郡宇多津町浜五番丁53
番地11

第2号
地域活動支援センター機能強化事業実施要綱第3条に規定している
要件を全て満たす事業所であり、継続利用者が見込まれるため、身体
障害者デイサービスセンター坂出と随意契約を締結した。

95 福祉課
障害支援区分認定調
査に関する業務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人
香川県社会福祉事業団
理事長　進　和彦
丸亀市飯山町東坂元３６６７

調査１件当たり/\6,925 第2号

96 福祉課
障害支援区分認定調
査に関する業務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人　いいのやま福
祉会
理事長　大内　邦子
丸亀市飯山町東坂元１９８７－
１

調査１件当たり/\6,925 第2号

97 福祉課
障害支援区分認定調
査に関する業務委託

令和7年4月1日
医療法人社団　三愛会
理事長　三船　和史
丸亀市柞原町３６６

調査１件当たり/\6,925 第2号

98 福祉課
障害支援区分認定調
査に関する業務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　塩屋福祉会
理事長　麻田　ヒデミ
丸亀市塩屋町５丁目９－５

調査１件当たり/\6,925 第2号

99 福祉課
障害支援区分認定調
査に関する業務委託

令和7年4月1日
株式会社　英
代表取締役　藤岡　英司
善通寺市原田町１２０２－３

調査１件当たり/\6,925 第2号

100 福祉課
障害支援区分認定調
査に関する業務委託

令和7年4月1日

香川県ファミリーハート株式会
社
代表取締役　谷本　麻衣
丸亀市通町77番地

調査１件当たり/\6,925 第2号

101 福祉課
障害支援区分認定調
査に関する業務委託

令和7年4月1日
合同会社Ｓｔｅｉｇｅｎ
代表社員　井戸　翔太
香川県三豊市詫間2102番地1

調査１件当たり/\6,925 第2号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第
20条第2項に基づき指定一般相談支援事業者等に委託することができ
る。六法人の相談支援事業所は経験・実績ともに豊富であり、過去の
認定調査の実施においても適切に行われている七法人と随意契約を

締結した。

（区分ア）
4時間未満/\2,770

4時間～6時間/\4,620
6時間以上/\6,000

（区分イ）
4時間未満/\2,520

4時間～6時間/\4,190
6時間以上/\5,460

（区分ウ）
4時間未満/\2,260

4時間～6時間/\3,780
6時間以上/\4,910

加算
入浴/\400

送迎片道/\540



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

102 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

セントケア四国株式会社　セ
ントケア丸亀
代表取締役社長　高橋　都子
高松市中新町11番地1

第2号

103 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

有限会社　ワンハート介護
サービスセンター
代表者　森　憲一
丸亀市飯山町西坂元1206番
地69

第2号

104 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

有限会社　サポートセンター
ふぁいと
代表取締役　楠井　貴喜
坂出市加茂町701番地1

第2号

105 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

社会福祉法人　丸亀市社会
福祉協議会
会長　横田　拓也
丸亀市大手町二丁目1番7号

第2号

106 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

特定非営利活動法人　明日
に架ける橋
理事長　朝江　宏
綾歌郡綾川町陶5779番地1

第2号

107 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

特定非営利活動法人　共生
ネットワーク
理事長　小西　公彦
坂出市川津町2456番地6

第2号

108 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

特定非営利活動法人　メロ
ディー
理事長　重川　つやこ
綾歌郡宇多津町浜二番丁18
番地19

第2号

109 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

特定非営利活動法人　す
ぷーん
理事長　福家　輝雅
高松市田村町471番地2

第2号

契約の相手方となる事業所の要件については、要綱第5条に規定して
いるところであるが、当該要件を全て満たす事業所は多数存在し、実
際利用者のいない事業所も含まれることから、現に利用者がいる事業
所、またはこれまでに利用者が存在しこれから利用者が見込まれる事

業所と随意契約を締結した。

30分未満/\2,300
30分以上1時間未満/\4,000

1時間以上1.5時間未満
/\5,800

1.5時間以上2時間未満
/\6,550

2時間以上2.5時間未満
/\7,300

2.5時間以上3時間未満
/\8,050

以後30分ごと/\700



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

110 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

株式会社　訪問介護事業所
幹
代表取締役　田中　栄子
坂出市西大浜北二丁目4番56
号

第2号

111 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日
有限会社　なでしこ垂水
代表取締役　青木　博道
丸亀市新田町233番地5

第2号

112 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日
株式会社　つどい
代表取締役　渡邊　博文
丸亀市西平山町110番地1

第2号

113 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

株式会社　ユッピー
代表取締役　西山　貴司
丸亀市塩屋町五丁目10番16
号

第2号

114 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

合同会社　愛浜
代表社員　濵﨑　雪乃
高知県土佐市宇佐町宇佐
2394番地5

第2号

115 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

合同会社　カガワ
代表社員　田井　健二
綾歌郡宇多津町浜八番丁134
番地3

第2号

116 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

特定非営利活動法人　はるか
ぜ
理事長　松崎　晴彦
観音寺市原町1208番地1

第2号

117 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

特定非営利活動法人　青空
キャンバスかがわ
理事長　出口　寿
三豊市高瀬町佐股894番地1

第2号

30分未満/\2,300
30分以上1時間未満/\4,000

1時間以上1.5時間未満
/\5,800

1.5時間以上2時間未満
/\6,550

2時間以上2.5時間未満
/\7,300

2.5時間以上3時間未満
/\8,050

以後30分ごと/\700

契約の相手方となる事業所の要件については、要綱第5条に規定して
いるところであるが、当該要件を全て満たす事業所は多数存在し、実
際利用者のいない事業所も含まれることから、現に利用者がいる事業
所、またはこれまでに利用者が存在しこれから利用者が見込まれる事

業所と随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

118 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

丸福　株式会社
代表取締役　福島　昌嗣
綾歌郡宇多津町大字東分
1993番地

第2号

119 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日
輝　有限会社
代表取締役　三原　志保子
高松市木太町1153番地1-108

第2号

120 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日

一般社団法人　おん
代表理事　田村　翔児
仲多度郡まんのう町炭所東
534番地128

第2号

121 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日
合同会社　千手ケア
代表社員　谷本　晶子
仲多度郡琴平町榎井104－1

第2号

122 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日
株式会社　エミ
代表取締役　寺主　吉輝
丸亀市西本町一丁目3番34号

第2号

123 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日
株式会社　AMENA
代表取締役　野中　朋生
高松市六条町14番地2　2階

第2号

124 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日
合同会社　Life-エイド
代表取締役　谷本　有紀洋
丸亀市川西町北2102番地1

第2号

125 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年4月1日
株式会社　古里
代表取締役　田川　雄登
善通寺市弘田町285番地4

第2号

30分未満/\2,300
30分以上1時間未満/\4,000

1時間以上1.5時間未満
/\5,800

1.5時間以上2時間未満
/\6,550

2時間以上2.5時間未満
/\7,300

2.5時間以上3時間未満
/\8,050

以後30分ごと/\700

契約の相手方となる事業所の要件については、要綱第5条に規定して
いるところであるが、当該要件を全て満たす事業所は多数存在し、実
際利用者のいない事業所も含まれることから、現に利用者がいる事業
所、またはこれまでに利用者が存在しこれから利用者が見込まれる事

業所と随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

126 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人　うぶすな会
　理事長　古賀　亮次
丸亀市綾歌町栗熊西字向山
782番地5

第2号

127 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人　香川県社会
福祉事業団
理事長　進　和彦
丸亀市飯山町東坂元３６６７

第2号

128 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人　いいのやま福
祉会
理事長　大内　邦子
丸亀市飯山町東坂元１９８７－
１

第2号

129 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人　多度津さくら
会
理事長　松岡　昭二郎
仲多度郡多度津町西港町127
番地10

第2号

130 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人かがわ総合リハ
ビリテーション事業団
理事長　田中　一裕
高松市田村町1114番地

第2号

131 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日

香川県　香川県立川部みどり
園
園長　前田　恵美子
高松市川部町418番地

第2号

132 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人かがわ総合リハ
ビリテーション事業団(たまも
園)
理事長　田中　一裕
高松市田村町1114番地

第2号

133 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人
瀬戸福祉会　理事長　横倉
直登
坂出市府中町5001番地3

第2号

134 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人
鵜足津福祉会　理事長　小松
守
綾歌郡宇多津町浜5番町53番
地11

第2号

135 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人
ドリーム　理事長　村井　眞澄
綾歌郡宇多津町2628番地974

第2号

136 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日

特定非営利活動法人　すぷ
～ん
理事長　福家　輝雅
丸亀市綾歌町富熊1089番地4

第2号

137 福祉課
日中一時支援事業業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　塩屋福祉会
理事長　松村　昌子
丸亀市塩屋町５丁目９－５

第2号

【利用時間1回当たり4時間以
下】

\1,800（医療行為を伴わない・
利用料負担有）

\2,000（医療行為を伴わない・
利用料負担無）

\3,600（医療行為を伴う・利用
料負担有）

\4,000（医療行為を伴う・利用
料負担無）

【利用時間1回当たり4時間超】
\3,600（医療行為を伴わない・

利用料負担有）
\4,000（医療行為を伴わない・

利用料負担無）
\7,200（医療行為を伴う・利用

料負担有）
\8,000（医療行為を伴う・利用

料負担無）

本事業は、障害児（者）の日中における活動の場を確保するとともに、
障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家
族が一時的に休息を取ることが必要な場合等に、生活介護事業所そ
の他の保護を適切に行うことのできる施設において、障害者等を一時
的に預かる日中一時支援事業を行うことにより、障害者等及びその家
族の福祉の向上を図ることを目的とする事業である。上記の事業所

は、短期入所・生活介護事業所等として豊富な経験と実績がありこの
事業を適正に行える委託事業所であるので随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

138 福祉課
広報誌等墨字版作成
業務委託

令和7年4月1日
有限会社　森　写植
丸亀市田村町１４６１番地３ １ページ当たり/\4,950 第2号

丸亀市の広報まるがめ発行事業に携わっており、豊富な経験と実績が
ある。よって、本業務遂行においても信頼でき、迅速な対応ができる有
限会社　森　写植と随意契約を締結した。

139 福祉課
点字広報等発行業務
委託

令和7年4月1日
公益財団法人　香川県視覚
障害者福祉協会
高松市番町１丁目１０番３５号

点訳料１ページ当たり
/\2,000

印刷料１ページ当たり　/\30
第2号

県内で点訳事業が可能な業者は少ないうえ、特殊な技術が必要であ
る。同業者は経験も豊富であり、業務遂行においても信頼できることか
ら公益財団法人香川県視覚障害者福祉協会と随意契約した。

140 福祉課
手話通訳者派遣事業
委託

令和7年4月1日

公益社団法人　香川県聴覚
障害者協会

高松市太田上町４０５－１

１時間14分まで/\1,500
以後30分毎加算/\750

第2号
県内で通訳者の派遣事業を行う団体は香川県聴覚障害者協会だけで
あり、かつ同協会は、既に県内他市の委託を受けており豊富な経験と
実績があり信頼できるため随意契約を締結した。

141 福祉課
地域活動支援センター
Ⅱ型事業委託

令和7年4月1日
社会福祉法人もえぎの会
高松市寺井町94番地１

（区分ア）
4時間未満/\2,770

4時間～6時間/\4,620
6時間以上/\6,000

（区分イ）
4時間未満/\2,520

4時間～6時間/\4,190
6時間以上/\5,460

（区分ウ）
4時間未満/\2,260

4時間～6時間/\3,780
6時間以上/\4,910

加算
入浴/\400

送迎片道/\540

第2号
地域活動支援センター機能強化事業実施要綱第3条に規定している
要件を全て満たす事業所であり、継続利用者が見込まれるため、身体
障害者デイサービスセンター丸亀と随意契約を締結した。

142 福祉課 相談支援事業委託 令和7年4月1日

社会福祉法人　香川県社会
福祉事業団

丸亀市飯山町東坂元3667番
地

¥5,981,472 第2号
知的障害の相談支援事業所として質の高い活動をしており、市民とも
良好な関係を築いており、相談の継続性からも他の相談支援事業所
では対応が困難であるため、継続で随意契約を締結した。

143 福祉課 相談支援事業委託 令和7年4月1日
医療法人社団三愛会

丸亀市柞原町366
¥10,164,000 第2号

中讃西部圏域での精神相談支援事業所「はなぞの」は市民に対して、
精神障害の相談支援事業所として質の高い活動を継続しており、県下
でも先進的な相談支援事業所である。市民とも良好な関係を築いてお
り、相談の継続性からも他の相談支援事業所では対応が困難であるた
め継続して随意契約を締結した。

144 福祉課
地域活動支援センター
Ⅰ型事業委託

令和7年4月1日
医療法人社団三愛会

丸亀市柞原町366
¥12,000,000 第2号

医療法人としての基盤があり、精神障害者の地域活動支援センターと
して質の高い活動を継続しており、市民とも良好な関係を築いているた
め随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

145 子育て支援課
利用者支援事業（基本
Ⅰ型）業務委託

令和7年4月1日

認定NPO法人
さぬきっずコムシアター
丸亀市土器町東二丁目248番
地

¥9,135,000 第2号

本事業は、子どもや保護者など子育て家庭に対して身近な場所で相
談等に応じ、その個別のニーズを把握して適切な施設や事業等を円
滑に利用できるよう支援していくもので、子育て家庭の身近な場所であ
る地域子育て支援拠点（ひろば）と一体的に実施することが　望ましい
とされている。相手方は、県下で初めて認定NPO団体の指定を受け、
丸亀市において長年　にわたり子育て支援団体として活動を行ってき
た。相談支援のノウハウを心得ているスタッフも豊富であり、運営体制も
極めて優良であることから本事業の委託先として選定した。

146 子育て支援課
利用者支援事業（基本
Ⅰ型）業務委託

令和7年4月1日

特定非営利法人
グランマール
丸亀市土器町東七丁目164番
地サーパス土器公園1007号

¥9,935,000 第2号

本事業は、子どもや保護者など子育て家庭に対して身近な場所で相
談等に応じ、その個別のニーズを把握して適切な施設や事業等を円
滑に利用できるよう支援していくもので、他の地域の子育て支援事業
等と包括的に実施することが望ましいとされている。相手方は丸亀市に
おいて、臨床心理士等の専門相談員による子育て相談や情報提供を
長年行っており、その中で相談支援のノウハウも培ってきた。知識と経
験が豊富なスタッフによる運営体制も優良であることから本事業の委託
先として選定した。

147 子育て支援課
利用者支援事業（基本
Ⅱ型）業務委託

令和7年4月1日
特定非営利法人
未来ISSEY
丸亀市葭町17

¥2,733,000 第2号

本事業は、子どもや保護者など子育て家庭に対して身近な場所で相
談等に応じ、その個別のニーズを把握して適切な施設や事業等を円
滑に利用できるよう支援していくもので、他の地域の子育て支援事業
等と包括的に実施することが望ましいとされている。相手方は丸亀市に
おいて、病気を抱える子どもや家族への支援を中心に活動を行ってお
り、その中で相談　支援のノウハウも培ってきた。知識と経験が豊富な
スタッフによる運営体制も極めて優良であるこ
　とから本事業の委託先として選定した。

148 子育て支援課
丸亀市ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ･
ｾﾝﾀｰ事業業務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人
丸亀市社会福祉協議会
丸亀市大手町二丁目1番7号

¥6,560,000 第2号

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰとは援助を受けたい人と行いたい人が会員となり
子育てについて助け合う有償会員組織である。このような事業の特色
から、民間組織としての自主性を持つと同時に、広く住民や社会福祉
関係者に支えられた公共性を持ち、すでに地域全体に根付いたさまざ
まな福祉分野で実績を上げている丸亀市社会福祉協議会と随意契約
を締結した。

149 子育て支援課
丸亀市地域子育て支
援拠点事業委託

令和7年4月1日

認定NPO法人
さぬきっずコムシアター
丸亀市土器町東二丁目248番
地

¥16,333,000 第2号

相手方は子どもや大人が豊かに育ちあえる地域社会作りに寄与するこ
とを目的として、平成17年に設立された定NPO法人である。代表及び
職員の多くは県等が主催する子育て研修等を積極的に受講し、子育
て支援員等の資格を保有している。地域子育て支援拠点事業以外に
も幅広い年代を支援する事業を展開しており、地域での活動も団体の
特色を生かしたもので多岐にわたっている。子育て支援のノウハウを心
得ているスタッフが豊富なだけでなく、運営体制も極めて優良であり、
東中学校区の地域に根ざした子育て支援事業者であることから、本事
業を委託するのに適任であると考えられるため、随意契約いたしたい。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

150 子育て支援課
丸亀市地域子育て支
援拠点事業委託

令和7年4月1日

認定NPO法人
さぬきっずコムシアター
丸亀市土器町東二丁目248番
地

¥9,014,000 第2号

相手方は子どもや大人が豊かに育ちあえる地域社会作りに寄与するこ
とを目的として、平成17年に設立された定NPO法人である。代表及び
職員の多くは県等が主催する子育て研修等を積極的に受講し、子育
て支援員等の資格を保有している。地域子育て支援拠点事業以外に
も幅広い年代を支援する事業を展開しており、地域での活動も団体の
特色を生かしたもので多岐にわたっている。子育て支援のノウハウを心
得ているスタッフが豊富なだけでなく、運営体制も極めて優良であり、
綾歌中学校区の地域に根ざした子育て支援事業者であることから、本
事業を委託するのに適任であると考えられるため、随意契約いたした
い。

151 子育て支援課
丸亀市地域子育て支
援拠点事業委託

令和7年4月1日
飯山南コミュニティ協議会
丸亀市飯山町上法軍寺1010
番地1

¥10,772,000 第2号

相手方は平成24年に地域子育て支援拠点を開設したコミュニティ協議
会である。職員の大半が保育士、幼稚園教諭の免許を有しており、豊
富な経験に基づき子育て世帯へのきめ細やかな支援や助言等を行っ
ている。アイデアに富んだ物作りやイベントなどは飯山地区の親子の
集いの場として地域に根付いており、運営体制も極めて優良であること
から、今年度のこの事業を委託するのに適任であると考えられるため、
随意契約いたしたい。

152 子育て支援課
丸亀市地域子育て支
援拠点事業委託

令和7年4月1日
社会福祉法人
四恩の里　亀山学園
丸亀市柞原町602番地1

¥10,606,000 第2号

相手方は児童福祉法第41条の規定に基づく児童養護施であり、その
関係法令を尊重し、児童の　権利を保障することを運営の基本方針と
している。運営の中で行政と連携を図り、本市の子育て支援活動にも
積極的に携わってきた。施設の性質上、子育て支援を必要とする保護
者との関わりも多く、地域社会に根付いた継続的な支援を行うことがで
き、子育て支援について心得ているスタッフも多く在籍するなど運営体
制においても極めて優良な団体である。以上のことから本事業を委託
するのに適任であると考えられるため、随意契約いたしたい。

153 子育て支援課
病児・病後児保育事業
委託

令和7年4月1日
おかだ小児クリニック
丸亀市柞原町682番地1

¥19,905,000 第2号
相手方は、病児病後児保育施設を持ち、平成24年から委託事業を実
施しており、市内はもとより、定住自立圏域内での知名度も高いことか
ら、当該医療機関と随意契約を締結した。

154 子育て支援課
子ども食堂・居場所づ
くりネットワーク事業業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人
丸亀市社会福祉協議会
丸亀市大手町二丁目1番7号

¥3,296,000 第2号

本事業は、子どもの孤食を減らし、地域における子どもの居場所づくり
や、子ども食堂といった安心して過ごせる場所の提供、適切な支援に
結びつけることができるようネットワーク会議で連携強化を図るものであ
る。
社会福祉協議会は地域福祉に長く携わっており、子ども食堂に関する
寄付や、運営事業者との窓口の一本化にも適しており随意契約を締結
した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

155 子育て支援課

丸亀市こども第３の居
場所支援事業業務委
託
（丸亀南拠点）

令和7年4月1日
一般社団法人
ＳＫＹあーと
丸亀市川西町南146-5

¥21,470,000 第2号

本事業は、生活や学習等の環境に困難を抱える子どもを支援するた
めに、すべての子どもが安全安心な環境の中で、生活リズムや学ぶ意
欲を育むことで、一人ひとりが将来の自立につながる力を身につけるこ
とを目的としている。
本事業者は、運営実績があり、そのノウハウを生かし、厳しい状況にあ
る子どもや保護者に対して、専門的な相談にも対応可能であり、継続
した運営体制で実施するため随意契約を締結した。

156 子育て支援課
丸亀市こども第3の居
場所支援事業（丸亀北
拠点）

令和7年4月1日
公益財団法人
丸亀市福祉事業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

¥16,756,000 第2号

本事業は、生活や学習等の環境に困難を抱える子どもを支援するた
めに、すべての子どもが安全安心な環境の中で、生活リズムや学ぶ意
欲を育むことで、一人ひとりが将来の自立につながる力を身につけるこ
とを目的としている。
本事業者は、日本財団の助成を受けた運営実績があり、そのノウハウ
を生かし、厳しい状況にある子どもや保護者に対して、専門的な相談
にも対応可能であり、継続した運営体制で実施するため随意契約を締
結した。

157 子育て支援課

つながりの場づくり支
援事業委託（さぬきっ
ず学び家プロジェクト・
どき）

令和7年4月1日

認定NPO法人
さぬきっずコムシアター
丸亀市土器町東二丁目248番
地

¥3,070,000 第2号

ひとり親家庭等の複合的な困難を抱える子どもが社会的孤立に陥らな
いよう、子どもの居場所や学習支援、フードパントリーなどの「支援」に
結び付けるつながりの場をNPO等に委託するもの。継続的に居場所づ
くりをしている事業者へ随意契約を締結した。

158 子育て支援課
つながりの場づくり支
援事業委託（放課後オ
アシス）

令和7年4月1日

特定非営利活動法人
子どもたちの未来を応援する
オアシス丸亀
丸亀市山北町731番地4

¥3,070,000 第2号

ひとり親家庭等の複合的な困難を抱える子どもが社会的孤立に陥らな
いよう、子どもの居場所や学習支援、フードパントリーなどの「支援」に
結び付けるつながりの場をNPO等に委託するもの。継続的に居場所づ
くりをしている事業者へ随意契約を締結した。

159 子育て支援課

つながりの場づくり支
援事業委託（さぬきっ
ず学び家プロジェクト・
ぐんげ）

令和7年4月1日

認定NPO法人
さぬきっずコムシアター
丸亀市土器町東二丁目248番
地

¥3,070,000 第２号

ひとり親家庭等の複合的な困難を抱える子どもが社会的孤立に陥らな
いよう、子どもの居場所や学習支援、フードパントリーなどの「支援」に
結び付けるつながりの場をNPO等に委託するもの。継続的に居場所づ
くりをしている事業者へ随意契約を締結した。

160 子育て支援課

丸亀市生涯学習セン
ター及び丸亀市児童
館管理運営業務委託
（令和７年４月～６月）
（子育て支援課分）

令和7年4月1日
公益財団法人
丸亀市福祉事業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

¥1,946,000 第２号

児童の心身ともに健やかな育成を図るために、児童館の運営事業を委
託するもの。
７月からの施設の移動に伴い、短期間での業務委託を行う。
前年度に指定管理をしていた丸亀市福祉事業団と随意契約を締結し
た。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

161 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
アーチ　株式会社
丸亀市綾歌町栗熊東71番地1

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

162 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　宝樹園
丸亀市土器町東四丁目７７番
地

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

163 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
有限会社　介護支援サークル
アニメイト
丸亀市今津町739番地6

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

164 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
医療法人社団　昌樹会
仲多度郡多度津町道福寺132
番地

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

165 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　敬世会
坂出市川津町1986番地8

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

166 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
株式会社　英
善通寺市原田町1202番地3

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

167 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
株式会社　ALC
愛媛県新居浜市中西町6番45
号

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

168 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
合同会社　Ｉｖｙ
善通寺市弘田町292番地2

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

169 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
合同会社　和幸
丸亀市飯山町東小川1255番
地2

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

170 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
医療法人社団　純心会
善通寺市中村町894番地1

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

171 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日

合同会社　あおい福祉相談支
援事務所
仲多度郡多度津町栄町三丁
目1-18-103号

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

単価契約介護予防支援費・介
護予防ケアマネジメント費１件
につき￥4,420　(高齢者虐待
防止措置未実施又は業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,380)　(高齢者虐待
防止措置未実施かつ業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,340)　 初回加算
￥3,000　　　委託連携加算

￥3,000



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

172 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
合同会社Ａｒａｈｉｎａ
丸亀市今津町126番地12

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

173 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日

有限会社　バイス
綾歌郡宇多津町浜五番丁66
番地3

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

174 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
合同会社　いろは
仲多度郡多度津町西港町51
番地5　ポンドハイツ2階203号

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

175 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
合同会社　愛夢
丸亀市川西町北488番地4

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

176 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
有限会社　ケイファミ
丸亀市城東町二丁目6番43号

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

177 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
医療法人社団　重仁
丸亀市津森町219番地

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

178 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
合同会社　アサノ
丸亀市三条町1514番地19

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

単価契約介護予防支援費・介
護予防ケアマネジメント費１件
につき￥4,420　(高齢者虐待
防止措置未実施又は業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,380)　(高齢者虐待
防止措置未実施かつ業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,340)　 初回加算
￥3,000　　　委託連携加算

￥3,000



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

179 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
株式会社　Rest　Life
高松市上林町541番地3

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

180 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
株式会社　彩
綾歌郡綾川町陶3259番地4

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

181 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
株式会社　のあ企画　香川県
高松市屋島東町1747番地6

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

182 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日

公益社団法人　香川県看護
協会
高松市国分寺町国分152番地
4

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

183 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　真理亜福祉
会
丸亀市垂水町16番地47

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

184 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　厚仁会

丸亀市飯野町東二25番地7
第2号

介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

単価契約介護予防支援費・介
護予防ケアマネジメント費１件
につき￥4,420　(高齢者虐待
防止措置未実施又は業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,380)　(高齢者虐待
防止措置未実施かつ業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,340)　 初回加算
￥3,000　　　委託連携加算

￥3,000



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

185 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
株式会社　スフィーダ
善通寺市生野町1658番地1 第2号

介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

186 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
医療法人社団　健仁会
丸亀市郡家町2486番地5 第2号

介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

187 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
合同会社　花花　　　　丸亀市
西本町二丁目3番10号

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

188 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
医療法人社団　田村クリニック
丸亀市幸町一丁目5番5号

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

189 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　博安会
丸亀市垂水町1353番地

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

190 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日

株式会社デコ・ラボ
香川県高松市上林町855番地
7

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

191 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
医療法人社団　有隣会
綾歌郡綾川町滝宮1122番地
１

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

単価契約介護予防支援費・介
護予防ケアマネジメント費１件
につき￥4,420　(高齢者虐待
防止措置未実施又は業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,380)　(高齢者虐待
防止措置未実施かつ業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,340)　 初回加算
￥3,000　　　委託連携加算

￥3,000



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地
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地方自治法施
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随意契約の理由

192 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　光志福祉会
丸亀市川西町南258番地１

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

193 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日

合同会社　船井ソーシャル
ワークオフィス
坂出市旭町二丁目1番11号
室町タウン東

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

194 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
合同会社ひかり
丸亀市綾歌町岡田下353番地
1

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

195 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
総合福祉サービス株式会社
坂出市川津町3921番地1

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

196 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
医療法人社団　三愛会
丸亀市柞原町366番地

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

197 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
株式会社　きずき　　　丸亀市
飯山町東坂元105番地7

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

198 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日

社会福祉法人　祷友会
丸亀市飯山町上法軍寺2600
番地

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

単価契約介護予防支援費・介
護予防ケアマネジメント費１件
につき￥4,420　(高齢者虐待
防止措置未実施又は業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,380)　(高齢者虐待
防止措置未実施かつ業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,340)　 初回加算
￥3,000　　　委託連携加算

￥3,000



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

199 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
香川県厚生農業協同組合連
合会
高松市屋島西町2105番地17

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

200 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　松寿会
香川県坂出市大屋冨町3100
番地13

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

201 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　丸亀市社会
福祉協議会
丸亀市大手町２丁目１番７号

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

202 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　正友会
仲多度郡まんのう町長尾1102
番地

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

203 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
医療法人社団　西山記念会
坂出市加茂町633番地1

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

204 高齢者支援課
介護予防支援・介護予
防ケアマネジメント業
務委託

令和7年4月1日
合同会社　いきいきりぼん
丸亀市郡家町1813-1-1号
メゾンド新居

第2号
介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

205 高齢者支援課
訪問型サービスA事業
の業務委託

令和7年4月1日
公益社団法人　丸亀市シル
バー人材センター
丸亀市塩屋町五丁目6番1号

単価契約
サービス提供1件当たり

￥2,200
第2号

介護保険法及び厚生労働省令に定める基準に基づき、利用者の要望
を尊重する必要があり、競争入札に付することが適当ではないため。

単価契約介護予防支援費・介
護予防ケアマネジメント費１件
につき￥4,420　(高齢者虐待
防止措置未実施又は業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,380)　(高齢者虐待
防止措置未実施かつ業務継

続計画未策定の事業者につい
ては、￥4,340)　 初回加算
￥3,000　　　委託連携加算

￥3,000



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

206 高齢者支援課
一般介護予防事業業
務委託

令和7年4月1日
一般社団法人　香川県運動
推進協会
丸亀市原田町2278番地1

単価契約（１教室につき）
本島　￥12,100

上記以外　￥10,450
第2号

教室の開催に健康運動指導士の従事が必須であるが、開催回数が多
く、会場も広範囲にわたるため、安定して指導者を確保するため専門
職団体の同法人と契約する。

207 高齢者支援課
丸亀式地域包括ケア
医療介護連携クラウド
システム利用

令和7年4月1日

株式会社カナミックネットワー
ク
東京都渋谷区恵比寿四丁目
20番3号

¥1,016,400 第2号 使用中のクラウドシステムの導入元である同法人と契約する。

208 高齢者支援課
生活支援体制整備事
業にかかる業務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　丸亀市社会
福祉協議会
丸亀市大手町二丁目１番７号

¥2,400,000 第2号
本事業については、地域の実情に応じた生活支援サービスの創設・提
供体制づくりが必要となるため、地域での集いの場づくりや助け合い
サービス事業などを実施している同法人と契約する。

209 高齢者支援課
丸亀市在宅医療・介護
連携推進事業業務委
託

令和7年4月1日
一般社団法人
丸亀市医師会
丸亀市中府町五丁目1番3号

¥5,666,000 第2号

高齢者が住みなれた地域で自分らしく過ごせるよう、在宅医療と介護を
一体的に提供するために必要な支援を行うことが求められるなか、在
宅医療を担う地域の医師の協力は不可欠であるため、同法人と契約
する。

210 高齢者支援課
丸亀市在宅医療・介護
連携推進事業業務委
託

令和7年4月1日
一般社団法人
綾歌地区医師会
綾歌郡綾川町滝宮220番1

¥2,040,000 第2号

高齢者が住みなれた地域で自分らしく過ごせるよう、在宅医療と介護を
一体的に提供するために必要な支援を行うことが求められるなか、在
宅医療を担う地域の医師の協力は不可欠であるため、同法人と契約
する。

211 高齢者支援課
地域包括支援センター
ブランチ運営事業業務
委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　厚仁会
丸亀市飯野町東二25番地7

¥2,000,000 第2号
本業務については、地域の実情に応じて、夜間、休日を含めた対応が
必要であるため、厚生労働省通知にもあるように老人介護支援セン
ターとして実績を有する同法人と契約する。

212 高齢者支援課
地域包括支援センター
ブランチ運営事業業務
委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　宝樹園
丸亀市土器町東四丁目77番
地

¥2,000,000 第2号
本業務については、地域の実情に応じて、夜間、休日を含めた対応が
必要であるため、厚生労働省通知にもあるように老人介護支援セン
ターとして実績を有する同法人と契約する。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
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213 高齢者支援課
地域包括支援センター
ブランチ運営事業業務
委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　博安会
丸亀市垂水町1353番地

¥2,000,000 第2号
本業務については、地域の実情に応じて、夜間、休日を含めた対応が
必要であるため、厚生労働省通知にもあるように老人介護支援セン
ターとして実績を有する同法人と契約する。

214 高齢者支援課
地域包括支援センター
ブランチ運営事業業務
委託

令和7年4月1日

社会福祉法人　鵜足津福祉
会
綾歌郡宇多津町浜五番丁53
番地11

¥2,000,000 第2号
本業務については、地域の実情に応じて、夜間、休日を含めた対応が
必要であるため、厚生労働省通知にもあるように老人介護支援セン
ターとして実績を有する同法人と契約する。

215 高齢者支援課
地域包括支援センター
ブランチ運営事業業務
委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　祷友会
丸亀市飯山町上法軍寺2600
番地

¥2,000,000 第2号
本業務については、地域の実情に応じて、夜間、休日を含めた対応が
必要であるため、厚生労働省通知にもあるように老人介護支援セン
ターとして実績を有する同法人と契約する。

216 高齢者支援課
地域包括支援センター
ブランチ運営事業業務
委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　真理亜福祉
会
丸亀市垂水町16番地47

¥2,000,000 第2号
本業務については、地域の実情に応じて、夜間、休日を含めた対応が
必要であるため、厚生労働省通知にもあるように老人介護支援セン
ターとして実績を有する同法人と契約する。

217 高齢者支援課
丸亀市成年後見支援
センター運営業務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　丸亀市社会
福祉協議会
丸亀市大手町二丁目１番７号

¥10,330,100 第2号
成年後見制度の利用に関する法律に基づき、法人後見を実施してい
る「後見センターまるがめ」を中核機関として設置するため、同法人と契
約する。

218 高齢者支援課
介護給付適正化支援
システム保守

令和7年4月1日

ジェイエムシー株式会社　代
表取締役　仁木真央

高知県高知市薊野中町33番
50号 JMCビル2F

¥1,056,000 第2号

契約内容のシステム及び関連サービスを四国地域で取り扱っている業
者は、契約の相手方のみであることから、競争入札に適しないことによ
る随意契約（１者随契）

219 高齢者支援課
令和7年度　ケアプラン
点検・事業所指導業務

令和7年4月1日

ジェイエムシー株式会社　代
表取締役　仁木真央

高知県高知市薊野中町33番
50号 JMCビル2F

¥1,386,000 第2号

契約内容のシステム及び関連サービスを四国地域で取り扱っている業
者は、契約の相手方のみであることから、競争入札に適しないことによ
る随意契約（１者随契）
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220 健康課 集団検診業務委託 令和7年4月1日
公益財団法人香川県総合健
診協会
高松市郷東町587-1

胃がん検診¥5,335／人
胸部X線検査（デジタル）

\1,760／人
胸部X線検査（ポータブル）

\3,300／人・基本料金\35,200
喀痰細胞診\2,860／人

喀痰キット\440／人
マンモグラフィ（内外斜位）

\4,818／人
マンモグラフィ（頭尾）\1,430／

人
超音波\4,180/人

頸部細胞診\4,565／人
休日夜間配車料（休日半日）

\20,000／台
休日夜間配車料（休日1日）

\30,000／台
休日夜間配車料（夜間）

\15,000／台

第2号

県内で唯一婦人科検診バスを保有し、複数にわたる場所で検診車両
を配車できるのが香川県総合健診協会のみであり、また、精密検査が
必要になった人の追跡調査を実施し、業務の確実性も信頼できる機関
であるため香川県総合健診協会と随意契約を締結した。

221 健康課
集団検診受付業務委
託

令和7年4月1日
公益財団法人香川県総合健
診協会
高松市郷東町587-1

受付・集金・問診票（質問用
紙）の確認・誘導等（半日）

\11,000／人
会場設営及び片付け等（～1時

間）\3,850／人

第2号

平日のがん検診と特定健診の同時実施ができる機関は香川県健診協
会のみであり、例年集団検診業務を委託しており、検診業務を熟知
し、受付業務も委託することで一貫した体制が整えられるため、香川県
総合健診協会と随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月
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222 健康課
島しょ部
集団検診業務委託

令和7年4月1日

（撮影受託者）
社会福祉法人恩賜財団済生
会支部香川県済生会
高松市多肥上町1331番地1
（読影・結果処理受託者）
公益財団法人香川県総合健
診協会
高松市郷東町587-1

胃がん検診エックス線撮影
\3,663／人

肺がん検診エックス線撮影
\2,046／人

マンモグラフィエックス線撮影
（内外斜位）\3,366／人

マンモグラフィエックス線撮影
（内外斜位と頭尾）\4,301／人
胃がん検診読影・個人通知書

作成\1,628／人
肺がん検診読影・個人通知書

作成\1,412／人
喀痰細胞診\2,860／人

喀痰キット\440／人

第2号

島内診療所では実施していない胃がん・肺がん・乳がん検診を島内で
受けられるようにするには、診療船による出張検診が可能な香川県済
生会が適している。また、香川県総合健診協会は県内全ての自治体
ががん検診を委託しており、業務の精度確実性から鑑みても信頼でき
る機関であるため、恩賜財団済生会支部香川県済生会・香川県総合
健診協会と随意契約を締結した。

223 健康課
健診（検診）等予約受
付業務委託

令和7年4月1日
公益財団法人香川県総合健
診協会
高松市郷東町587-1

電話予約　\4,353,800
Web予約（サイトの運用、保守

等）　\814,000
Web予約（標準化改修作業等）

\1,650,000

第2号

香川県総合健診協会は丸亀市の健診（検診）を請け負い内容に精通
しており、かつLGWAN回線を利用した対象者の個人情報の受け渡し
が可能である。また、電話予約業務の他、Web予約にも対応し、電話と
Web予約数の一元管理も行え、スムーズな予約受付業務が行えるた
め、香川県総合健診協会と随意契約を締結した。

224 健康課
食生活改善推進
業務委託

令和7年4月1日
丸亀市食生活改善推進協議
会
丸亀市大手町2丁目4番21号

¥1,700,000 第2号

健康の基本は、正しい食習慣、バランスのとれた食事からなる毎日の
食生活である。この健康の基本である食生活の改善をテーマとして活
動しているのが、食生活改善推進員である。この食生活改善推進員を
とりまとめているのが、丸亀市食生活改善推進協議会であり、上部団体
として県、国の協議会、協会があり、相互のネットワークから情報量も豊
富で、他に変わり得る組織もなく、今までの実績を鑑みても信頼できる
団体であるため、丸亀市食生活改善推進協議会と随意契約を締結し
た。。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

225 健康課
妊産婦・新生児等訪問
事業業務委託

令和7年4月1日
一般社団法人香川県助産師
会
高松市春日町1176番地

訪問指導対象者\2850/人 第2号

平成19年度より、新生児訪問を全戸実施することとなったが、訪問先で
の面談などは専門性を有する事項であり、また妊産婦の訪問も含んで
おり助産師が最適の人材である。香川県内の助産師を束ねているの
が、香川県助産師会であり県内他自治体も同様の依頼先としており他
に変わり得るものがないため、香川県助産師会と随意契約を締結し
た。

226 健康課
後期高齢者医療広域
連合被保険者健康診
査業務委託

令和7年4月1日
香川県後期高齢者医療広域
連合
高松市福岡町二丁目3番2号

個別健診  眼底検査有り
　　        \11,579/1人

　            眼底検査なし
　　　        \10,438/1人

集団健診　眼底検査有り
　 　         　\10,430/1人
            　眼底検査なし
　　　          \9,220/1人

第2号

満75歳以上の市民の健診は、香川県後期高齢者医療広域連合が取り
まとめる保険を活用し実施するものであり、各保険者で受託することと
なっているため、香川県後期高齢者医療広域連合と随意契約を締結
した。
委託料単価については、県下統一料金。

227 健康課
後期高齢者健康診査
委託

令和7年4月1日

一般社団法人丸亀市医師会
丸亀市中府町5丁目1番3号

一般社団法人綾歌地区医師
会
綾歌郡綾川町滝宮220番地1

基本的な健診項目\8,900/人
詳細な健診項目・貧血検査

\214/人
　　　　　　　　　　・心電図検査

\1,324/人
　　　　　　　　　　・眼底検査

\1,141/人

第2号

満75歳以上の市民の健診は、香川県後期高齢者医療広域連合が取り
まとめる保険を活用し実施するものである。健診の実施先については
丸亀市内医療機関でのみ行う方針となっており、この医療機関の代表
である両医師会と随意契約を締結した。

228 健康課
生活習慣病対策にお
ける医療連携情報提
供業務契約

令和7年4月1日

一般社団法人丸亀市医師会
丸亀市中府町5丁目1番3号

一般社団法人綾歌地区医師
会
綾歌郡綾川町滝宮220番地1

\1,100/人 第2号

生活習慣病で医療機関受診者について、医療と市が情報共有するこ
とにより、医療と保健分野において一貫した生活習慣病の重症化予防
と、情報共有を通じて診療時の検査データを特定健康診査及び後期
高齢者健康診査の結果データとして活用することにより、各健診の受
診率向上を図る目的の事業である。委託の性質及び内容が競争入札
に適さないことから、両医師会と随意契約を締結した。

229 健康課
丸亀市保健福祉セン
ター運動指導事業等
運営管理業務委託

令和7年4月1日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

¥14,200,000 第2号

保健福祉センター（丸亀、綾歌、飯山）の「若返り筋トレ教室」「機能訓
練事業」「歩行プール」事業の委託業務の一元化を目的とし、運動指
導事業の運営と機能訓練室や運動指導室など施設管理との一体的な
管理運営が可能である指定管理者と委託契約を締結したもの。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）
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230 健康課
在宅当番・救急医療情
報提供実施事業委託

令和7年4月1日
一般社団法人丸亀市医師会
丸亀市中府町5丁目1番3号

¥4,344,000 第2号
本事業は医師以外には委託できないことと、旧市内医療機関は丸亀
市医師会が取りまとめているため、随意契約を締結した。

231 健康課
歯と口腔の健康づくり
啓発委託

令和7年4月1日
丸亀市歯科医師会
丸亀市三条町656番地8

¥1,000,000 第2号
本事業は歯科医師以外には委託できないことと、市内歯科医療機関
は丸亀市歯科医師会が取りまとめているため、随意契約を締結した。

232 健康課
 歯科保健医療業務委
託
 
   （幼児集団健診）

令和7年4月1日
丸亀市歯科医師会
丸亀市三条町656番地8

1日　\32,600 第2号
本事業は歯科医師以外には委託できないことと、市内歯科医療機関
は丸亀市歯科医師会が取りまとめているため、随意契約を締結した。

233 健康課

歯科保健医療業務委
託
妊婦歯科健康診査業
務
歯周疾患健診

令和7年4月1日
丸亀市歯科医師会
丸亀市三条町656番地8

\3,630/1件 第2号
本事業は歯科医師以外には委託できないことと、市内歯科医療機関
は丸亀市歯科医師会が取りまとめているため、随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

234 健康課
保健医療業務委託
（がん検診・健康診査）

令和7年4月1日

一般社団法人　丸亀市医師
会
丸亀市中府町5丁目1番3号

一般社団法人　綾歌地区医
師会
綾歌郡綾川町滝宮220番地1

胃がん検診
個別方式\13,240
 一括方式 \9,380

内視鏡
(一次検診）\14,482

(二次読影）\713
（読影委員）\6,620/1日

子宮がん検診 \7,408
    （2箇所）\9,398
頸部・体部\10,652

乳がん検診
   一方向 \5,588
   二方向 \7,641

　超音波検査　\4,583
大腸がん検診\1,323（二日法）
　　　　　　　　　　\845（一日法）

前立腺がん検診
健康診査と同時実施　\2,603

 単独実施\5,705
健康診査

単独実施\10,327
肝炎ウイルス検診

　単独実施　\6,757
　健診結果により要指導　\6,757

健康診査と同時実施\4,541
幼児集団健康診査等\32,600/1日

3か月児健康診査　\5,700/1件

第2号
本事業は医師以外には委託できないことと、市内医療機関は丸亀市
医師会と綾歌地区医師会が取りまとめているため、両医師会と随意契
約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

235 健康課 予防接種委託 令和7年4月1日

一般社団法人　丸亀市医師
会
丸亀市中府町5丁目1番3号

一般社団法人　綾歌地区医
師会
綾歌郡綾川町滝宮220番地1

不活化ポリオ予防接種\10,340
麻しん予防接種 \7,458
風しん予防接種 \7,458

二種混合予防接種（1期）\5,775
二種混合予防接種（2期）\4,950

三種混合予防接種\6,006
四種混合予防接種\11,495
五種混合予防接種\20,405

日本脳炎予防接種
　1期\7,920
　2期\7,095

    特例１期\7,095
　特例2期\7,095

ＢＣＧ接種\11,605
MR（麻しん・風しん混合）予防接種

\11,000
ヒトパピローマウイルス感染症（2価・4

価）\16,720
ヒトパピローマウイルス感染症（9価）

\26,742
ヒブワクチン予防接種\9,187

小児用肺炎球菌ワクチン予防接種
\12,265

水痘 \9,295
B型肝炎\6,479

ロタウイルス（1価）\14,652
ロタウイルス（5価）\9,625

高齢者インフルエンザ予防接種
\5,280

高齢者の肺炎球菌予防接種\8,269
風しんの第5期予防接種\10,285

帯状疱疹生ワクチン予防接種\8,860
帯状疱疹組換えワクチン予防接種

\22,060

第2号
本事業は医師以外には委託できないことと、市内医療機関は丸亀市
医師会と綾歌地区医師会が取りまとめているため、両医師会と随意契
約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
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236 健康課
香川県広域
予防接種委託

令和7年4月1日
社団法人　香川県医師会
高松市浜ノ町73番4号

不活化ポリオ予防接種\10,340
麻しん予防接種\ 7,458
風しん予防接種\ 7,458

二種混合予防接種（1期）\5,775
二種混合予防接種（2期）\4,950

三種混合予防接種\6,006
四種混合予防接種

\11,495
五種混合予防接種

\20,405
日本脳炎予防接種

　1期\7,920
　2期\7,095

    特例１期\7,095
　特例2期\7,095

ＢＣＧ接種\11,605
MR（麻しん・風しん混合）予防接種

\11,000
ヒトパピローマウイルス感染症（2価・4

価）\16,720
ヒトパピローマウイルス感染症（9価）

\26,742
ヒブワクチン予防接種\9,187

小児用肺炎球菌ワクチン予防接種
\12,265

水痘\ 9,295
B型肝炎\6,479

ロタウイルス（1価）\14,652
ロタウイルス（5価）\9,625

高齢者インフルエンザ予防接種\
5,280

高齢者の肺炎球菌予防接種\8,269
風しんの第5期予防接種\10,285

帯状疱疹生ワクチン予防接種\8,860
帯状疱疹組換えワクチン予防接種

\22,060

第2号
本事業は医師以外には委託できないことと、県内広域協力医療機関
は香川県医師会が取りまとめているため、随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）
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237 健康課
妊婦・乳児健康診査・
審査支払事務委託

令和7年4月1日

一般社団法人　香川県医師
会
高松市浜ノ町73番4号
　
香川県国民健康保険団体連
合会
高松市福岡町二丁目3番2号

妊婦一般健康診査（様式①）
\14,000/1件

(様式②）　\8,200/1件
（様式③）\8,000/1件

（様式④）　\5,500/1件
（様式⑨)　\9,800/1件

新生児聴覚スクリーニング検査
（様式⑩）\5,000/1件
(様式⑪）\5,000/1件

（様式⑤-1）1か月児健康診査
\5,730/1件

（様式⑤-2）乳児一般健康診査
\5,730/1件

産婦健診
（様式⑲)\5,000/1件
(様式⑳)\5,000/1件

審査支払手数料\68.60/1件

第2号

本事業は医師以外には委託できないことと、県内医療機関は香川県
医師会が取りまとめている。また、審査支払事務については、香川県
国民健康保険団体連合会以外に委託できないため、同会と随意契約
を締結した。
委託料単価については、県下統一料金。

238 健康課
出産・子育て応援ギフ
ト「ともはぐ」運用等業
務委託

令和7年4月1日
リンベル株式会社
東京都中央区日本橋三丁目
13番6号

贈呈品1ポイント当たり\1
ID付与1件当たり\352

地域通貨発行費用1円当たり
\0.0165

システム運用費\62,000

第2号

本業務は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実
施事業実施要綱に基づく出産・子育て応援給付金事業として、香川県
が構築したシステムを県内すべての自治体が運用するものであり、香
川県が契約した事業者と契約する必要があるため、リンベル株式会社
と随意契約を締結した。。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
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239 健康課
令和７年度保健医療業
務の実施

令和7年4月1日
一般社団法人　瀬戸健康管
理研究所総合健診クリニック
丸亀市津森町２１９番地

【単価契約】
健康診査:￥10,547、健康診査と

同時実施の肝炎ウイルス検診:
￥4,541、肝炎ウイルス検診単独実
施:￥6,757、　　　　　　　　　　胃が

ん検診:（胃部Ｘ線検査）
￥13,240、（胃内視鏡検査）

￥14,482、（胃内視鏡検査二次読
影）￥713、　　　　　　　　子宮がん
検診:（頸部）￥7,408、（重複子宮

等で2か所）￥9,398、（頸部・体部）
￥10,652、

乳がん検診:マンモグラフィ（一方
向）￥5,588、（二方向）￥7,641、

（超音波検査）￥4,583、
大腸がん検診:（二日法）￥1,323、

（一日法）￥845、
前立腺がん検診:（健康診査と同時

実施）￥2,603、（単独実施）
￥5,705、

後期高齢者健康診査
基本的な検査項目:￥8,680、貧血

検査:￥214、心電図検査:
￥1,324、眼底検査:￥1,141

第2号

保健医療業務に係るがん検診等の業務は、令和6年度まで丸亀市医
師会または綾歌地区医師会との契約により市内各医療機関にて対応
ができていた。しかし、丸亀市医師会に所属している医療法人社団重
仁まるがめ医療センターの健康管理センターが令和6年度末をもって
閉鎖することとなり、前述のがん検診等の受け皿不足が懸念される事
態となった。今回、まるがめ医療センター健康管理センターを引き継い
だ一般社団法人瀬戸健康管理研究所総合健診クリニック（SHL総合健
診クリニック）は丸亀市医師会には所属しないとのことだが、本市とがん
検診等の業務委託を希望しており、他の医療機関と同様の業務遂行
能力を有し、また人員体制の確保も確認でき、併せて丸亀市医師会長
の同意も得られたこともあり、個別に契約を締結いたしたい。なお、本
契約を遂行することは大きな受け皿の回復を意味し、市民の利便性維
持と受診率向上に寄与する効果も期待できる。今回の契約は、高い専
門性を有する業務内容の性質及び競争入札に適さないことから、地方
自治法施行令第167条の２第1項第2号による随意契約を締結した。

240 健康課
令和７年度保健医療業
務の実施

令和7年4月4日
社会医療法人財団　大樹会
総合病院回生病院
坂出市室町３丁目５番２８号

乳がん検診：マンモグラフィ（一
方向）￥3,700、（二方向）

￥5,500、超音波検査￥3,800
第2号

市内医療機関のうち乳がん検診を実施できるのは2か所のみと少なく、
実施医療機関の拡大を希望する声が聞かれる。また、2か所のうち労
災病院では令和7年度受入数が年々の3分の1程度と減少し、もう1か
所のまるがめ医療センター健康管理センターの閉鎖と事業引き継ぎに
より受け入れ態勢が不透明である。乳がん検診の実施医療機関を確
保するため、近隣の市外医療機関において検診の実績があり、精度
管理等において信頼のできる、総合病院回生病院と香川県厚生農業
協同組合連合会滝宮総合病院と随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

241 健康課
令和７年度保健医療業
務の実施

令和7年4月4日
香川県厚生農業協同組合連
合会　滝宮総合病院
綾歌郡綾川町滝宮486番地

乳がん検診：マンモグラフィ（一
方向）￥3,700、（二方向）

￥5,500、超音波検査￥3,800
第2号

市内医療機関のうち乳がん検診を実施できるのは2か所のみと少なく、
実施医療機関の拡大を希望する声が聞かれる。また、2か所のうち労
災病院では令和7年度受入数が年々の3分の1程度と減少し、もう1か
所のまるがめ医療センター健康管理センターの閉鎖と事業引き継ぎに
より受け入れ態勢が不透明である。乳がん検診の実施医療機関を確
保するため、近隣の市外医療機関において検診の実績があり、精度
管理等において信頼のできる、総合病院回生病院と香川県厚生農業
協同組合連合会滝宮総合病院と随意契約を締結した。

242 保険課

令和7年度
丸亀市国民健康保険
医療費分析及び
糖尿病性腎症重症化
予防業務

令和7年4月14日

株式会社データホライゾン
 
広島県広島市西区草津新町
一丁目21番35号
　広島ミクシス・ビル

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築
\2,200,000/1式

医療費分析
\400,000/1式

腎症重症化予防対象者分析
\350,000/1式

保健指導(面談2回、電話6回)
\199,000/1人

保健指導(電話1回)
\15,000/1人

ﾌｫﾛｰ指導(電話1回)
\10,000/1人

完了報告書作成
\360,000/1式

受診行動適正化対象者分析
\300,000/1式

  (上記金額には
　　消費税及び

　　地方消費税は
　　含まない)

第２号

平成26年度から、レセプトデータと特定健診データに基づき、効率的・
効果的な保健事業を実施するためデータヘルス計画を作成し、市民
の健康保持増進と医療費適正化を図っている。
平成27年度以降は透析への移行を防ぐ目的として、糖尿病を起因とし
て腎症に至る被保険者に保健指導を行う「糖尿病性腎症重症化予防
事業」を実施している。
令和7年度においても、「糖尿病性腎症重症化予防事業」を実施する
にあたり、ポテンシャル分析など他に類のない医療費分析技術を保有
し、傷病管理システムにおいて独自の特許も持っている（株）データホ
ライゾンと随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

243 保険課

令和7年度
医療費適正化特別対
策
事業
（高医療費要因分析、
　国保だより製作・発送
　業務）

令和7年4月14日

株式会社健康日本総合研究
所
　
岡山県倉敷市福田町
古新田1214－17

¥3,761,560 第２号

香川県は全国的にも医療費水準が高く、その中でも本市は県内にお
いても高い位置を占めている。
平成30年度国保法改正により、国保医療費適正化計画策定の義務は
無くなったが、引き続き国保医療費適正化を図るため、高医療費要因
分析及び国保被保険者全世帯に配布する「国保だより」発行等の事業
を実施することとしている。
なお、計画の作成、国保だより製作等を委託できる事業者は県内に存
在しないため、本市で過去16年間の実績のある（株）健康日本総合研
究所と随意契約を締結した。

244 保険課
令和7年度
特定健康診査委託契
約

令和7年4月1日

一般社団法人
 　香川県医師会

香川県
高松市浜ノ町73番4号

基本項目
        \8,900/件

詳細項目
（貧血検査）

          \214/件
(心電図検査）

        \1,324/件
（眼底検査)

        \1,141/件

第２号

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施する特定健康診
査については、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防するこ
とを目的とし、メタボリックシンドロームに着目した健診であり、その実施
内容は高い専門性を要することから、香川県国民健康保険団体連合
会を通じて社団法人香川県医師会と県下統一の単価による契約をす
るものであり、委託の性質及び内容が競争入札に適さないことから、一
般社団法人香川県医師会と随意契約を締結した。

245 保険課
令和7年度
特定健康診査委託契
約

令和7年4月1日

一般社団法人
 　瀬戸健康管理研究所
　 総合健診クリニック

香川県
丸亀市津森町219番地

基本項目
        \8,900/件

詳細項目
（貧血検査）

          \214/件
(心電図検査）

        \1,324/件
（眼底検査)

        \1,141/件

第２号

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施する特定健康診
査については、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防するこ
とを目的とし、メタボリックシンドロームに着目した健診であり、その実施
内容は高い専門性を要することから、香川県医師会に所属していない
瀬戸健康管理研究所においても、社団法人香川県医師会との契約同
様、県下統一の単価による契約をするものであり、委託の性質及び内
容が競争入札に適さないことから、一般社団法人瀬戸健康管理研究
所総合健診クリニックと随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

246 保険課
令和7年度
丸亀市特定健康診査
追加健診等委託契約

令和7年4月1日

一般社団法人
 　丸亀市医師会

丸亀市
中府町五丁目1番3号

腎機能
 　基本的な健診の項目に含む

貧血検査
　　　　　\214/件

心電図検査
      　\1,324/件

第２号

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施する特定健康診
査の委託契約における詳細項目のうち貧血検査と心電図検査、腎機
能検査を健診受診者全員に実施するものである。特定健康診査の委
託契約に付随するものであり、委託の性質及び内容が競争入札に適
さないことから、一般社団法人丸亀市医師会と随意契約を締結した。

247 保険課
令和7年度
丸亀市特定健康診査
追加健診等委託契約

令和7年4月1日

一般社団法人
　　綾歌地区医師会

香川県綾歌郡
綾川町滝宮220番地1

腎機能
 　基本的な 診の項目に含む

貧血検査
　　　　　\214/件

心電図検査
      　\1,324/件

第２号

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施する特定健康診
査の委託契約における詳細項目のうち貧血検査と心電図検査、腎機
能検査を健診受診者全員に実施するものである。特定健康診査の委
託契約に付随するものであり、委託の性質及び内容が競争入札に適
さないことから、一般社団法人綾歌地区医師会と随意契約を締結し
た。

248 保険課
令和7年度
35歳からの特定健康
診査委託契約

令和7年4月1日

一般社団法人
 　丸亀市医師会

丸亀市
中府町五丁目1番3号

基本項目
        \8,900/件

詳細項目
（貧血検査）

          \214/件
(心電図検査）

        \1,324/件
（眼底検査)

        \1,141/件

第２号

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施する特定健康診
査については、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防するこ
とを目的とし、メタボリックシンドロームに着目した健診であり、その実施
内容は高い専門性を要することから、香川県医師会との契約に準じ
て、県下統一の単価による契約をするものであり、委託の性質及び内
容が競争入札に適さないことから、一般社団法人丸亀市医師会と随意
契約を締結した。

249 保険課
令和7年度
35歳からの特定健康
診査委託契約

令和7年4月1日

一般社団法人
　　綾歌地区医師会

香川県綾歌郡
綾川町滝宮220番地1

基本項目
        \8,900/件

詳細項目
（貧血検査）

          \214/件
(心電図検査）

        \1,324/件
（眼底検査)

        \1,141/件

第２号

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施する特定健康診
査については、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防するこ
とを目的とし、メタボリックシンドロームに着目した健診であり、その実施
内容は高い専門性を要することから、香川県医師会との契約に準じ
て、県下統一の単価による契約をするものであり、委託の性質及び内
容が競争入札に適さないことから、一般社団法人綾歌地区医師会と随
意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

250 保険課

令和7年度
特定健康診査結果情
報
授受業務委託契約

令和7年4月1日

香川県厚生農業協同組合
連合会　　滝宮総合病院

香川県綾歌郡
綾川町滝宮486番地

データ
　　　\1,100／件

第２号

本契約は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、特定健康診
査に相当する結果の情報授受について、香川県厚生農業協同組合
連合会　滝宮総合病院と委託契約を締結し、受診率の向上を目指す
ものである。本委託契約締結に係わる事項については、香川県国民健
康保険団体連合会に委任しており、県下統一単価で業務委託するも
のであり、委託の性質及び内容が競争入札に適さないことから、香川
県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院と随意契約を締結した。

251 保険課
小手島・手島地区
巡回診療用傭船借上

令和7年4月1日

イーグル海上タクシー

丸亀市
土器町東八丁目35番地2

\107,525／回 第２号

小手島・手島地区には医療機関が無いため広島診療所医師による巡
回診療を行っている。この時間帯には広島・小手島・手島間に定期船
がなく他の交通手段も無いため傭船を借上げるもので当該地域の航
路を熟知しており経験が豊富であることから、イーグル海上タクシーと
契約を締結した。

252 都市計画課
まちなか再生情報発信
サイト管理運営業務委
託

令和7年4月1日 株式会社HYAKUSHO ¥693,000 第2号

本業務は、リノベーションまちづくり推進の一環として、H31年度に作成
した丸亀港周辺エリアの魅力を発信するウェブサイトを原型とし、中心
市街地全体のまちなか再生の情報発信サイトとしてリニューアルしたも
のを管理運営するものである。令和５年度にまちなか再生に向けたエリ
アプラットフォーム（以下、「エリプラ」という。）が構築され、今後はエリプ
ラの活動を中心に活動内容の情報発信を行っていく。これまでの情報
発信サイトの管理運営会社であった家守会社からサイト情報等の引継
ぎを受け、今後、エリプラ活動の中心的役割を担う都市再生推進法人
において当該サイトの管理運営を行うことが最も効率よく、かつ、効果
的な情報発信ができると見込まれることから随意契約することといたし
たい。

253 都市計画課
公園及び緑地施設等
保守点検業務委託

令和7年4月1日
公益社団法人　丸亀市シル
バー人材センター
丸亀市塩屋町五丁目6番1号

¥638,520 第3号

作業内容は、高齢者にも可能な軽作業であることと、長年にわたり業務
に従事し、業務実績も良好であることから、地域社会に貢献することを
基本理念とし、地域社会との相互交流・連携を目指す公共性・公益性
の高い公益社団法人　丸亀市シルバー人材センターと随意契約を締
結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

254 都市計画課
丸亀港富士見地区緑
地維持管理業務委託

令和7年4月1日

一般社団法人　丸亀同和地
区開発振興会
丸亀市土器町東八丁目319番
地

¥2,112,180 第2号

当該業務は、富士見町緑地の継続的な環境を保全する為、緑地内の
除草及び側溝清掃、ゴミ等の処分を行うものであり、迅速な作業対応
が求められることから、当該履行場所に近接した箇所で除草清掃等の
維持管理に携わり、これまでの業務実績が良好である一般社団法人
丸亀同和地区開発振興会と随意契約を締結した。

255 都市計画課
富士見町緑地南側維
持管理業務委託

令和7年4月1日

一般社団法人　丸亀同和地
区開発振興会
丸亀市土器町東八丁目319番
地

¥1,203,300 第2号

当該業務は、富士見町緑地の継続的な環境を保全する為、緑地内の
除草及び側溝清掃、ゴミ等の処分を行うものであり、迅速な作業対応
が求められることから、当該履行場所に近接した箇所で除草清掃等の
維持管理に携わり、これまでの業務実績が良好である一般社団法人
丸亀同和地区開発振興会と随意契約を締結した。

256 都市計画課
緑地及び公園除草清
掃等業務委託

令和7年4月1日
公益社団法人　丸亀市シル
バー人材センター
丸亀市塩屋町五丁目6番1号

¥18,772,000 第3号

作業内容は、高齢者にも可能な軽作業であることと、長年にわたり業務
に従事し、業務実績も良好であることから、地域社会に貢献することを
基本理念とし、地域社会との相互交流・連携を目指す公共性・公益性
の高い公益社団法人　丸亀市シルバー人材センターと随意契約を締
結した。

257 都市計画課
東汐入川緑道公園ほ
か除草及び草花植付
業務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　萬象園
丸亀市川西町北1685番地1

¥2,585,000 第3号

当該業務は、良質な花苗の安定的な確保と、灌水や除草など適切な
管理を要することから、当公園の管理業務に精通し良好な業務実績を
有するほか、地域社会への貢献を図ることを施設運営方針に定めてい
ることにより安価に業務が遂行できる社会福祉法人萬象園と随意契約
を締結した。

258 都市計画課
市民ひろば清掃等業
務委託

令和7年4月1日
公益社団法人　丸亀市シル
バー人材センター
丸亀市塩屋町五丁目6番1号

¥2,323,400 第3号

作業内容は、高齢者にも可能な軽作業であることと、長年にわたり業務
に従事し、業務実績も良好であることから、地域社会に貢献することを
基本理念とし、地域社会との相互交流・連携を目指す公共性・公益性
の高い公益社団法人　丸亀市シルバー人材センターと随意契約を締
結した。

259 都市計画課
本島コミュニティバス運
行業務委託

令和7年4月1日
琴参バス株式会社
丸亀市土器町北2丁目77番地

¥10,634,700 第2号

当該業務は、定時定路線で島内の公共交通を運行するもので、公共
交通の運行に係るノウハウが要求されるものである。琴参バス㈱におい
ては、本市陸地部においても、コミュニティバスを日々運行させており、
運行管理においても、一元管理でき、効率的で円滑な運行が見込ま
れることから、随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月
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260 都市計画課
シビックロータリー整備
実施設計業務委託

令和7年4月1日
有限会社　香山建築研究所
東京都文京区本郷2丁目12番
10号

¥4,972,000 第6号

　シビックロータリー整備敷地は、市民会館敷地を含めた一体敷地とし
て建築確認申請を行っており、工事完了時期を市民会館の工事完了
に合わせる必要があることから、設定されている履行期間が非常に短く
なっており、工期内で業務を完了させるには、新市民会館及びシビック
ロータリーの設計・整備について熟知している必要がある。
　そこで、本業務を実施するにあたっては、新市民会館の整備工事に
影響がでないよう調整しながら業務を実施する必要があり、シビック
ロータリーだけでなく新市民会館に対する専門的な知識や、調整を行
える業務体制が必須となるが、有限会社香山建築設計所は、新市民
会館の基本・実施設計業務及び工事管理業務、またシビックロータ
リー整備基本設計業務の受託者であり両施設に関する不測の事態に
も柔軟に対応でき、齟齬を生じさせることなく業務を実施することができ
る。
　以上の理由から、有限会社香山建築研究所と随意契約を締結した。

261 下水道課
下水道等使用料徴収
事務委託

令和7年4月1日
香川県広域水道企業団
高松市番町1丁目8番15号

¥58,021,488 第2号

下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、上下水道
使用料の徴収を一元化することで、経費削減を図ることができるととも
に、収納率の向上及び使用者の利便性向上に繋げることができるが、
本業務を遂行できるのは、香川県下の上水道事業を担う香川県広域
水道企業団しかいないため。

262 下水道課
丸亀市合併処理浄化
槽中間検査及び完了
検査業務委託

令和7年4月1日
公益社団法人香川県浄化槽
協会
高松市香西本町1番地106

中間検査
\3,500/1基

完了検査
\3,900/1基

第2号

　本業務は、浄化槽設置整備事業補助金の交付における中間及び完
了検査を委託するものであり、確実な施工による災害に強い浄化槽の
実現及び事務の平準化による職員の負担軽減を図るものである。県内
唯一の浄化槽専門機関で専門的な知識が豊富にあり、また設置業者
に対して指導・助言する立場にあるのは、公益社団法人香川県浄化槽
協会しかいないため。
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263 下水道課
クラウド監視システム情
報配信サービス利用料

令和7年4月1日

株式会社フソウ丸亀営業所
所長　　梅島　敦
丸亀市飯野町西分字大西甲
533番地1

¥1,148,400 第2号
マンホールポンプ38ヶ所・処理施設2ヶ所で、㈱フソウが提供しているク
ラウド監視システムを導入しており、情報配信サービス利用料の契約
先が㈱フソウに限定される。

264 産業観光課
丸亀うちわミュージアム
運営業務委託

令和7年4月1日
丸亀市中津町25番地1
香川県うちわ協同組合連合会

¥4,700,000 第2号

うちわ業者で組織された左記団体は、うちわに関する専門的な知識や
技術を有しており、ミュージアムの設置目的を熟知し、専門性のある事
業運営に対応できること、旧うちわの港ミュージアムがオープンした平
成7年度より左記団体を委託業者もしくは指定管理者として選定してお
り、その業務実績内容も申し分ないこと、また、他に専門的知識や技術
を有する団体が見当たらないことから、随意契約を締結した。

265 産業観光課
丸亀市制度融資業務
委託

令和7年4月1日
丸亀市大手町1-5-3
丸亀商工会議所

¥2,200,000 第2号

左記団体は、本市の制度融資を十分に把握し、また融資に関する専
門的な知識を有している。、また、業務運営上必要である企業や金融
機関との連携体制を日頃から構築しており、中小企業者の利便性を図
り、商工業の総合的支援を行うことが可能であるため、随意契約を締結
した。

266 産業観光課
丸亀市企業訪問業務
委託

令和7年4月1日
丸亀市大手町1-5-4
丸亀商工会議所

¥2,500,000 第2号

左記団体は、本市の補助金等の施策を十分に把握し、また企業の経
営に関する専門的な知識を有している。、また、業務運営上必要であ
る企業と連携体制を日頃から構築しており、中小企業者を訪問し、十
分な情報収集を行うことが可能であるため、随意契約を締結した。

267 産業観光課
ふるさと丸亀応援寄附
金事務の一括代行業
務

令和7年4月1日
高知県須崎市緑町1-12
株式会社パンクチュアル

寄附金額の5％に消費税等を
加算した額

第2号

本業務は、ふるさと丸亀応援寄附金に係る事務を民間事業者に委託
することにより、事務の効率化簡素化を図るとともに、寄附額の増加並
びに本市の魅力発信を図るものである。委託業者については、令和6
年度に公募型プロポーザルによって特定した経緯があり、本年度より
他市町で実績もあるパンクチュアルと随意契約を締結した。

268 産業観光課 観光開発事業委託料 令和7年4月1日
丸亀市新町6-2
一般財団法人丸亀市観光協
会

¥25,510,000 第2号

丸亀市の観光事業を実施するにあたり、本市の観光業務に精通し豊
富な知識と情報を持っている本市の観光協会に依頼することで、効果
的なＰＲ活動や、おもてなし事業、本市への誘客等により本市の更なる
観光事業発展につながると考えるため、随意契約を締結した。

269 産業観光課
観光案内所管理運営
委託料

令和7年4月1日
丸亀市新町6-2
一般財団法人丸亀市観光協
会

¥25,000,000 第2号

丸亀市観光案内所及び丸亀城内観光案内所は、観光案内のほか交
通案内やホテル案内など多岐にわたる案内業務を行っている。この観
光業務に対し豊富な知識と情報を持っており、今まで誠実にこの業務
を行っている本市の観光協会と随意契約を締結した。
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270 産業観光課 観光宣伝事業委託料 令和7年4月1日
丸亀市新町6-2
一般財団法人丸亀市観光協
会

¥4,504,500 第2号

丸亀市の観光事業を実施するにあたり、本市の観光業務に精通し豊
富な知識と情報を持っている本市の観光協会に依頼することで、効果
的なPR活動、本市への誘客等により本市の更なる観光事業発展につ
ながると思われるので、随意契約を締結した。

271 産業観光課 観光振興事業委託料 令和7年4月1日
丸亀市新町6-2
一般財団法人丸亀市観光協
会

¥34,607,000 第2号

丸亀市の観光事業を実施するにあたり、本市の観光業務に精通し豊
富な知識と情報を持っている本市の観光協会に依頼することで、効果
的なPR活動、本市への誘客等により本市の更なる観光事業発展につ
ながると思われるので、随意契約を締結した。

272 産業観光課
第50回記念大会丸亀
お城村開催業務委託

令和7年4月21日
丸亀市一番丁亀山公園内
第50回丸亀お城村実行委員
会

¥1,500,000 第2号

丸亀お城村の開催については、例年、丸亀お城まつり協賛会から丸
亀お城村実行委員会へ補助を行い、お城村実行委員会が実施してい
る。本事業は、今年度第50回の記念大会を迎えるにあたり、記念事業
として規模を拡大し、上乗せするイベント等を別途委託するものであり、
今年度もお城村を開催する「第50回丸亀お城村実行委員会」にあわ
せて業務委託を締結した。

273 農林水産課
土地改良事業標準積
算システム保守業務委
託

令和7年4月1日
ミラ株式会社
徳島市川内町平石住吉２０９
番地５

¥825,000 第2号
本積算システムはミラ株式会社より導入されたものであり、定期的に見
直しされる歩掛や単価の迅速な更新は同社しかできないため。

274 農林水産課 令和7年度多面的機能支払交付金事務支援業務委託令和7年4月4日
香川県土地改良事業団体連
合会
高松市番町五丁目１番２９号

¥1,285,900 第2号

香川県土地改良事業団体連合会は、土地改良法(第111条の2)に基づ
き設立され、同法(第111条の3.5)により営利を目的としない公益法人で
ある。本常務の特殊な性質上、極めて当該事業の内容に精通し、これ
までにも同様の契約実績と誠実な履行がなされており、本契約に確実
に履行できると認められることから随意契約を締結した。

275 農林水産課
令和7年度　丸亀農業
振興地域整備計画シ
ステム保守業務

令和7年4月1日

株式会社　五星
丸亀営業所　所長　西原　み
よ子
丸亀市山北町720番地12

¥1,430,000 第2号

　本件業務委託は、既存の農業振興計画のシステムの保守及び機能
調整、また、地域計画を含むデータ更新業務であり、本システムの設
計内容の全てを把握しているシステム開発業者以外に、本システム機
能の維持管理並びにデータ更新作業は不可能であることから、株式会
社五星以外との契約は考えられないため。

276 生活環境課
大気汚染監視自動測
定器保守管理業務委
託

令和7年4月1日
株式会社日進機械
代表取締役　常盤　朝一
高松市一宮町744番地1

¥1,123,100 第2号

大気汚染監視自動測定器は、大気汚染問題に対処するために、常時
正常に稼動する必要があり、測定器の異常時には迅速に正常な状態
に戻さなければならない。㈱日進機械は測定器の納入業者で測定器
を製造している東亜ﾃﾞｨｰｹｰｹｰ㈱の県下唯一の代理店であり、その機
器について熟知していることから㈱日進機械と契約を締結した。
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277 生活環境課
市営墓地清掃等管理
業務委託

令和7年4月1日

公益社団法人丸亀市ｼﾙﾊﾞｰ
人材ｾﾝﾀｰ
理事長　中川　智司
丸亀市塩屋町五丁目6番1号

¥10,500,000 第3号
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第
37条 第2項に規定するシルバー人材センターに業務を委託するため。

278 生活環境課
狂犬病予防注射等業
務委託

令和7年4月1日

公益社団法人香川県獣医師
会
会長理事　篠原　公七
高松市国分寺町福家甲3871
番地3

\15,174,000
（注射5,400頭：\2,450/頭、注

射済票交付5,400頭：\330/頭）
第2号

当業務は、専門的技術及び知識を要するため、委託先として公益社
団法人香川県獣医師会が最適かつ有利であり、また県下市町統一し
て公益社団法人香川県獣医師会と契約を締結しているため。

279 生活環境課 無料法律相談業務委託 令和7年4月1日

社会福祉法人丸亀市社会福
祉協議会　会長　横田　拓
也　丸亀市大手町二丁目1番
7号

¥2,423,000 第2号
無料法律相談は、市と社協それぞれの窓口で実施し、それにより市の
業務が補完されていた実績がある。現状の相談回数を確保し、事業継
続を図るため、社会福祉協議会へ委託する。

280 クリーン課
廃棄物の運搬及び圧
縮処理に関する業務
委託

令和7年4月1日
丸亀建設事業協同組合
丸亀市大手町一丁目5番3号

\28,600/日 第2号

業務に関しては、大型自動車免許及び車両系建設機械運転技能講
習終了の証が必要であり、担当従業員が何らかの理由で業務に従事
できない時も、すぐに交代要員を補充できる体制のある丸亀建設事業
協同組合と随意契約した。

281 クリーン課
牛島ごみ収集運搬業
務委託

令和7年4月1日
本島漁業協同組合
丸亀市本島町泊494番地6

¥889,680 第2号
他の離島への最低限のサービスと同程度のサービスを提供するため、
一定の公共性が有り、業務遂行に必要な船舶を保有し、業務遂行場
所と近距離である本島の本島漁業協同組合と随意契約した。

282 クリーン課
丸亀市指定ごみ袋購
入

令和7年4月1日
大倉工業株式会社四国営業
所
丸亀市中津町1515番地

大　\17.40/枚
大まち付き

      \20.70/枚
中　\16.00/枚
小　\11.05/枚

特小　\8.50/枚
          （税抜き）

第2号

大倉工業株式会社は、袋の素材等が環境保全に配慮した製品を開
発・生産しており技術力、供給能力にも定評がある。平成29年3月現在
全国で86自治体が採用している、地元企業の大倉工業株式会社と随
意契約した。

283 クリーン課

粗大ごみ処理シール
及び指定ごみ袋の販
売に係る手数料の徴
収事務業務委託

令和7年4月1日

丸亀商工会議所
丸亀市大手町一丁目5番3号
丸亀市飯綾商工会
丸亀市綾歌町栗熊西1638番
地

¥7,150,000 第2号
粗大ごみ処理シール等の販売する地元小売店等、地元の商業分野に
精通している丸亀商工会議所及び丸亀市飯綾商工会と随意契約し
た。
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284 クリーン課
し尿受付窓口及び事
務補助業務派遣委託

令和7年4月1日

公益財団法人　丸亀市福祉
事業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

\2,103/時間
（消費税別）

第2号

平成26年度から市民相談室において職員の派遣労働によるクリーン
課の窓口業務を実施している。従前からの派遣元であり専門的な受付
業務の人材育成もされている公益財団法人丸亀市福祉事業団と引き
続き随意契約した。

285 クリーン課
公衆便所清掃業務委
託

令和7年4月1日
株式会社　クリーン工業
香川県丸亀市土器町東六丁
目393番地

¥1,795,200 第2号
公衆便所は年間を通じて何時でも誰もが利用出来るよう管理されてい
る必要があり、管理に空白期間が発生する事がないよう、３業者から見
積を徴し最低価格の業者と随意契約した。

286 クリーン課
飯山（城山・楠見）ごみ
埋立浸出液処理施設
維持管理業務委託

令和7年4月1日

株式会社　フソウ　丸亀営業
所
香川県丸亀市飯野町西分字
大西甲533番地1

¥2,816,000 第2号
飯山ごみ埋立浸出液処理施設維持管理については、機能保持のた
め、定期的に資格を持った管理士による業務を遂行できる専門的な技
術及び知識の豊富な㈱フソウと随意契約した。

287 クリーン課
使用済み蛍光灯の収
集運搬・処理処分の委
託

令和7年4月1日
野村興産株式会社関西営業
所　　　　　　　　大阪市中央区
高麗橋二丁目１番2号

\155/㎏
（税抜き）

第2号
使用済み蛍光灯等には水銀等有害物質が含まれるため、処理・処分
には特殊な技術（焙焼法）及び設備が必要とされることから、それを有
している国内で日本で1社しかない業者と随意契約した。

288 クリーン課
城山・楠見ダイオキシ
ン等水質検査業務

令和7年4月14日

株式会社　エヌ・イーサポート
高松営業所
香川県高松市今里町363番地
34

¥1,381,600 第2号

最終処分場からの放流水等や浸透水は、定期的に水質分析など環境
調査を実施し、当該処分場周辺の環境に影響を及ぼさないようにしな
ければならないことから、専門的な技術及び知識が豊富である業者か
ら見積を徴し最低価格の業者と随意契約した。

289 クリーン課
丸亀市し尿収集運搬
業務委託

令和7年4月1日

協同組合　オリーブエコサー
ビス
香川県丸亀市飯野町西分甲
509番地1

¥146,300,000 第2号

受託者が業務を遂行するに足る施設、自員及び財政的基盤を有し、
かつ受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する必要があ
ることから、本市のし尿収集運搬委託業務を受託し、業務遂行につい
て実績を有する協同組合オリーブエコサービスと随意契約した。

290
消防本部
総務課

消防緊急通信指令施
設保守点検業務委託

令和7年4月1日
日本電気株式会社四国支店
高松市中野町２９番２号

¥16,413,364 第2号
本市の消防緊急通信指令施設は日本電気株式会社四国支社の設計
施工によるものであり、同社の独自仕様となっていることから同社でな
ければ保守点検業務を行うことが困難であるため。

291
消防本部
総務課

デジタル無線保守点
検業務委託料

令和7年4月1日
日本電気株式会社四国支店
高松市中野町２９番２号

¥10,067,508 第2号
デジタル無線施設は日本電気株式会社四国支社の設計施工によるも
のであり、同社の独自仕様となっていることから同社でなければ保守点
検業務を行うことが困難であるため。

292
消防本部
総務課

情報ネットワークシステ
ム保守点検業務委託

令和7年4月1日
日本電気株式会社四国支店
高松市中野町２９番２号

¥1,811,084 第2号
情報ネットワークシステム施設は日本電気株式会社四国支社の設計
施工によるものであり、同社の独自仕様となっていることから同社でな
ければ保守点検業務を行うことが困難であるため。

293
消防本部
総務課

高所カメラ等保守業務
委託

令和7年4月1日
日本電気株式会社四国支店
高松市中野町２９番２号

¥1,227,600 第2号
高所カメラ等施設は日本電気株式会社四国支社の設計施工によるも
のであり、同社の独自仕様となっていることから同社でなければ保守点
検業務を行うことが困難であるため。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

294
消防本部
総務課

消防職員健康診断 令和7年4月1日
はやしクリニック
丸亀市柞原町

① 検尿（タンパク・糖・ウロビ
リ）・血圧・身体測定・視力検査

1名につき￥509-
② 心電図

1名につき￥2,145-
③ 血液検査（肝機能・腎機能・

脂質・貧血）
1名につき￥7,953-（1回目）

　　南消防署判断料￥4,438-
1名につき￥3,515-（2回目）

④ 胸部レントゲン
1名につき￥3,465-

第2号
消防職員においては、特殊な勤務形態等により検査日数等が制約さ
れるので、勤務地に隣接し随時検査可能であり、又、従前により健康
診断を依頼し職員の健康管理について資料等を備えているため。

295
消防本部
総務課

消防職員健康診断 令和7年4月1日
吉馴医院
丸亀市飯山町

① 検尿（タンパク・糖・ウロビ
リ）・血圧・身体測定・視力検査

1名につき￥509
② 心電図

1名につき￥2,145
③ 血液検査（肝機能・腎機能・

脂質・貧血）
1名につき￥3,515（1回目）
1名につき￥3,515（2回目）

④ 胸部レントゲン
1名につき￥3,465

第2号
消防職員においては、特殊な勤務形態等により検査日数等が制約さ
れるので、勤務地に隣接し随時検査可能であり、又、従前により健康
診断を依頼し職員の健康管理について資料等を備えているため。

296
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場中央自家
発電装置整備点検業
務委託

令和7年4月1日
四国エンジンテクノ株式会社
高松市観光通二丁目2番15号

¥1,100,000 第2号
本業務は、メーカーによる対応が最も迅速かつ正確であり、現場の状
況に精通していることから、同社と随意契約を締結した。
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契約締結年月

日
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297
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場自動ドア保
守点検業務委託

令和7年4月1日
ナブコドア株式会社四国支店
高松市上福岡町2012番地13

¥1,452,000 第2号
本業務は、メーカーによる対応が最も迅速かつ正確であり、現場の状
況に精通していることから、同社と随意契約を締結した。

298
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場ナイター施
設照明塔保守点検業
務委託

令和7年4月1日
株式会社四電工中讃西営業
所
丸亀市田村町1616番地1

¥5,390,000 第2号
ナイターレースにおいて照明の不具合は本場を含め他場にも多大な
迷惑をかけることから、施工業者でありナイター照明に精通している同
社と随意契約を締結した。

299
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場発走用大
時計及び親子時計保
守点検業務委託

令和7年4月1日

シチズンTIC株式会社大阪支
店
大阪市城東区東中浜八丁目3
番20号

¥4,092,000 第2号
本業務は、実施において各装置の開発、設置業者であるシチズンTIC
㈱以外には技術的に困難である。したがって、同社と随意契約を締結
した。

300
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場大時計昇
降装置及びボート昇降
装置保守点検業務委
託

令和7年4月1日
株式会社ヨコイ
高松市一宮町1508番地3

¥1,856,250 第2号

大時計昇降装置及びボート昇降装置はボートレースにおいて重要な
装置である。特にボート昇降装置は設置段階において(財)建築セン
ターの評価取得が必要な特殊装置であり、本業務は設置業者である
㈱ヨコイ以外には困難であることから、同社と随意契約を締結した。

301
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場実況映像
放映、場間場外発売
及び前日レースVTR編
集業務委託

令和7年4月1日
共信コミュニケーションズ四国
株式会社
丸亀市城南町61番地

¥77,429,000 第2号

本業務は、ボートレースの魅力や醍醐味を発信する映像加工等、専門
性の高い特殊な技術を必要としている。本業務はソニー製の機材を使
用しており、香川県内唯一のソニー特約代理店であり、これまでの運
用の実績があることから、同社と随意契約を締結した。

302
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場無停電電
源装置保守点検業務
委託

令和7年4月1日
日本トーター株式会社
東京都港区港南二丁目16番1
号

¥2,541,000 第2号

本業務は、丸亀競走場における投票システムの安全運用を図るため
の専用電源の保守点検業務である。投票システムとの密接な関係を考
慮し、ボートレース・競輪等トーター集計システムの保守業務に信頼と
実績のある同社と随意契約を締結した。

303
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場映像用蓄
電池保守点検業務委
託

令和7年4月1日

ソニーマーケティング株式会
社
B2Bビジネス本部エンタープ
ライズ営業部門
ロケーションエンタテインメント
営業部
東京都港区港南1丁目7番1号

¥1,017,500 第2号

本業務は、管理棟及びテレビ調整室に設置している、映像装置の無
停電用の蓄電池システムの保守点検業務である。映像システム機器と
密接に関係しているため、機器の設置工事を行った同社と随意契約を
締結した。
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304
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場大型映像
装置年次点検業務委
託

令和7年4月1日

ソニーマーケティング株式会
社
B2Bビジネス本部エンタープ
ライズ営業部門
ロケーションエンタテインメント
営業部
東京都港区港南1丁目7番1号

¥2,665,300 第2号
本業務は、メーカーによる対応が最も迅速かつ正確であり、現場の状
況に精通していることから、同社と随意契約を締結した。

305
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場分煙機点
検業務委託

令和7年4月1日
株式会社カメイ務商店
丸亀市中府町五丁目9番38号

¥1,069,200 第2号
専門会社である3社から見積を徴し、最低価格業者である同社と随意
契約を締結した。

306
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場Wi-Fi環境
運用保守業務委託

令和7年4月1日
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンド
プラットフォーム株式会社
東京都千代田区内神田3-6-2

¥4,752,000 第2号

本業務は、公衆無線LANサービスの運用及び機器の保守を実施する
ものであり、来場者に快適な空間を提供するため、トラブル発生時等に
迅速かつ正確な対応が必要である。よって、丸亀競走場の公衆無線
LAN環境の構築を実施した同社と随意契約を締結した。

307
ボートレース事
業局
経営課

尿石除去装置賃貸借 令和7年4月1日
日本カルミック株式会社
東京都千代田区九段南一丁
目6番5号

¥4,909,740 第2号
特殊な装置であり、丸亀競走場の自動洗浄型トイレに設置できるもの
が、日本カルミック株式会社の製品しかないことから、同社と随意契約
を締結した。

308
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場空調機保
守点検業務委託

令和7年4月1日
三建設備工業株式会社四国
営業所
高松市兵庫町8番地1

¥11,660,000 第2号

本業務は、吸収式冷暖房による空調システム全体の保守点検を行うも
ので、本システムは安全かつ安定した運用にするには、迅速かつ正確
な対応が必要である。同社は、設置工事から携わりシステム全体を把
握しているため、その対応ができる唯一の業者である。よって同社と随
意契約を締結した。

309
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場エスカレー
ター保守点検業務委
託

令和7年4月1日
東芝エレベータ株式会社四
国支店
高松市朝日町2-2-22

¥3,920,400 第2号
本業務の目的であるエスカレーターの安全運行のためには、メーカー
による迅速かつ正確な対応が必要である。したがって、東芝㈱のエス
カレーターメンテナンス会社である同社と随意契約を締結した。
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310
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場エレベー
ター保守点検業務委
託

令和7年4月1日
三菱電機ビルソリューションズ
株式会社　四国支社
高松市番町一丁目6番1号

¥3,640,560 第2号
本業務の目的であるエレベーターの安全運行のためには、メーカーに
よる迅速かつ正確な対応が必要である。したがって、三菱電機㈱のエ
レベーターメンテナンス会社である同社と随意契約を締結した。

311
ボートレース事
業局
経営課

競走用ボート・モー
ターに使用する部品購
入

令和7年4月1日
ヤマト発動機株式会社
群馬県太田市六千石町214

¥13,636,260 第2号
競走用ボート・モーターに使用する主要部品については、ヤマト発動
機㈱が国内で唯一の製造・販売業者であるため、随意契約を締結し
た。

312
ボートレース事
業局
経営課

ボート・モーター整備
等業務委託

令和7年4月1日
四国テクニカルメンテナンス
株式会社　丸亀支店
丸亀市川西町北2220

¥93,500,000 第2号

契約の相手方は、平成24年度から本業務を完全業務委託しており、
モーターボート整備士資格に加え本業務に特化した技能を保有する
県内唯一の事業者であるため、同社より見積書を徴し、随意契約を締
結した。

313
ボートレース事
業局
経営課

選手ネームプレート製
作等業務委託

令和7年4月1日
有限会社北村看板店
丸亀市川西町北602-1

シート文字製作
\550／枚

シート文字添付・剥離
\19250／節

第2号

本業務は、競走用ボートカウリング用ネームプレートの製作業務で、
レース中止時や破損した場合、緊急時の対応が必要となる。契約の相
手方は、業務内容を熟知している業者から見積書を徴し、最低価格業
者と随意契約を締結した。

314
ボートレース事
業局
経営課

競走水面南水門整備
業務委託

令和7年4月1日
合同会社丸亀市漁業会
富士見町五丁目9番7号

¥1,320,000 第2号

契約の相手方は、丸亀漁港船揚場の所有者であり、且つ船舶を使用
した交換作業、補修、メンテナンスに必要な技術と整備を備えており、
本件を単独で履行可能な唯一の業者であるため、随意契約を締結し
た。

315
ボートレース事
業局
経営課

競走用ボート・競走用
ボートカウリング購入

令和7年4月1日
ヤマト発動機株式会社
群馬県太田市六千石町214

¥48,963,200 第2号
契約の相手方は、競走用ボート及び競走用ボートカウリングの唯一の
販売業者であり、過去も誠実に履行されていることから、同社より見積
書を徴し、十分に精査したうえで随意契約を締結した。
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316
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場防犯等警備業務
委託

令和7年4月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前一丁目5
番1号

¥3,558,720 第2号
警備機械機器はセコム株式会社の製品であるため、当該業務の履行
が可能な同社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

317
ボートレース事
業局
経営課

富士見町地区内交通
安全指導業務委託

令和7年4月1日

富士見町連合自治会交通安
全推進会
丸亀市富士見町一丁目1番15
号

¥4,032,000 第2号
当該業務については、地元住民の生活環境保全のための業務であ
り、地元住民の協力を得て実施するため、富士見町連合自治会交通
安全推進会と随意契約を締結した。

318
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場駐車場及び関連
道路清掃業務委託

令和7年4月1日

富士見町連合自治会美化推
進連絡会
丸亀市富士見町一丁目1番15
号

¥8,064,000 第2号

当該業務である丸亀モーターボート競走場駐車場及び関連道路清掃
については、地元自治会の協力を得て実施しているため、周辺自治会
で組織している富士見町連合自治会美化推進連絡会と随意契約を締
結した。

319
ボートレース事
業局
経営課

富士見町地区美化運
動業務委託

令和7年4月1日
富士見町連合自治会
丸亀市富士見町一丁目1番15
号

¥6,768,000 第2号
当該業務については、地元自治会の協力を得て実施するため、該当
する富士見町連合自治会と随意契約を締結した。

320
ボートレース事
業局
経営課

富士見町五丁目地区
美化運動業務委託

令和7年4月1日
富士見町五丁目自治会
丸亀市富士見町五丁目4番12
号

\8,508,000
日額1人　\500

事務月額 \65000
第2号

当該業務については、地元自治会の協力を得て実施するため、該当
する富士見町五丁目自治会と随意契約を締結した。

321
ボートレース事
業局
経営課

丸亀市富士見町地区
内防犯業務委託

令和7年4月1日
富士見町五丁目自治会
丸亀市富士見町五丁目4番12
号

¥5,644,800 第2号
当該業務については、地元住民の生活環境保全のための業務であ
り、地元自治会の協力を得て実施するため、該当する富士見町五丁目
自治会と随意契約を締結した。
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322
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場関連道路及び周
辺清掃等業務委託
（富士見町五丁目地
区）

令和7年4月1日
富士見町五丁目自治会
丸亀市富士見町五丁目4番12
号

¥9,024,000 第2号
当該業務については、地元自治会の協力を得て実施しているため、該
当する富士見町五丁目自治会と随意契約を締結した。

323
ボートレース事
業局
経営課

中央情報処理システム
利用契約

令和7年4月1日

一般財団法人BOATRACE振
興会
東京都港区六本木五丁目16
番7号

電話投票売上の2.805％ 第2号
本業務は、電話投票の実施に関するものであり、極めて特殊な業務で
あることから、BOATRACE振興会と契約できなければ、その業務の目
的を達することができないため、同会と随意契約を締結した。

324
ボートレース事
業局
経営課

モーターボート競走に
関する電話投票事務
委託

令和7年4月1日

一般財団法人BOATRACE振
興会
東京都港区六本木五丁目16
番7号

電話投票売上の3.025％ 第2号
本業務は、電話投票の実施に関するものであり、極めて特殊な業務で
あることから、BOATRACE振興会と契約できなければ、その業務の目
的を達することができないため、同会と随意契約を締結した。

325
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場　紙幣及び硬貨
計算機保守点検業務
委託

令和7年4月1日
ローレルバンクマシン株式会
社中四国支店高松営業課
高松市今里町一丁目17-1

¥1,889,184 第2号

当該機種は、ローレルバンク株式会社が製造したものであり、その販
売・保守業務も手掛けている同社と契約することが、修繕時等の対応
を勘案すれば適切であることから、同社より見積書を徴し、随意契約を
締結した。

326
ボートレース事
業局
経営課

選手等の診断等の応
急処置業務委託

令和7年4月1日
一般財団法人日本モーター
ボート競走会
東京都港区三田三丁目12-12

¥8,962,800 第2号

当該業務は、非常勤医師の派遣について香川大学等へ依頼してお
り、大学の業務に支障のない範囲で専門教官を派遣していただくこと
に了解を得ているため、随意契約を締結した。契約金額は、日本モー
ターボート競走会と折半している。

327
ボートレース事
業局
経営課

スタート及びゴール着
順判定写真撮影業務
委託

令和7年4月1日

株式会社オペレーションサー
ビス
大阪府吹田市豊津町11番34
号

¥9,900,000 第2号

当該業務は、モーターボート競走の実施・確定に不可欠であり、公正
なレースを行うために、知識と技術を要する業務であることから、同社よ
り見積書を徴し、随意契約を締結した。
契約金額は、日本モーターボート競走会と折半している。
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328
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場整備棟管理業務
委託

令和7年4月1日
公益社団法人丸亀市シル
バー人材センター
丸亀市塩屋町五丁目6番1号

¥2,393,040 第2号

契約の相手方は、これまでの業務実績から多くのノウハウを蓄積してお
り、本施設の管理内容について熟知している。また、過去の業務も誠
実に履行していることから、同センターより見積書を徴し、随意契約を
締結した。

329
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場受付案内等補助
派遣業務委託

令和7年4月1日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

\2,794／時間 第2号

当該業務は、公営競技に係わるものであり、特殊かつ公共性のある業
務である。契約の相手方は、公的業務を熟知したスタッフを多数有して
おり、過去も誠実に業務を遂行している実績があることから、同法人か
ら見積書を徴し、随意契約を締結した。

330
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場特別観覧施設受
付及び事務補助派遣
業務委託

令和7年4月1日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

\2,794／時間 第2号

当該業務は、公営競技に係わるものであり、特殊かつ公共性のある業
務である。契約の相手方は、公的業務を熟知したスタッフを多数有して
おり、過去も誠実に業務を遂行している実績があることから、同法人か
ら見積書を徴し、随意契約を締結した。

331
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場競走水面周辺清
掃業務委託

令和7年4月1日
合同会社丸亀市漁業会
丸亀市富士見町五丁目9番7
号

¥5,544,000 第2号
契約の相手方は、競走水面の潮流等に熟知しており、海面付近での
作業経験も豊富であることから、同組合と随意契約を締結した。

332
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場競走水面防塵網
点検整備業務委託

令和7年4月1日
合同会社丸亀市漁業会
丸亀市富士見町五丁目9番7
号

¥1,980,000 第2号
契約の相手方は、網の修理経験も十分であり、また船を使用する必要
があるため、海面での作業経験も豊富である同組合と随意契約を締結
した。

333
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場内銀行業務委託

令和7年4月1日
株式会社百十四銀行丸亀支
店
丸亀市風袋町209番地

¥6,600,000 第2号
契約の相手方は、指定金融機関であり、事業口座の開設、開催資金
等の管理を行っている。また、当該業務内容を熟知し、適正かつ円滑
な運営等これまでの実績があることから、随意契約を締結した。
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334
ボートレース事
業局
経営課

2025年後期版ファン手
帳の購入

令和7年4月1日

株式会社日本レジャーチャン
ネル
東京都港区六本木五丁目16
番7号

¥1,430,000 第2号
契約の相手方は、ファン手帳を販売している唯一の業者であることか
ら、同社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

335
ボートレース事
業局
経営課

丸亀モーターボート競
走場内実況放送業務
委託

令和7年4月1日
一般財団法人日本モーター
ボート競走会
東京都港区三田三丁目12-12

¥4,730,000 第2号

当該業務は、モーターボート競走実施にあたり極めて特殊な業務であ
り、モーターボート競走法第32条第1項に規定された競走実施機関で
ある（一財）日本モーターボート競走会に事務委託しなければその目
的を達することができないことから、随意契約を締結した。契約金額
は、日本モーターボート競走会と折半している。

336
ボートレース
事業局
営業課

SG第52回ボートレース
オールスター式典関係
等運営業務委託

令和7年4月1日

株式会社新東通信　新東大
阪
大阪府大阪市中央区南船場
4-4-3

¥6,000,000 第2号
　契約の相手方は、プロポーザル委員会において決定した業者と随意
契約を締結した。

337
ボートレース
事業局
営業課

BTSまるがめボートレー
ス情報提供2次配信業
務委託

令和7年4月1日
株式会社日本レジャーチャン
ネル
東京都港区六本木5-16-7

¥1,320,000 第2号

本業務は、丸亀本場に送信されるレース情報映像を2次配信して、
BTSまるがめに送信する業務である。契約の相手方は、レース映像を
製作している業者であり、本業務を履行できる唯一の同社より見積書を
徴し、随意契約を締結した。

338
ボートレース
事業局
営業課

BTSまるがめ投票等業
務委託

令和7年4月1日
日本トーター株式会社
東京都港区港南2-16-1

¥58,002,648 第2号

契約の相手方の機器が導入され、本場と直結したシステムとなってお
り、投票機器の保守も行っていることから、他社より効率的に業務を遂
行し経費の面でも有利であり、他場においても十分な実績があることか
ら、同社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

339
ボートレース
事業局
営業課

BTSまるがめ施設管理
業務委託

令和7年4月1日
日本トーター株式会社
東京都港区港南2-16-1

¥1,895,124 第2号

BTSまるがめには職員を１名しか配置しておらず、週休日や勤務時間
外などの不在時に発生する施設管理上のトラブルに即時対応が難し
く、お客様に不便をかける場合があるが、常時場内で投票業務を受託
している同社に委託することで迅速かつ適正な対応が可能となり、遅
滞なくファンサービスの向上が図られるため、随意契約を締結した。
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340
ボートレース
事業局
営業課

SG全国キャンペーン用
ノベルティ製作発送業
務委託

令和7年4月1日
株式会社キャストKSBパート
ナーズ
高松市天神前1-28

¥1,058,400 第2号

本業務はノベルティを製作し、本場来場者及び全国の協力場外発売
場に配布することで、SG第52回ボートレースオールスターの開催告知
及びファンサービスを行うことを目的としている。また、ノベルティにつ
いては地域の特産品をイメージする商品を活用することで、他場との差
別化を図るとともに、広告宣伝効果も期待ができる。
　今回は過去にBTSからの聞き取り調査でファンから好評であった「厚
切りじゃがポテト（うどんのダシ味）」を選定いたしたい。上記商品は、新
商品開発のため実施したプロポーザルで採用されたため、今後も活用
していきたい。
　契約の相手方は、プロポーザルにて採用された上記商品の提案元
であり、本業務を遂行できる唯一の業者であるため、同社と随意契約
締結した。

341
ボートレース
事業局
営業課

公式YouTubeレースラ
イブ運営業務委託

令和7年4月1日
共信コミュニケーションズ四国
株式会社
丸亀市城南町61番地

¥7,220,400 第2号

　本業務は、レース実況映像や場内イベント映像をYouTubeに出力す
るため、ボートレースまるがめの場内実況中継映像放映運営業務委託
事業者であり、本業務を履行できる香川県内唯一の業者であるため、
同社より見積書を徴し、契約締結した。

342
ボートレース
事業局
営業課

まるがめボートオフィ
シャルウェブページ運
営管理業務

令和7年4月1日
株式会社トランスワード
兵庫県神戸市東灘区向洋町
中6-9

¥30,000,000 第2号

　契約の相手方は、令和5年度に実施した「オフィシャルウェブサイトリ
ニューアル業務委託」に係る指名型プロポーザル方式により決定した
業者であり、そのさいの指名型プロポーザル実施要領兼業務概要書
においてサイト運用を行うことが定められている。
　現在のオフィシャルウェブサイトは大きな不具合もなく運用されてお
り、同社以外のものにサイト運用を委託する場合は、新たなサイト構築
のための経費と時間が必要となるため、引き続きサイト運用について同
社と随意契約を締結した。

343
ボートレース
事業局
営業課

令和7年度場内イベン
ト・ファンサービス等運
営業務委託

令和7年4月1日
株式会社大広西日本
高松市中野町29番地5

¥126,938,464 第2号
　契約の相手方は、プロポーザル委員会において決定した業者と随意
契約を締結した。
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344
ボートレース
事業局
営業課

SG第52回ボートレース
オールスター場内集客
イベント等企画・運営
業務委託

令和7年4月1日
株式会社大広西日本
高松市中野町29番地5

¥19,110,732 第2号
　契約の相手方は、プロポーザル委員会において決定した業者と随意
契約を締結した。

345
ボートレース
事業局
営業課

令和7年度ボートレー
スまるがめ公式SNS運
用業務委託

令和7年4月1日
株式会社大広西日本
高松市中野町29番地5

¥89,608,200 第2号
　契約の相手方は、プロポーザル委員会において決定した業者と随意
契約を締結した。

346
ボートレース
事業局
営業課

ＬＩＮＥ配信・予約シス
テム運営保守業務委
託

令和7年4月1日

株式会社ＴＯＫＩＷＡＧＩ
東京都渋谷区桜丘町18-4
二宮ビル1階　billage
SHIBUYA-116

¥3,600,000 第2号

　LINE配信・予約システム（顧客管理ツール）は、BOATRACE振興会
の推進事業であるMoooviを運用する上で必須のツールで、ボートレー
ス業界で統一の管理ツールを使用している。したがって、株式会社
TOKIWAGI以外のツールを使用しての管理が困難であるため、同社と
随意契約を締結した。

347
ボートレース
事業局
営業課

出走表コンビニプリント
サービス業務委託

令和7年4月1日

株式会社ビジネス・インフォ
メーション・テクノロジー
東京都台東区上野6-1-7
MSKビル3F

¥8,052,000 第2号

　本業務は、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコ
ピー機でのデータプリントを可能とする「eプリントサービス」の機能を用
いて、丸亀ボート出走表の無料出力サービスを実施するものであり、「e
プリントサービス」の提供元である株式会社ビジネス・インフォメーショ
ン・テクノロジーでなければ、履行不可能であるため、同業者と随意契
約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

348
ボートレース
事業局
営業課

令和7年度地域振興
クーポン事業業務委託

令和7年4月1日
株式会社大広西日本
高松市中野町29番地5

¥4,969,800 第2号

　本業務は、BOATRACE振興会が、ボートレース場周辺地域の地場
産業支援及び地域との連携を図ることを目的に実施するものである。
本事業については、BOATRACE振興会の事業計画に基づき、現地
（ボートレースまるがめ周辺地域）において加盟店の選定、連絡調整、
利用料金の支払いなど多岐にわたる事務を行うことができる仲介団体
との契約が必要である。株式会社大広西日本は、昨年より本業務を履
行しており事務を確実に遂行していること、また、仲介団体の変更によ
る加盟店の混乱を生じさせないためにも、同業者と随意契約を締結し
た。

349
ボートレース
事業局
営業課

【四国新聞】新聞広告・
出走表掲載業務

令和7年4月1日

株式会社四国新聞社　西讃
支社
丸亀市土器町東八丁目1番1
号

¥38,220,380 第2号
　契約の相手方は、当該新聞の発行元であり、本業務を履行できる唯
一の業者である。また、過去の業務も誠実に履行していることから、同
社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

350
ボートレース
事業局
営業課

【愛媛新聞】新聞広告・
出走表掲載業務

令和7年4月1日
セーラー広告株式会社　西讃
支社
丸亀市土器町東八丁目466

¥20,342,080 第2号
　契約の相手方は、当該業務が可能な唯一の指定代理店であり、過
去の業務も誠実に施工していることから、同社より見積書を徴し、随意
契約を締結した。

351
ボートレース
事業局
営業課

【日刊スポーツ】出走表
掲載業務

令和7年4月1日

株式会社日刊スポーツ新聞
西日本
大阪府大阪市北区中之島2-
3-18

¥45,883,650 第2号
　契約の相手方は、当該新聞の発行元であり、本業務を履行できる唯
一の業者である。また、過去の業務も誠実に履行していることから、同
社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

352
ボートレース
事業局
営業課

【スポーツ報知】出走表
掲載業務

令和7年4月1日
株式会社読売連合広告社
高松支社
高松市番町一丁目6番1号

¥43,220,684 第2号
　契約の相手方は、当該新聞の発行元であり、本業務を履行できる唯
一の業者である。また、過去の業務も誠実に履行していることから、同
社より見積書を徴し、随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
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353
ボートレース
事業局
営業課

【スポーツニッポン】出
走表掲載業務

令和7年4月1日
株式会社スポーツニッポン新
聞社
大阪府大阪市北区梅田3-4-5

¥47,586,045 第2号
　契約の相手方は、当該新聞の発行元であり、本業務を履行できる唯
一の業者である。また、過去の業務も誠実に履行していることから、同
社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

354
ボートレース
事業局
営業課

【中日スポーツ】出走表
掲載業務

令和7年4月1日

株式会社新東通信　新東大
阪
大阪府大阪市中央区南船場4
丁目4番3号

¥24,761,240 第2号
　契約の相手方は、当該新聞の発行元であり、本業務を履行できる唯
一の業者である。また、過去の業務も誠実に履行していることから、同
社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

355
ボートレース
事業局
営業課

【東京スポーツ】出走表
掲載業務

令和7年4月1日
株式会社東京スポーツ新聞
社
東京都江東区越中島2-1-30

¥26,281,423 第2号
　契約の相手方は、当該新聞の発行元であり、本業務を履行できる唯
一の業者である。また、過去の業務も誠実に履行していることから、同
社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

356
ボートレース
事業局
営業課

【デイリースポーツ】出
走表掲載業務

令和7年4月1日
株式会社神戸新聞社
兵庫県神戸市中央区東川崎
町1-5-7

¥33,527,000 第2号
　契約の相手方は、当該新聞の発行元であり、本業務を履行できる唯
一の業者である。また、過去の業務も誠実に履行していることから、同
社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

357
ボートレース
事業局
営業課

【サンケイスポーツ】出
走表掲載業務

令和7年4月1日

産業経済新聞社　サンケイス
ポーツビジネス局
大阪府大阪市浪速区湊町二
丁目1番57号

¥35,243,715 第2号
　契約の相手方は、当該新聞の発行元であり、本業務を履行できる唯
一の業者である。また、過去の業務も誠実に履行していることから、同
社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

358
ボートレース
事業局
営業課

Wオールスターコラボ
企画常滑・丸亀共同イ
ンターネット投票

令和7年4月1日
株式会社トランスワード
兵庫県神戸市東灘区向洋町
中6-9

¥3,385,000 第2号

　本事業は、常滑ボートが実施している電話投票キャンペーンの企画
をもとに実施するものである。株式会社トランスワードは常滑ボートの電
話投票キャンペーン実施事業者であることに加え、常滑、丸亀両場の
公式サイト運営を行っており、企画運営、公式サイトでの告知、両場と
の調整を効果的に行ううえで同社との契約が不可欠であり、随意契約
を締結した。

359
ボートレース
事業局
営業課

ボートレースまるがめ
ナイター中継番組制作
業務委託

令和7年4月1日

株式会社日本レジャーチャン
ネル
東京都港区六本木5丁目16番
7号

¥132,326,040 第2号

　契約の相手方は、ボートレース戦勝放送（日本レジャーチャンネル）
の運営事業者であり、放送内の実況中継番組を制作し、配信可能な
唯一の業者であるため、同社より見積書を徴し、適正な価格で随意契
約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
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360
ボートレース
事業局
営業課

オリジナルノベルティ
（カレーうどん）62,000
個

令和7年4月1日
株式会社宮武讃岐製麺所
丸亀市蓬莱町55-3

¥5,892,480 第2号

　本業務は、ボートレースまるがめオリジナルノベルティを製作し、全国
の協力場外発売場等に配布することで、ボートレースまるがめの認知
度及び、売上向上を図るためのものである。オリジナルノベルティにつ
いては、他場との差別化を図るために、本市の代表的地場産品である
「さぬきうどん」とし、麺の種類については、市場のニーズ及び、調理の
簡便性等を総合的に勘案し、ゆでうどんタイプの「カレーうどん」といた
したい。
　契約の相手方は、上記商品をオリジナルパッケージで製造できる唯
一の市内事業者であることから同社より見積書を徴し、随意契約を締
結した。

361
ボートレース
事業局
営業課

ケーブルTV実況中継
放送業務

令和7年4月1日

中讃ケーブルビジョン株式会
社
丸亀市天満町一丁目12番18
号

¥11,359,920 第2号

　契約の相手方は、中讃テレビにおいてレースの広告・実況中継等を
配信。また、香川テレビ、ハートネットワーク、三豊ケーブルTVについ
ては、中讃テレビを介して各ケーブルテレビの有料加入者に同中継等
を配信しており、本件を実施できる香川県内唯一の業者であるため、
同社と随意契約を締結した。

362
ボートレース
事業局
営業課

公式Xrキャンペーン
ツール賃貸借契約

令和7年4月1日

株式会社ピクルス
東京都真川区東五反田二丁
目5番2号
THE CASK GOTANDA504

¥1,056,000 第2号
契約の相手方は、本ツールを制作運営している唯一の業者であるた
め、同社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

363
ボートレース
事業局
営業課

丸亀市観光協会連携
事業業務委託

令和7年4月1日
一般財団法人丸亀市観光協
会
丸亀市新町6-2

¥3,985,000 第2号

　契約の相手方は、観光物件、自然、食、芸能、風俗など当該地域に
ある観光資源に精通し地域と協同して観光地域作りを行うDMO（観光
地域づくり法人）の認定を受けており、本事業の目的である、ボート
レースまるがめを観光施設として位置付け、観光というブランドを活用し
たPR施策がより効果的に実施可能であるため同社より見積書を徴し、
随意契約を締結した。

364
ボートレース
事業局
営業課

SG第52回ボートレース
オールスターWEB広告
等運営業務委託

令和7年4月1日
株式会社ネットドリーマーズ
東京都渋谷区渋谷二丁目24
番12号

¥1,045,000 第2号

　本業務は、「netkeiba」というメディアサービスへSGボートレースオー
ルスターのバナー告知を行うものである。「netkeiba」は、ページビュー
は15億PVであり、月間利用者については1,750万人を誇る国内最大
シェアの競馬サイトであり、同時期に日本ダービーが開催されることか
ら効果的に競馬ファンへアプローチすることができる。
　契約の相手方は、「netkeiba」を構築・運用する唯一の業者であり、昨
今の情勢を鑑み、DX化を進めるにおいて適した業者であるため、同社
と随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
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365
ボートレース
事業局
営業課

ボートレースまるがめ
PRうちわ　44,000本

令和7年4月1日
香川県うちわ協同組合連合会
丸亀市富士見町四丁目1番1
号

¥11,430,000 第2号

　本業務は、全国のボートレース場及びボートレースチケットショップへ
ノベルティとして配布する竹製丸亀うちわを購入するものであり、その
発注数が大量であることから市内事業者1社では対応不可能であるた
め、市内の団扇事業者が多数加入する香川県うちわ協同組合連合会
と随意契約を締結した。

366
ボートレース
事業局
営業課

【雑誌マクール】SG第
52回ボートレースオー
ルスター広告掲載業務

令和7年4月15日
株式会社ネプラス
東京都新宿区高田馬場1-29-
8　いちご高田馬場ビル4階

¥1,045,000 第2号

　本業務は、ボートレース専門誌「マクール」に、SG第52回ボートレース
オールスターの開催告知と、イベントやキャンペーンを掲載するための
ものである。
　契約の相手方は、同誌の発行主体であり、本業務を履行できる唯一
の業者であるため、同社より見積書を徴し、適正な価格で随意契約を
締結した。

367
ボートレース
事業局
営業課

SG第52回ボートレース
オールスター選手横断
幕

令和7年4月17日
有限会社ひかり工芸
丸亀市三条町1176番地1

横断幕（通常）
1枚あたり\17,600

横断幕（糞害掃除なし）
1枚あたり\19,800

横断幕（取付・撤去なし）
1枚あたり\9,900

岸壁仮説橋　取付・撤去費
1枚あたり\33,000

第2号

　横断幕掲出については依頼が多いSG・GⅠ・GⅡレースに限ってい
る。掲出場所である対岸の防風壁は非常に足場が悪く、危険な場所で
あり、設置・撤去にあたっては看板等の設置に慣れていることを必要と
する。
　契約の相手方は、横断幕掲出予定の対岸に取り付けのためのワイ
ヤーを設置しており、それらを整備しているため、本業務を履行できる
唯一の業者である。また、過去も誠実に履行していることから、同社より
見積書を徴し、随意契約を締結した。

368
ボートレース
事業局
営業課

レンタル投票端末機導
入等業務

令和7年4月17日
日本トーター株式会社
東京都港区港南二丁目16番1
号

¥14,844,522 第2号

日本トーター㈱は、現システム及び投票機器の導入業者であり、運用
保守を請け負い、かつレンタルする投票機器を所有しており、本業務
を履行できる唯一の業者であるため、同社より見積書を徴し、適正な価
格で随意契約を締結した。

369
ボートレース
事業局
営業課

丸亀ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走場
ファン送迎用高速艇運
航業務委託

令和7年4月1日
にじ観光有限会社
丸亀市福島町69番地3

¥14,586,000 第2号
契約の相手方は、専用航路権を保有し、業務実績を持ち業務内容を
熟知し誠実に履行していることから、随意契約を締結した。

370
ボートレース
事業局
営業課

丸亀ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走場
ファン送迎用高速艇運
航業務委託

令和7年4月1日
三宅観光有限会社
岡山県倉敷市下津井三丁目
105番地

¥13,464,000 第2号
契約の相手方は、専用航路権を保有し、業務実績を持ち業務内容を
熟知し誠実に履行していることから、随意契約を締結した。
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371
ボートレース
事業局
営業課

現金輸送業務委託 令和7年4月1日
日本通運株式会社　四国警
送支店
高松市錦町2-6-3

¥37,887,300 第2号
県下には、現金輸送業務を請負える業者もほとんどなく、隣県におい
ても当該指名業者の支店であるという点などを鑑み、唯一本件の業務
委託先と判断されるため、精査のうえ同社と随意契約を締結した。

372
ボートレース
事業局
営業課

専門紙作成及び送信
業務

令和7年4月1日
株式会社KTN
京都府京都市中京区三条通
猪熊西入御供町283

丸亀本場
レース開催日

1日あたり
\50,000

第2号
契約の相手方は、全国24場の専門紙を作成している会社であり、実績
もあることから随意契約を締結した。

373
ボートレース
事業局
営業課

専門紙作成及び送信
業務
(場外版）

令和7年4月1日
株式会社KTN
京都府京都市中京区三条通
猪熊西入御供町283

丸亀本場
レース開催日

及び非開催日
1カ月あたり
各\125,000

第2号
契約の相手方は、全国24場の専門紙を作成している会社であり、実績
もあることから随意契約を締結した。

374
ボートレース
事業局
営業課

人事給与システム及び
機器保守業務委託

令和7年4月1日
株式会社四国電子計算セン
ター
高松市古新町1番地7

¥1,391,940 第2号
装置の正常な運転を維持するため、就業管理システム装置を納入した
株式会社四国電子計算センターに保守を委託する必要があるため、
随意契約を締結した。

375
ボートレース
事業局
営業課

出走表印刷等関連業
務委託

令和7年4月1日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

\4,603,407
執行見込額

第2号
当該業務について、特殊かつ公共性が必要であり、公的業務を熟知し
たスタッフを有していることから、丸亀市福祉事業団と随意契約を締結
した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

376
ボートレース
事業局
営業課

丸亀ﾓｰﾀｰボート競走
場受付案内派遣業務
委託

令和7年4月1日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

¥77,030,000 第2号
当該業務について、特殊かつ公共性が必要であり、公的業務を熟知し
たスタッフを多数有していることから、丸亀市福祉事業団と随意契約を
締結した。

377
ボートレース
事業局
営業課

丸亀ﾓｰﾀｰボート競走
場トータリゼータシステ
ム運用業務委託

令和7年4月1日
日本トーター株式会社
東京都港区港南二丁目16番1
号

¥157,867,327 第2号
丸亀モーターボート競走場、BTSまるがめの集計機器、投票機器等を
納入しており、唯一本件の業務委託先と判断されるため、精査のうえ随
意契約を締結した。

378
ボートレース
事業局
営業課

Bカード総合受付管理
業務委託

令和7年4月1日
日本トーター株式会社
東京都港区港南二丁目16番1
号

¥29,793,614 第2号
丸亀モーターボート競走場の集計機器、投票機器等を納入しており、
それらのシステムと直結しているBカード総合受付管理の業務委託先と
して唯一と判断されるため、精査のうえ随意契約を締結した。

379
ボートレース
事業局
営業課

物品売買単価契約
（ﾄｰﾀﾘｾﾞｰﾀｼｽﾃﾑに要
する消耗品）

令和7年4月1日
日本トーター株式会社
東京都港区港南二丁目16番1
号

¥75,058,000 第2号
丸亀モーターボート競走場の業務運営ｼｽﾃﾑは、日本トーター㈱のﾄｰ
ﾀﾘｾﾞｰﾀｼｽﾃﾑを導入しているため、運営・保守の関係から、安全かつ
円滑な業務運営を考慮し、同社と随意契約を締結した。

380
ボートレース
事業局
営業課

物品売買単価契約
（ﾏｰｸｶｰﾄﾞ用ｽｺｱ鉛筆）

令和7年4月15日
株式会社中島プロダクト
大阪府東大阪市菱江2丁目7
番7号

\2.2/1本
（税抜）

第2号

丸亀モーターボート競走場で開催される競走及び場間場外発売の業
務等に使用するﾏｰｸｶｰﾄﾞへの記入に必要な消耗品であり、最低価格
だけでなく商品の品質においても考慮し、選定する必要があるため、
同社と随意契約を締結した。

381
ボートレース
事業局
営業課

外向前売発売所（Bﾎﾟｰ
ﾄ）ＴＺＳ保守投票等業
務委託

令和7年4月1日
日本トーター株式会社
東京都港区港南二丁目16番1
号

¥22,984,018 第2号

丸亀モーターボート競走場の集計機器、投票機器等を納入しており、
保守業務と投票所業務を一括して委託することにより、効率的な業務
遂行や人件費を節減できることから、唯一本件の業務委託先と判断さ
れるため、精査のうえ随意契約を締結した。

382
ボートレース
事業局
営業課

ROKU及び来賓棟投
票所業務委託

令和7年4月1日
日本トーター株式会社
東京都港区港南二丁目16番1
号

¥16,855,300 第2号

丸亀モーターボート競走場の集計機器、投票機器等を納入しており、
保守業務と投票所業務を一括して委託することにより、効率的な業務
遂行や人件費を節減できることから、唯一本件の業務委託先と判断さ
れるため、精査のうえ随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

383
ボートレース
事業局
営業課

第6投票所フロア業務
委託

令和7年4月1日
日本トーター株式会社
東京都港区港南二丁目16番1
号

¥10,682,056 第2号

第６投票所フロアの投票関係機器操作補助業務に加え、キャッシュレ
ス端末関連の個人情報確認作業など、投票システムと連携した運用で
なければ確実な業務遂行ができないと判断されるため、精査のうえ随
意契約を締結した。

384 教育部総務課
放課後留守家庭児童
会事業委託

令和7年4月1日
公益財団法人　丸亀市福祉
事業団
丸亀市大手町二丁目1-20

¥215,167,000 第2号
放課後留守家庭児童会では市内に32の青い鳥教室を配置している。
当該業者は事業について熟知しており、人的資源の確保や教室の運
営等についても実績があることから随意契約を締結した。

385 教育部総務課
学校給食配膳業務派
遣委託

令和7年4月1日
公益財団法人　丸亀市福祉
事業団
丸亀市大手町二丁目1-20

派遣単価
所属施設の配膳業務

\1,489/時間
その他施設の配膳業務

\1,628/時間

第2号

当業務は、市内小中学校に所属する学校給食配膳業務の臨時職員
に欠員が出た際、急遽派遣されることになっているため、各学校の給
食配送時間や配膳室の使用方法、配膳方法等を既得している必要が
ある。公益財団法人　丸亀福祉事業団にはそのような職員が複数お
り、急な欠員にも対応可能であり、過去の実績も優秀であることから随
意契約を締結した。

386 教育部総務課
丸亀市教育委員会マ
イクロバスの運転業務
委託

令和7年4月1日
公益財団法人　丸亀市福祉
事業団
丸亀市大手町二丁目1-20

派遣単価
平日（長期休業期間を除く）

\1,405/時間
土曜日、日曜日、祝日等

\1,422/時間

第2号

飯山中学校の野球部は、学校から4ｋｍ離れた城山グラウンドで練習を
しており、平日や土日等の練習試合場所へ生徒の移動にマイクロバス
を利用している。放課後に行う部活動は、16時頃から18時半頃の送迎
で就業が短く、土日等の練習試合等は拘束時間が長く、どちらも天候
等により急な時間変更が発生することから、このような対応が可能な公
益財団法人丸亀市福祉事業団と契約した。

387 学校教育課

市立小・中学校児童・
生徒用副読本、教師
用教科書・指導書の購
入

令和7年4月1日

有限会社 上田書店
代表取締役 尾池 貞俊
丸亀市葭町118番地

株式会社 青葉教育社
代表取締役　西原 ひとみ
丸亀市郡家町3154-1

株式会社 文教社
代表取締役 田中 早苗
高松市本町6-22

定価表による。
(教科書:文部科学省の認可。
指導書、副読本:発行者により

学校販売価格が決まってい
る。)

第2号

教科書は、発行者の供給ルート（特約供給所→取次供給所（書店））を
通じて各学校に給付されており、教師用指導書等についても教科書に
準じ、各学校ごとの取次供給所（納入書店）が、特約供給所（香川県教
科図書株式会社）の契約に基づいて定められているため、上田書店、
青葉教育社の2社より購入した。また副読本を発行している文教社から
も当該副読本を購入した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）
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388 学校教育課 M-PaC保守 令和7年4月1日

リコージャパン株式会社デジ
タルサービス営業本部香川支
社
香川営業部
部長　桑原　貴久
高松市東ハゼ町9番地7

RICOH SP C841M
モノカラー一律\1.8

フルカラー一律\10.0
RICOH SP C751M

モノカラー一律\4.3
フルカラー一律\20.0

IPSiO SP C830M
モノカラー一律\2.0

フルカラー一律\11.0
RICOH P C6010M

モノカラー一律\4.5
フルカラー一律\23.0

第2号

小学校、中学校の職員室、事務室等のプリンター(リコー製)は、平成30
年6月22日付けの契約で他のパソコン等とともに調達されているが、定
期交換部品･トナー･保守サービス料金を合算して使用１カウントあたり
の料金を支払うM-PaC保守契約を結ぶことで、ランニングコスト管理を
可能にし、また定期的なメンテナンスにより快適に使用することができ
る。同社は同製品の納入業者であるため。

389 学校教育課
校務支援システムサ
ポート業務委託

令和7年4月1日

四国通建株式会社　高松支
店
支店長　藤田　一司
高松市昭和町一丁目
1番26号

¥1,306,800 第2号

四国通建㈱は校務支援ソフト導入時から毎週１回各小中学校のサ
ポート業務を行うなど支援実績があるハイパーブレイン㈱と業務委託
契約をしており、必要に応じた設定変更を含めた専門的な支援が担保
されており、契約の相手方として適切であることから随意契約を締結し
た。

390 学校教育課
中学校各種競技大会
丸亀市代表選手派遣
事業

令和7年4月1日

丸亀市中学校
体育文化連盟
会長　茶圓　徹
丸亀市飯山町川原1110番地

¥3,600,000 第2号

本契約は、中学校の体育や文化の競技力向上を図るため、香川県大
会に出場する中学生に対し、派遣に必要な経費を負担するものであ
り、競技内容に精通する丸亀市中学校体育文化連盟と随意契約を締
結した。

391 学校教育課

令和7年度Cisco
Umbrella文教向けパッ
ケージライセンス購入
契約

令和7年4月1日

四国通建株式会社　高松支
店
支店長　藤田　一司
高松市昭和町一丁目
1番26号

¥2,432,496 第2号

教育用ネットワークのセキュリティ対策ソフトにCisco Umbrellaを導入す
るのは、DNSの名前解決を利用したセキュリティ対策で、ハードウェアを
新規導入することなく利用できるクラウド型サービスのため、費用対効
果が最も高いからである。このシステムがクラウド型のサービスであるた
めに、丸亀市の教育用ネットワークのクラウド運用を契約している四国
通建に委託することで、システムの構築に関わるクラウドアクセス権の
問題やネットワーク機器の設定問題が解決できると共に、運用におい
てもスムーズに行っていけるため。

392 学校教育課
市内中学校ICT支援員
派遣等業務委託契約

令和7年4月1日

シコク・システム工房株式会社
代表取締役社長
竹森　貴年
丸亀市土器町東八丁目537番
地1

¥2,310,000 第2号

GIGAｽｸｰﾙ構想による1人1台端末の利活用を図るために市内中学校
にICT支援員を派遣し、授業等におけるICT支援や生徒の転入学に係
るアカウント設定等作業を行うことが必要である。シコク・システム工房
株式会社においては各校の多様な要望に応えるとともに、授業支援に
より生徒のICT活用能力を高める等の前年度の実績や、必要に応じて
設定変更を含めた専門的な支援が担保されているため。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地
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地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）
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393 学校教育課
教職員健康診断(胸部
検診、がん検診）業務
委託契約

令和7年4月1日
公益財団法人
香川県総合健診協会
高松市郷東町587-1

胸部検診　\1,870
胃がん検診　\5,874

大腸がん検診　\1,320
採便キット　\220

子宮がん検診　\4,895
乳がん検診

　　1方向　\5,148
　　2方向　\6,798

第2号

①検診車保有台数が多く受診者に対し授業の支障をきたさない　②検
診結果について正確かつ迅速な報告がなされ、データ管理も徹底して
おり、要精密検査対象者に対しても万全である　③受診者のデータが
保存され適正かつ継続した管理が可能である　④これまでの実績があ
り信頼性が高く、契約不履行の恐れもない　これらの理由により随意契
約としたい。

394 学校教育課
教職員定期健康診断
業務委託契約(成人病
検査）

令和7年4月1日

香川県厚生農業協同組合連
合会
滝宮総合病院
綾川町滝宮486番地

身長・体重・血圧等　\2,750
検尿　\550

血液検査　\3,190
心電図　\1,320

眼底検査　\1,100
胸部レントゲン　\2,310

第2号

①検診結果について正確かつ迅速な報告がなされ、データ管理も徹
底しており、要精密検査対象者に対しても万全である　➁受診者の
データが保存され適正かつ継続した管理が可能である　➂これまでの
実績があり信頼性が高く、契約不履行の恐れもない　これらの理由に
より随意契約としたい。

395 学校教育課
幼児児童生徒尿検査
業務委託契約

令和7年4月1日
株式会社　四国中検
綾歌郡綾川町畑田3322番地

尿検査（蛋白・糖・潜血）　\240 第2号

高松市を含む近隣市町での実績があり、現在、綾歌、飯山地区の検尿
を委託している。市内全小・中学校の尿検査キットが回収でき、各校で
必要な名簿等を作成できる検査機関である。また、業務内容に信頼性
があり、契約不履行の恐れもないため随意契約としたい。

396 学校教育課
児童生徒心電図検査
業務委託契約

令和7年4月1日
公益財団法人
香川県予防医学協会
高松市伏石町2129-2

心電図検査　\1,100 第2号

従来から予防医学協会で行っており、県下でも実績があり、業務内容
について信頼性があり、契約不履行の恐れもない。また各学校の状況
をよく把握し、学校と連絡を密にし、欠席児童生徒に対する対応が万
全で、検査結果も正確、迅速に報告がされている等の理由により随意
契約としたい。
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397 学校教育課
環境衛生検査業務委
託契約

令和7年4月1日
丸亀市学校薬剤師会
丸亀市城東町2-14－33

プール水質検査 １件\12,900
プール水質検査ろ過装置の濁度１

件\545
プール水質検査　大腸菌 １件

\1,600
（飲料水検査）

飲料水検査一式（塩化物イオン・
有機物・ＰＨ・味・臭気・色度・濁

度）１件\5,600
細菌検査（一般細菌・大腸菌）１件

\2,530
（環境検査）

ホルムアルデヒド検査（パッシブ
法）１件\6,000

ホルムアルデヒド検査（検知管法）
１件\300

ホルムアルデヒド検査（検知器）　１
件\275

トルエン検査（パッシブ法）１件
\6,000

キシレン検査（パッシブ法）1件
\6,000

ダニアレルゲン検査１ヶ所\1,575
二酸化窒素検査（CO2モニター）１

件 \890

第2号
従来から学校薬剤師会によって行われており、業務内容に信頼性があ
り契約不履行の恐れもない。丸亀市学校保健会からの推薦もあり検査
も正確であるため随意契約としたい。

398 学校教育課
小児生活習慣病予防
健診血液検査業務委
託契約

令和7年4月1日

公益財団法人　香川成人医
学研究所　理事長　松浦和義

坂出市横津町3丁目２－３１

\2,497/1人
脂質検査、肝機能検査、血糖
検査（HbA1c・血糖）、貧血検

査（血液一般）、尿酸
血圧測定、肥満度

第2号

香川成人医学研究所は専門スタッフをそろえ、小児生活習慣病予防
健診について近隣市町での実績があり、市内小中学校の児童生徒数
の規模に応じて学校に出向き血液検査が実施できる検査機関である。
業務内容にも信頼性があり契約不履行の恐れもない。検査内容も正確
であるので随意契約としたい。

399 学校教育課
労働者派遣基本契約
および労働者派遣個
別契約（ＡＬＴ）

令和7年4月1日

株式会社インタラック西日本
代表取締役　岡元　正久
福岡県北九州市小倉北区浅
野二丁目17番38号

¥49,111,920 第2号

ALT派遣業務に携わる業者はインタラック社の他にも１業者存在する
が、この業者からの派遣講師は出身国が1カ国に限定されている。
本市としては、これまでJETプログラムを利用する上での注意点として
多様な文化・言語等に着目し、同一国出身の講師が続かないように配
置してきた。そのため、多国籍のALT派遣が可能であるインタラック社
との随意契約を締結した。

400 学校教育課
令和7年度学校運営協
議会実施

令和7年4月14日
丸亀市立学校長会
会長　樋口　倫
丸亀市中府町三丁目11番1号

¥1,060,000 第2号
丸亀市立小・中学校における学校運営協議会の運営及び当該運営へ
の支援について必要な経費を負担するものであり、小中学校の教育内
容に精通している丸亀市立学校長会と随意契約を締結するもの。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地
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地方自治法施
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401 学校教育課
ORPHIS　GD　7330
保守契約

令和7年4月1日

プリントネットワーク株式会社
丸亀支店　代表取締役　坂井
克己

丸亀市川西町北1054番地

¥1,787,500 第2号

令和5年4月6日付け小・中学校用印刷機の賃貸借の契約により、陸地
部20校に新しい印刷機が配置されたが、それまでの契約（平成30年10
月1日～令和5年9月30日）の印刷機ORPHIS　GD7330の13台につい
ても2台目として配置するもの。委託先を前回保守付きの賃貸借契約を
締結していた同社と結ぶことで本機械の保守に係るコストを最小限に
抑えることが可能であるため。

402 学校教育課
令和7年度水泳授業業
務委託料

令和7年4月1日

株式会社　伊藤スイミングス
クール　代表取締役　伊藤
智也
丸亀市土器町東六丁目441番
地

¥5,373,720 第2号

スイミングスクールは、株式会社伊藤スイミングスクールの他に市内に1
事業者存在するが、本事業対象校の城東小学校からバスで10分以内
に施設を有し、実施対象校の時間割への影響が少ない業者は他にな
いため。

403 学校教育課
広島小・中学校用電子
機器導入等業務委託

令和7年4月1日

四国通建株式会社　高松支
店
支店長　藤田　一司
高松市昭和町一丁目
1番26号

¥2,297,878 第2号

丸亀市の教育ﾈｯﾄﾜｰｸは、島しょ部においては特殊な回線を用いてい
る。校務用の端末を導入利用するためには、同様のシステムを運用し
ている本島小・中学校の保守・管理を行っている四国通建（株）に委託
するのが合理的であるため。

404 学校教育課
デジタル健康観察アプ
リの使用料

令和7年4月1日
株式会社　リーバー　代表取
締役　伊藤　俊一郎
茨城県つくば市松代4-2-7

¥2,389,200 第2号

令和４年度に校務用ＰＣ端末更新検討委員会を立ち上げ、校務用ＰＣ
のリプレースと時期を同じくして、健康観察ソフトの導入の検討を開始
した。検討委員の所属する学校で、２事業者のアプリを、令和４年１２月
から令和５年２月までの３か月間試用し性能を比較した結果、株式会
社リーバー社のアプリのみが丸亀市の仕様を満たしていると認められ
たため。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
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405 学校教育課 学習支援アプリの使用 令和7年4月1日

株式会社　LoiLo　代表取締
役　杉山　浩二
神奈川県横浜市中区北沖通
四丁目４０番地　商工中金横
浜ビル5階

¥8,434,800 第2号

学習支援アプリ「ロイロノート」は、授業改善と働き方改革の両面で優れ
たアプリであり、希望する市内小中学校において、令和4年度から国の
補助事業を受け、活用してきた。令和6年度は、無償で活用を行ってき
たが、多くの授業で活用している様子が見られ、「主体的・対話的で深
い学び」の実現に向けて欠かせないものとなっている。令和7年度にお
いても、本アプリを効果的に活用し、人づくり石垣プロジェクトの柱の一
つである「学力づくり」の推進に向け、本契約を締結した。

406 学校教育課
市内小学校ICT支援員
派遣等業務委託契約

令和7年4月1日

株式会社　エレパ
高松営業所　所長
上田　哲也
高松市伏石町2137番地３

¥8,844,000 第2号

GIGAｽｸｰﾙ構想による1人1台端末の利活用を図るために市内小学校
にICT支援員を派遣し、授業等におけるICT支援や児童の転入学に係
るアカウント設定等作業を行うことが必要である。株式会社エレパにお
いては各校の多様な要望に応えるとともに、授業支援により児童のICT
活用能力を高める等の前年度の実績や、必要に応じて設定変更を含
めた専門的な支援が担保されているため。

407
学校給食セン
ター

給食配送派遣業務委
託（中央・第二）

令和7年4月1日

公益財団法人
丸亀市福祉事業団
　
丸亀市大手町二丁目1番20号

¥6,164,272 第2号
これまでも受託実績があり、公益社団法人としてその公益性も保証さ
れ、金額的にも信頼できるため。

408
学校給食セン
ター

丸亀市学校給食管理
システム保守等業務委
託

令和7年4月1日

株式会社　コーエイコンピュー
ターシステム

坂出市旭町1丁目1番27号

¥528,000 第2号
学校給食の献立作成及び食材の調達を行うシステムの保守点検業務
委託料で、ソフトの制作および納入も同社が行ったものであるため、確
実で適切な行遂行が行えると考えるため。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月
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409
学校給食セン
ター

丸亀市中央学校給食
センター及び丸亀市飯
山学校給食センター調
理等業務委託

令和7年4月1日

株式会社　メフォス

東京都港区赤坂二丁目23番1
号

¥614,077,200 第2号

中央・飯山学校給食センターの調理業務を公募型プロポーザル方式
により選定している。審査の結果、実績と経験の豊富な左記業者と随
意契約を締結した。
（R7.4.1～R10.3.31長期継続契約）

410 幼保運営課 延長保育事業委託 令和7年4月1日
社会福祉法人恵城福祉会
丸亀市中府町二丁目9番21号

¥1,760,000 第2号
本事業は、保護者の就労形態の多様化に伴う子育て環境整備を目的
としており、勤務時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に
対応できる社会福祉法人恵城福祉会と随意契約を締結した。

411 幼保運営課 延長保育事業委託 令和7年4月1日
社会福祉法人溢愛会
丸亀市土器町東三丁目146番
地1

¥1,760,000 第2号
本事業は、保護者の就労形態の多様化に伴う子育て環境整備を目的
としており、勤務時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に
対応できる社会福祉法人溢愛会と随意契約を締結した。

412 幼保運営課
一時預かり事業（一般
型）委託

令和7年4月1日
社会福祉法人恵城福祉会
丸亀市中府町二丁目9番21号

¥4,797,000 第2号

本業務は、保育所等を利用していない家庭において、保護者の心理
的・身体的負担等により一時的に家庭での保育が困難となった場合に
児童を預かり、安心して子育てができる環境の整備を目的としており、
こうした需要に対応できる社会福祉法人恵城福祉会と随意契約を締結
した。

413 幼保運営課
一時預かり事業（一般
型）委託

令和7年4月1日
社会福祉法人虎岳会
丸亀市田村町1676番地1

¥3,321,000 第2号

本事業は、保育所等を利用していない家庭において、保護者の心理
的・身体的負担等により一時的に家庭での保育が困難となった場合に
児童を預かり、安心して子育てができる環境の整備を目的としており、
こうした需要に対応できる社会福祉法人虎岳会と随意契約を締結し
た。

414 幼保運営課
一時預かり事業（一般
型）委託

令和7年4月1日
社会福祉法人真理亜福祉会
丸亀市垂水町16番地52

¥3,321,000 第2号

本事業は、保育所等を利用していない家庭において、保護者の心理
的・身体的負担等により一時的に家庭での保育が困難となった場合に
児童を預かり、安心して子育てができる環境の整備を目的としており、
こうした需要に対応できる社会福祉法人真理亜福祉会と随意契約を締
結した。
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415 幼保運営課
一時預かり事業（一般
型）委託

令和7年4月1日
学校法人丸亀虎岳学園
丸亀市田村町1678番地

¥3,321,000 第2号

本事業は、保育所等を利用していない家庭において、保護者の心理
的・身体的負担等により一時的に家庭での保育が困難となった場合に
児童を預かり、安心して子育てができる環境の整備を目的としており、
こうした需要に対応できる学校法人丸亀虎岳会と随意契約を締結し
た。

416 幼保運営課
地域子育て支援拠点
事業委託

令和7年4月1日
社会福祉法人恵城福祉会
丸亀市中府町二丁目9番21号

¥10,606,000 第2号
本事業は、地域の子育て支援機能の充実を目的としており、保育所に
おいて地域子育て支援拠点を開設することができ、業務を円滑に実施
することができる社会福祉法人恵城福祉会と随意契約を締結した。

417 幼保運営課
地域子育て支援拠点
事業委託

令和7年4月1日
社会福祉法人誠心会
丸亀市郡家町2573番地1

¥10,606,000 第2号
本事業は、地域の子育て支援機能の充実を目的としており、保育所に
おいて地域子育て支援拠点を開設することができ、業務を円滑に実施
することができる社会福祉法人誠心会と随意契約を締結した。

418 幼保運営課
地域子育て支援拠点
事業委託

令和7年4月1日
社会福祉法人真理亜福祉会
丸亀市垂水町16番地52

¥10,606,000 第2号
本事業は、地域の子育て支援機能の充実を目的としており、保育所に
おいて地域子育て支援拠点を開設することができ、業務を円滑に実施
することができる社会福祉真理亜福祉会と随意契約を締結した。

419 幼保運営課
地域子育て支援拠点
事業委託

令和7年4月1日
社会福祉法人彩芽会
丸亀市三条町781番地1

¥10,606,000 第2号
本事業は、地域の子育て支援機能の充実を目的としており、保育所に
おいて地域子育て支援拠点を開設することができ、業務を円滑に実施
することができる社会福祉法人彩芽会と随意契約を締結した。

420 幼保運営課
一時預かり事業（幼稚
園型）委託

令和7年4月1日
社会福祉法人彩芽会
丸亀市三条町781番地1

¥4,500,000 第2号

本事業は、幼稚園又は認定こども園において、児童を一時的に預かる
事業で、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者
の疾病等による緊急時の保育等に対応することができる社会福祉法人
彩芽会と随意契約を締結した。

421 幼保運営課
一時預かり事業（幼稚
園型）委託

令和7年4月1日
有限会社丸亀インターナショ
ナルアカデミー
丸亀市柞原町620番地4

¥1,152,000 第2号

本事業は、幼稚園又は認定こども園において、児童を一時的に預かる
事業で、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者
の疾病等による緊急時の保育等に対応することができる有限会社丸亀
インターナショナルアカデミーと随意契約を締結した。
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422 幼保運営課
一時預かり事業（幼稚
園型）委託

令和7年4月1日
学校法人丸亀虎岳学園
丸亀市田村町1678番地

¥4,000,000 第2号

本事業は、幼稚園又は認定こども園において、児童を一時的に預かる
事業で、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者
の疾病等による緊急時の保育等に対応することができる学校法人丸亀
虎岳学園と随意契約を締結した。

423 幼保運営課
丸亀市発達障害児支
援協働事業業務委託

令和7年4月1日

NPO法人グランマール
理事長　大木　祐治
丸亀市土器町東七丁目164
サーパス土器公園1007

¥8,450,000 第2号

本事業は、発達障害児及び保護者の支援、保育士・教員支援のため
に、専門知識・技術を有した人材が不可欠であること、継続して発達障
害児と保護者を支援していく必要があることから、この事業実績のある
NPO法人グランマールと随意契約を締結した。

424 幼保運営課 糞便検査委託 令和7年4月1日
株式会社 福山臨床検査セン
ター
高松市太田下町2643-1

単価(消費税を含まない)
検査A \600　 検査B \2,500

検査C \6,000
第2号

食中毒の原因となる細菌検査、ﾉﾛｳｲﾙｽ検査は保育所、こども園、幼
稚園勤務をしている調理及び食事介助者にとって必須であると厚生労
働省通達「大量調理施設衛生管理マニュアル」にも記載されている。
過去にも実績のある専門会社に対して見積を徴し、最低価格業者と契
約を締結した。

425 幼保運営課
保育業務支援システム
ライセンス調達契約

令和7年4月1日

ＮＴＴビジネスソリューションズ
株式会社　香川ビジネス営業
部　部長　北川　智之
香川県高松市観光通一丁目
８番地２

月額¥506,751－ 第2号

保育業務支援システムを導入するにあたり、公募型プロポーザルを実
施し最も適した業者としてＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社　香
川ビジネス営業部を選定した。保育業務支援システムを利用するため
にはライセンス調達契約が必要なため、随意契約を締結した。

426 幼保運営課

臨時早朝保育、臨時
夕方保育行事等準備
及び環境整理業務派
遣委託

令和7年4月1日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団　理事長　植村　利克
丸亀市大手町二丁目1番20号

\1,673～\2,477/時間（税抜）
※保育士資格の有無、社会保

険加入の有無により異なる
第2号

早朝夕方勤務は担任保育士が当番制で担っており、現場職員の負担
が大きい。また早朝夕方のみを勤務時間とする会計年度任用職員の
募集は現実的に困難である。そのため、人材派遣にて、この時間に職
員を配置し、担任保育士の負担軽減に努めている。受託者は継続して
受託しており本業務に精通しているので、随意契約を締結した。

427 幼保運営課
岡田保育所内給食調
理補助派遣委託

令和7年4月9日
公益財団法人丸亀市福祉事
業団　理事長　植村　利克
丸亀市大手町二丁目1番20号

\2,202/時間（税抜） 第2号
調理職員が不足しており、R7年度においても不足分を派遣職員にて
補充し、調理職員の負担軽減を図っている。受託者は継続して受託し
ており本業務に精通しているため、随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

428
文化財保存活
用課(丸亀城管
理室)

丸亀城石垣崩落復旧
整備事業PR館派遣業
務委託

令和7年4月1日
公益財団法人
丸亀市福祉事業団
丸亀市大手町二丁目1番20号

¥4,518,077 第2号

丸亀城石垣崩落復旧整備事業については、市内外からの関心が高
く、工事の進捗や文化財調査成果等の情報発信は、本事業において
重要な位置付けとなっている。
今回、随意契約を予定している公益財団法人丸亀市福祉事業団は、
令和元年度からPR館の管理派遣を受託し、本復旧工事における現在
までの流れや内容、さらにはPR館での業務内容などを熟知しており、
来館者に対し適切な対応と情報発信を行えることから、令和7年度にお
いても本福祉事業団と継続して随意契約を行った。

429
文化財保存活
用課(丸亀城管
理室)

綾歌石材置場盗難防
止監視業務委託

令和7年4月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前一丁目
５番１号

¥1,140,480 第2号

　現在、綾歌石材置場の盗難防止監視業務は、令和7年3月31日まで
の履行期間でセコム(株)が機械警備システムを現地に配置し施工中で
ある。本業務は文化財である丸亀城の石垣石材の盗難防止監視業務
であり、4月1日以降も継続した作業が必要となることから、次年度契約
についても現在の受託者であるセコム(株)と契約することが適切であ
る。このことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意
契約を締結いたしたい。

430
文化財保存活
用課(丸亀城管
理室)

丸亀城内除草清掃等
業務委託

令和7年4月1日
公益社団法人　丸亀市シル
バー人材センター
丸亀市塩屋町五丁目6番1号

¥19,164,000 第3号

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による高齢者等の雇用の
安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十七条第
一項に規定するシルバー人材センターへの委託を予定しており、作業
内容を検討したところ、高齢者にも可能な軽作業であり、過去の業務
実績も良好であるため、丸亀市シルバー人材センターに業務委託した
い。

431
文化財保存活
用課(丸亀城管
理室)

亀山公園除草等業務
委託

令和7年4月1日
日本労働者協同組合連合会
センター事業団香川事業所
高松市上之町三丁目10番4号

¥7,566,900 第7号

本業務は、現在、日本労働者協同組合連合会センター事業団香川事
務所に委託しているが、その実積については良好なうえ、時価に比し
て著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みであることか
ら地方自治法施行令167条の2第1項第7号の規定により随意契約を締
結いたしたい。

432
文化財保存活
用課(丸亀城管
理室)

亀山公園除草及び草
花植付業務委託

令和7年4月1日
社会福祉法人　萬象園
丸亀市川西町北1685番地1

¥3,355,000 第3号

本契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定よる認定
生活困窮者就労訓練事業を行う施設である社会福祉法人　萬象園に
委託を予定しており、作業内容を検討したところ特殊な技術を必要とし
ない軽作業であり、過去の作業実績も良好であるため、萬象園と随意
契約いたしたい。

433
文化財保存活
用課(丸亀城管
理室)

丸亀城石垣崩落復旧
整備事業PR館賃貸借

令和7年4月1日
鹿島建設株式会社
四国支店
高松市亀井町1-3

¥2,453,000 第2号

丸亀城石垣崩落復旧整備事業については、公募型プロポーザルにて
鹿島建設(株)四国支店を優先交渉者として実施していることから、本契
約のＰＲ館についても同社にて設置されたものである。令和7年度にお
いても、本ＰＲ館を継続して利用し、事業の進捗状況や文化財としての
価値について情報発信する為、同社と施設の賃貸借について随意契
約いたしたい。



番号 事業実施課 契約名称
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434
文化財保存活
用課(丸亀城管
理室)

史跡丸亀城跡三の丸
他石垣変位量計測業
務委託

令和7年4月23日
株式会社四航コンサルタント
高松市上福岡町2057番地６

¥3,190,000 第2号

　本業務は、平成30年10月に発生した丸亀城南西部石垣の崩落をう
け、城内石垣の修理の必要性や安全性を判断するために継続的に実
施している変位量計測業務である。石垣変位量の適切な評価には、精
度の高い計測を行うとともに、過年度と同一の条件下での実施が必須
となる。以上のことから、令和元年度より本業務を受託し、同一の条件
のもと、これまで蓄積してきた計測データを有効に活用しながら石垣の
変位動向を分析することができる株式会社四航コンサルタントと随意契
約を締結した。

435
文化財保存活
用課(丸亀城管
理室)

史跡丸亀城跡北部水
位・地盤変位観測業務
委託

令和7年4月23日
株式会社増田地質工業
高松市宮脇町一丁目18番23
号

¥6,402,000 第2号

本業務は、平成30年10月に発生した丸亀城南西部石垣の崩落を受
け、城内石垣のき損要因となる基礎地中部の水位や地盤の変位を継
続して観測するものである。令和元年度より本業務を受託し精通してい
るうえ、過去に蓄積したデータを有効に活用し、比較分析が可能な㈱
増田地質工業と随意契約を締結した。

436
文化財保存活
用課(丸亀城管
理室)

城内音声案内ロイヤリ
ティ契約

令和7年4月1日
吉本興業株式会社
大阪市中央区難波千日前11
番6号

¥825,000 第2号

丸亀城内の各施設や見所案内における等身大パネルと音声に丸亀城
名誉大使である田村淳氏を起用している為、そのロイヤリティ契約を令
和7年度も引続き本氏が所属する吉本興業(株)と締結いたしたい。以
上のことから、地方自治法第167条の２第２号の規定により、随意契約
をいたしたい。

437
文化財保存活
用課(丸亀城管
理室)

丸亀城石垣崩落復旧
整備事業昇降施設借
上げ

令和7年4月1日
鹿島建設株式会社
四国支店
高松市亀井町1-3

¥4,180,000 第2号

今回契約の昇降施設は当初の崩落石等回収工事に伴い設置された
ものである。令和7年度においても、昇降施設を継続して利用し、現場
の管理、運用を図り現場説明会などの情報発信にも利用する為、優先
交渉事業者の鹿島建設(株)四国支店と賃貸借契約を締結いたした
い。

438 議会事務局

丸亀市議会本会議テ
レビ放映、録画及びイ
ンターネット映像配信
業務

令和7年4月1日

中讃ケーブルビジョン株式会
社
丸亀市天満町一丁目12番18
号

（単価契約）
全日　￥272,250‐
半日　￥233,200‐

総額見込金額
￥8,167,500‐

（インターネット映像配信業務）
￥2,377,320‐

第2号 契約相手が1社しかない。

439 議会事務局
丸亀市議会ペーパー
レス会議システム運用
業務

令和7年4月1日
東京インタープレイ株式会社
東京都中央区京橋一丁目13
番1号

¥990,000 第2号

ペーパーレス会議システムの導入は、議会の会議における議員の調
査業務の効率化や審議能力の向上を目的としており、幅広い年齢層
で構成される本市議会で使用するにあたり、操作性、利便性、セキュリ
ティなど様々な点が求められる。また例年、年度当初に臨時会が開催
されており、円滑な会議の開催、審議を行うにあたり、本システムの使
用が必要であるため。
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440 議会事務局
令和7年度議会だより
版下制作業務

令和7年4月1日
サード株式会社
丸亀市三条町411番地2

１ページあたり
\8,300

第2号

　議会だよりの年度初めの発行号は、3月定例会の内容を記事とし、4
月中旬の入稿となるため、前年度からの継続的な作業が必要である。
また、短期間に、定型な装丁での円滑な納品が求められており、校正
が不規則な時間帯となる中での速やかな対応を必要とするため。

441 議会事務局
委員会等音声反訳及
び検索用データ作成
業務

令和7年4月1日

株式会社
議事録発行センター
岡山市北区高柳西町1番23号
代表取締役　友野泰志

1時間につき¥18,480 第2号
委員会等の会議録のホームページ公開には、市民の利便性とわかり
やすさが求められており、本会議の会議録と同じ場所で公開する必要
があるから。

※ボートレース事業局、下水道課(合併処理浄化槽検査業務委
託を除く)の契約については、地方公営企業法施行令第21条の
13第1項中の該当号を示す


